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一　

本
書
は
、
久
喜
市
の
歴
史
や
文
化
財
を
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ
「
久
喜
市
の
歴
史

と
文
化
財
②　

鷲
宮
神
社
」
で
あ
る
。

一　

本
書
の
「
鷲
宮
神
社
の
歴
史
」
は
、
新
井
浩
文
氏
（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の

博
物
館
）
に
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。

一　

本
書
の
編
集
及
び
附
編
で
あ
る
「
鷲
宮
神
社
の
文
化
財
」、「
鷲
宮
神
社
関
連
史

料
」
等
の
執
筆
は
、
池
尻
篤
（
文
化
財
保
護
課
）
が
行
っ
た
。

一　

本
書
で
は
、『
鷲
宮
町
史
』
は
『
町
史
』、『
新
編
埼
玉
県
史
』
は
『
県
史
』
と
略

し
た
。

一　

本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
次
の
方
々
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
（
敬
称
略
）。
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1

　
鷲
宮
神
社
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
井　

浩
文

　
　

は
じ
め
に

　

鷲
宮
神
社
（
わ
し
の
み
や
じ
ん
じ
ゃ
）
は
、
埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
一
丁
目
に
所
在
す

る
神
社
で
あ
る
。「
太
田
荘
の
総
鎮
守
」、
「
お
酉
様
の
本
社
」
な
ど
と
し
て
知
ら
れ

る
。
天
穂
日
命
（
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
）
と
そ
の
子
の
武
夷
鳥
命
（
タ
ケ
ヒ
ナ
ト
リ

ノ
ミ
コ
ト
）
お
よ
び
大
己
貴
命
（
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
ノ
ミ
コ
ト
）
を
祭
神
と
す
る
古
社
で
あ

る
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
鎌
倉
幕
府
の
庇
護
を
受
け
、
そ
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻
鏡
』
に
も

そ
の
名
が
登
場
す
る
ほ
か
、
江
戸
時
代
に
は
社
領
四
〇
〇
石
を
徳
川
家
康
か
ら
寄
進
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
神
社
で
行
わ
れ
る
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
は
、
国
指
定
重
要
無
形
民
俗

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
里
神
楽
の
源
流
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
そ

の
伝
統
が
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

近
年
で
は
、
ア
ニ
メ
「
ら
き
☆
す
た
」
に
出
て
く
る
「
鷹
宮
神
社
」
の
モ
デ
ル
と
さ

れ
る
。
そ
こ
は
登
場
人
物
の
柊
姉
妹
の
父
が
宮
司
を
務
め
る
神
社
で
、
柊
家
は
こ
の
境

内
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
埼
玉
県
久
喜
市
に
あ
る
鷲

宮
神
社
が
「
ら
き
☆
す
た
」
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
鷲
宮
神
社
は
幾
多
の
歴
史
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
地
域
と
と

も
に
歩
ん
だ
鷲
宮
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
紐
解
い
て
み
よ
う
。

　
　

一　

鷲
宮
神
社
の
立
地

　

関
東
平
野
の
中
心
に
位
置
す
る
鷲
宮
は
、
古
代
は
利
根
川
・
渡
良
瀬
川
・
荒
川
乱
流

路
の
合
流
点
で
、
沼
沢
地
が
広
が
り
竹
藪
や
雑
木
な
ど
が
生
い
茂
っ
て
い
た
が
、
当
所

（
鷲
宮
神
社
か
ら
粟
原
に
か
け
て
の
洪
積
台
地
）
だ
け
は
高
台
で
浮
島
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
た
。
鷲
宮
神
社
は
、
旧
利
根
川
の
右
岸
の
こ
の
「
浮
島
」
と
呼
ば
れ
る
微
高
地

（
埋
没
台
地
）
に
鎮
座
し
て
い
る
。
境
内
地
に
は
、
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け

て
の
県
選
定
重
要
遺
跡
「
鷲
宮
神
社
境
内
遺
跡
（
堀
之
内
遺
跡
）」
が
広
が
っ
て
い

る
。

●

●

鷲宮神社

古河

鷲宮神社

▍【図１】鷲宮神社周辺の河川
　 明治前期「フランス式彩色地図」（点線は主要な河川・河川跡）



2

　
　

二　

鷲
宮
神
社
の
成
立

　

鷲
宮
神
社
の
現
在
の
祭
神
は
、
本
殿
が
天あ

め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と

穂
日
命
と
武

た
け
ひ
な
と
り
の
み
こ
と

夷
鳥
命
、
本
殿
と
並
ん
だ
位

置
に
あ
る
神か

ん
ざ
き崎
社
が
大お

お
な
む
ぢ
の
み
こ
と

己
貴
命
で
あ
る
。
大
己
貴
命
は
大
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
な
ど
と
も
呼
ば

れ
、
葦
原
中
国
（
日
本
の
異
称
）
を
建
国
・
経
営
し
て
い
た
が
、
天
津
神
に
国
を
譲

り
、
出
雲
大
社
の
祭
神
と
な
っ
た
。
天
穂
日
命
は
天あ

ま
て
ら
す
お
お
か
み

照
大
神
の
子
で
、
大
己
貴
命
の
元

に
国
譲
り
を
迫
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
が
、
大
己
貴
命
の
側
に
つ
い
て
し
ま
う
。
武
夷

鳥
命
は
天
穂
日
命
の
子
で
あ
る
。
三
柱
と
も
出
雲
と
関
係
の
あ
る
神
々
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
鷲
宮
神
社
は
出
雲
系
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

な
お
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
大
宮
司
大
内
国
當
が
記
し
た
『
鷲
宮
起
源
』

（
丸
山
千
里
家
文
書
・
七
二
頁
参
照
）
に
よ
れ
ば
、
祭
神
は
天
穂
日
命
で
、
相
殿
に
大

背
飯
三
熊
之
大
人
・
天
夷
鳥
命
、
別
殿
神
崎
社
に
天
穂
日
命
荒
魂
を
祀
る
と
伝
え
て
い

る
。

　

そ
の
た
め
、
社
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
伝
説
が
あ
り
、
土
師
部
の
人
々
が
創
建
し
た

神
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
は
「
土
師
宮
（
ハ
ジ
ノ
ミ
ヤ
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も

の
が
、
後
に
訛
っ
て
「
鷲
宮
（
ワ
シ
ノ
ミ
ヤ
）」
に
転
じ
た
と
伝
え
る
。

　

な
お
、
鷲
宮
神
社
の
本
殿
の
祭
神
は
寛
文
期
、
神
崎
社
の
祭
神
は
天
保
期
に
大
き
く

変
容
し
て
お
り
、
本
殿
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
吉
田
神
道
の
影
響
に
よ
る
記
紀
神
話
の

取
込
み
、
神
崎
社
に
つ
い
て
は
式
内
社
主
張
の
中
で
祭
神
が
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。（
池
尻
篤
「
鷲
宮
神
社
の
祭
神
―
近
世
に
お
け
る
祭
神
変
容
の
一
事

例
―
」『
駒
沢
史
学
』
七
六
号　

二
〇
一
一
年
）　

　
　

三　

「
鷲
宮
」
「
わ
し
の
み
や
」
の
由
来

　

鷲
宮
「
わ
し
の
み
や
」
と
い
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
説
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
定
説
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

一
つ
め
は
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
六
六
頁
参
照
）
に
拠
る
と
こ
ろ
の
祭
神
の
天

穂
日
命
（
出
雲
臣
、
武
蔵
国
造
土
師
連
等
の
祖
）
を
祀
る
御
宮
を
土
師
宮
と
号
す
る
べ

き
と
こ
ろ
を
、
和
訓
転
じ
て
鷲
宮
と
な
り
、
鷲
明
神
と
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
、
ワ
シ
と
ハ
ジ
の
転
訛
説
で
あ
る
。
問
題
は
天
穂
日
命
を
祀
っ
た
在
地
集
団
で
あ
る

が
、
①
「
土
師
宮
」「
土は

じ
い
ち
り
ゅ
う
さ
い
ば
ら

師
一
流
催
馬
楽
神か

ぐ
ら楽
」
等
の
名
称
、
②
縄
文
時
代
か
ら
古
墳

時
代
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
神
社
境
内
の
堀
之
内
遺
跡
の
存
在
、
③
鷲
宮
神
社

と
同
じ
台
地
上
に
あ
り
平
安
時
代
の
大
規
模
な
土
師
器
製
作
の
集
落
跡
が
発
掘
さ
れ
た

水
深
遺
跡
（
加
須
市
水
深
）
の
存
在
、
以
上
か
ら
土
師
連
の
一
族
（
土
師
部
）
が
当
地

に
居
住
し
、
神
社
の
原
形
（
土
師
宮
）
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
ワ

シ
と
ハ
ジ
の
転
訛
が
成
立
す
る
か
と
い
う
疑
問
点
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、『
先
代
旧
事
本
紀
』
を
根
拠
に
、
大
国
主
＝
大
己
貴
命
が
天
羽
車
の
大

鷲
に
乗
り
国
土
を
経
営
し
た
時
、
こ
の
地
に
幸
御
魂
が
鎮
座
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鷲
の

宮
の
郷
が
起
こ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
（「
鷲
宮
迦
美
保
賀
比
」、
た
だ
し
、「
莿は

り
が
や萱

氏
系
図
」
で
は
大
国
主
神
で
は
な
く
天
穂
日
命
と
す
る
）。
大
鷲
と
い
う
天
羽
車
の
名

を
取
っ
て
鷲
宮
と
し
た
と
す
る
こ
の
説
は
、
大
国
主
神
の
幸
魂
を
祀
る
神
崎
社
を
式
内

社
の
前
玉
神
社
と
同
一
視
す
る
主
張
と
表
裏
一
体
で
、
む
し
ろ
式
内
社
で
あ
る
こ
と
を

主
張
す
る
中
で
派
生
し
た
説
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
鷲
宮
神
社
は
式
内
社
で
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
当
説
は
あ
た
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
は
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
『
神
道
集
』（
巻
第
六
・
三
十
三
）
の
「
三
嶋

大
明
神
」
に
見
え
る
記
事
に
、
伊
予
国
三
嶋
大
明
神
が
東
征
の
た
め
に
東
国
へ
渡
り
、

伊
豆
国
へ
移
っ
た
時
、
摂
社
で
あ
る
鷲
大
明
神
も
東
国
へ
飛
び
移
り
、
武
蔵
国
太
田
荘

に
鎮
座
し
た
と
す
る
も
の
で
、
鷲
宮
の
名
称
も
伊い

よ予
の
鷲
大
明
神
に
由
来
す
る
と
い
う

説
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
伊
豆
の
三
嶋
・
鷲
両
明
神
が
分
離
勧
請
さ
れ
た
も

の
で
、
両
社
は
同
じ
土
地
に
祀
ら
れ
て
い
た
同
根
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
武
蔵

の
鷲
明
神
は
、
勧
請
さ
れ
た
時
点
で
成
立
し
た
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
在

地
神
（
農
業
神
）
に
鷲
明
神
が
習
合
し
て
成
立
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る

（『
町
史
』
通
史
上　

三
一
一
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
幕
府
が

支
配
強
化
を
進
め
て
い
く
中
で
、
関
東
の
最
も
尊
重
す
べ
き
神
社
の
一
つ
と
し
て
鷲
宮
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神
社
を
鶴
岡
八
幡
宮
、
伊
豆
山
権
現
社
、
箱
根
権
現
、
三
嶋
大
社
な
ど
と
と
も
に
注
目

す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
す
伝
承
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
県
史
』
通
史
編
二　

一
〇
一
六
頁
）
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
事
だ
け
で
鷲
宮
神
社
の
創
建
・
由
来
を
解
釈
す
る

こ
と
は
難
し
い
。

　
　

四　

太
田
荘
の
成
立
と
総
鎮
守
鷲
宮
神
社

　

平
安
時
代
以
前
の
鷲
宮
神
社
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
太
田
荘
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
て
お
り
、
太
田
荘
の
開
発
者
で
あ
る
太
田
氏

に
関
す
る
神
社
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

太
田
荘
は
、『
倭

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
埼
玉
郡
太
田
郷
を
中
心
と
す
る
地
域
が
中

世
に
荘
園
化
し
た
も
の
で
、
遅
く
と
も
一
二
世
紀
後
半
に
は
鳥
羽
上
皇
第
三
皇
女
・
八

条
院
暲
子
の
女
院
領
と
し
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。
史
料
上
で
確
認
で
き
る
太
田
荘

は
、『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ
た
文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
六
月
四
日
の
後
白
河
法
皇

の
院
宣
に
八
条
院
領
と
し
て
、
武
蔵
国
太
田
荘
と
し
て
み
え
る
の
が
最
初
で
あ
る
。

　

八
条
院
と
は
、
後
白
河
法
皇
の
父
鳥
羽
上
皇
の
第
三
皇
女
八
条
院
の
こ
と
で
、
応
保

元
年
（
一
一
六
一
）
に
院
号
宣
下
を
受
け
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
に
没
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
太
田
荘
も
八
条
院
の
宣
下
ま
で
の
間
に
は
成
立
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。 

　

鷲
宮
神
社
が
、
太
田
荘
の
総
鎮
守
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
末
社
の
分
布
状
況
か
ら

も
、
そ
の
信
仰
圏
が
太
田
荘
を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
太

田
荘
は
、
利
根
川
の
右
岸
に
位
置
し
、
対
岸
は
同
じ
く
八
条
院
領
の
下
総
国
下
河
辺
荘

で
あ
る
。
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
史
料
が
な
く
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
近

年
確
認
さ
れ
た
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）「
武
蔵
国
太
田
荘
鷲
宮
大
明
神
氏
子
名
面

帳
」（
丸
山
千
里
家
文
書
）【
写
真
１
】
に
よ
り
、
そ
の
範
囲
が
確
認
で
き
る
。「
同
書
」

は
鷲
宮
神
社
の
神
主
大
内
民
部
（
秀
勝
）
が
記
し
た
帳
簿
で
、
寛
文
段
階
に
お
け
る
鷲

宮
神
社
の
氏
子
所
属
村
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
太
田
荘
の
範
囲
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

▍【写真１】武蔵国太田荘鷲宮大明神氏子名面帳
　（丸山千里家文書・個人蔵）
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庄名 村名 現行地名
（鷲宮領鷲宮村） 久喜市鷲宮
鷲宮領粟原村 久喜市鷲宮
鷲宮領下新井村 久喜市鷲宮
鷲宮領中嶋村 久喜市鷲宮

大田之庄 河口村 加須市川口
大田之庄 屋南村 加須市南篠崎
大田之庄 鳩山村 加須市南大桑
大田之庄 南篠崎村 加須市南篠崎
大田之庄 北篠崎村 加須市北篠崎
大田之庄 南大桑村 加須市南大桑
太田之庄 南大桑村 加須市南大桑
太田庄 北大桑新井新田村 加須市新井新田

新井新田村 加須市新井新田
大田之庄 南下篠崎村 加須市南篠崎カ
大田之庄 花崎村 加須市花崎
大田庄 久下村 加須市久下
大田之庄 神増村 加須市加須
大田之庄 下高柳村 加須市下高柳
大田之庄 間口村 加須市間口
大田之庄 水深村 加須市水深
大田之庄 中妻村 久喜市中妻
大田之庄 九品寺村 久喜市久本寺
大田之庄 三俣村 加須市上三俣・下三俣
大田之庄 久喜本村 久喜市本町
大田之庄 久喜新町 久喜市久喜中央
大田之庄 小久喜村 久喜市古久喜
大田之庄 上内村 久喜市上内
大田之庄 野口村 久喜市野久喜カ
大田之庄 吉羽村 久喜市吉羽
大田之庄 和戸村 宮代町和戸
大田之庄 国納村 宮代町国納
大田之庄 らゐは村 加須市礼羽
大田之庄 葛梅村 久喜市葛梅
大田之庄 多門寺村 加須市多門寺
大田之庄 嶋中新井村 久喜市新井
大田之庄 内牧村 春日部市内牧
大田之庄 小浜村 加須市北小浜
大田之庄 下早見村 久喜市下早見
大田之庄 樋遣川村 加須市上樋遣川・下樋遣川
大田之庄 栗原村 久喜市栗原
大田之庄 ぢをん村 さいたま市岩槻区慈恩寺
大田之庄 杦子木村 加須市杓子木
大田之庄 西大輪村 久喜市西大輪
大田之庄 青毛村 久喜市青毛

庄名 村名 現行地名
大田之庄 志多見村 加須市志多見
大田之庄 須か村 宮代町須賀
大田之庄 だうち村 加須市道地
大田之庄 前小溝村 さいたま市岩槻区小溝
大田之庄 舟越村 加須市船越
大田之庄 生出村 加須市生出
大田之庄 上新井村 不詳
大田之庄 上戸崎村 加須市戸崎
大田之庄 上野村 さいたま市岩槻区上野
大田之庄 馬内村 加須市馬内
大田之庄 青柳村 久喜市北青柳
大田之庄 名倉村 加須市戸崎
大田之庄 岡泉村 白岡市岡泉
大田之庄 羽生領内北明願寺村 加須市平永
大田之庄 百間寺村 宮代町東
大田之庄 百間寺之内中村 宮代町中
大田之庄 古場村 さいたま市岩槻区古ケ場
大田之庄 野田村 白岡市野田
大田之庄 下村 加須市戸崎
大田之庄 幸手内茨嶋村 杉戸町茨嶋
大田之庄 上崎村 加須市上崎
大田之庄 上早見村 久喜市上早見
大田之庄 後慈恩寺村 さいたま市岩槻区裏慈恩寺
大田之庄 梅田村 春日部市梅田
大田之庄 上崎村 加須市上崎
大田之庄 くし作村 加須市串作
大田之庄 爪田谷村 白岡市爪田ケ谷
大田之庄 羽生領阿良河村 加須市阿良川
大田之庄 多門寺村 加須市多門寺
大田之庄 羽生領下岩せ村 羽生市下岩瀬
大田之庄 蓮谷村 宮代町本田
大田之庄 百間領道仏村 宮代町道仏
大田之庄 百間領久米原村 宮代町東粂原
大田之庄 百間領西原村 宮代町西粂原
大田之庄 岩付領後小溝村 さいたま市岩槻区小溝
大田之庄 岩付領徳力村 さいたま市岩槻区徳力
大田之庄 岩付領梅田村 春日部市梅田
大田之庄 岩付領鹿遠村 さいたま市岩槻区鹿室
大田之庄 岩付領袋村 春日部市新方袋
大田之庄 岩付領すへだ村 さいたま市岩槻区末田
大田之庄 岩付領高岩村 白岡市高岩
大田之庄 高岩村 白岡市高岩
大田之庄 高岩村 白岡市高岩

※村名は記載順とし、重複はそのママとした
※庄名（荘名）、村名は原文の表記の通りとした。

表 1・図 2 は、『第三回特別展　鷲宮神社展　新出史料を中心として』所収の表・図を転載。ただし、現行地名の比定は一部修正した。

▍【表１】寛文5年における鷲宮神社氏子の所属村
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▍【図２】寛文5年における鷲宮神社氏子の分布
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▍【図３】太田荘・埼西郡・大河戸御厨・下河辺荘の領域
　（『町史』上巻264頁所収の図を改変して転載）
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● ●

●●●
● ● ● ●

●

●● ●
●
●●
●

●
●

●●
●
●●

●

■ ■
■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

箱田 平戸 戸崎

騎西

笠原

沼尻

黒浜

金重

岩付

末田
野田

八条

古河 牛谷
小堤 上大野
閏戸

水海

砂井
大山 前林

伊坂

高柳島川

川妻

狐塚
栗橋

大
福
田
幸館 網

代木立
上高野平須賀

粕壁

一ノ割
長宮

東宝珠花
木間ヶ瀬

東金野井中里

五木 船形
岩名 目吹

野田

内川
赤岩

吉川

三ッ堀
佐ヶ尾
下
三
ヶ
尾

芝崎上彦名

花和田

大野
（
野
方
）

（
河
辺
）

（
新
方
）

※（大川戸の地名あり）

〔注〕
　１．　　　内の地名は中世太田荘。
　２．無印の地名は中世下河辺荘。ただし、古河公方
　　　御料所荘内河辺・野方を含む。
　３． ●印は近世太田荘。ただし、その内鷲宮社を鎮
　　　守とする村は▲印。
　４． ●印は近世下河辺荘。ただし、近世の田宮荘・新
　　　方荘（領）を含む。
　５． ■印は中世埼西郡（私市・騎西・崎西郡、荘と
　　　もいう。地名に下線あり）。
　６．×印は河関。
　７．野方・河辺・新方は、下河辺荘の三つの地域区
　　　分である。

下村君

本川俣
上村君

上川俣

上岩瀬
中岩瀬
下岩瀬

志多見
北篠崎

北大桑
南篠崎

西粂原
上野田 東粂原
下野田

慈恩寺

外田ヶ谷
内田ヶ谷

裏慈恩寺

常木

久下
花崎

大室 水深

平永

久喜 吉羽
和戸

高岩 須賀
百間

成田 細間
小
松

川
口
鷲
宮

南
大
桑

堤

×

×
× ×
×

× ×

行
徳
関

長
島
関

上彦名関上彦名関

下
河
辺
荘

太
田
荘

埼西郡

大
河
戸
御
厨

古
利
根
川

元
荒

川

川

川

川

川

思

利

根

綾
瀬

中

大
河
戸
御
厨
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あ
る
。
現
在
の
利
根
川
・
古
利
根
川
・
古
隅
田
川
、
旧
日
川
を
境
と
し
た
地
域
で
あ
り

【
表
１
・
図
２
】、
北
は
現
在
の
加
須
市
・
羽
生
市
か
ら
南
は
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
・
春

日
部
市
に
至
り
、
西
は
久
喜
市
か
ら
東
は
宮
代
町
・
白
岡
市
に
至
る
、
南
北
に
細
長
く

広
大
な
荘
園
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
氏
子
が
い
る
村
数
も
八
〇
村
を
超
え
て
い
た
。

　

太
田
荘
は
早
く
に
荘
園
と
し
て
の
実
態
が
失
せ
、
以
後
、
鎌
倉
幕
府
の
関
東
御
分
国

の
一
地
域
、
執
権
北
条
氏
の
得
宗
領
、
小
山
氏
の
所
領
、
鎌
倉
府
の
御
料
所
、
古
河
公

方
の
御
料
所
、
岩
付
太
田
氏
の
祈
願
所
、
小
田
原
北
条
氏
の
領
国
と
、
そ
の
支
配
が
変

遷
し
た
。
鷲
宮
神
社
が
開
発
領
主
の
太
田
氏
の
滅
亡
と
運
命
を
共
に
し
な
か
っ
た
の

は
、
同
社
が
太
田
氏
の
氏
神
的
な
存
在
を
超
え
て
、
既
に
地
縁
的
な
鎮
守
神
と
し
て
太

田
荘
一
帯
で
崇
敬
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
立
地
は
、
関
東

中
央
部
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
一
帯
が
旧
利
根
川
水
系
の
結
節
点
に
位
置
す
る
利
根

川
の
沃
地
で
、
鎌
倉
街
道
中
道
が
奥
州
へ
抜
け
る
と
い
う
水
陸
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た

こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
【
図
３
】。

　

な
お
、
元
亀
四
年
（
天

正
元
年
・
一
五
七
三
）
の

吉
清
起
請
文
の
神
罰
文
に

「
当
庄
天
鎮
守
鷲
大
明

神
」（
佐
野
市
郷
土
博
物

館
収
蔵
「
嶋
田
家
文
書
」）

【
写
真
２
】
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
太
田
荘
の
鎮
守
と

し
て
の
認
識
は
戦
国
時
代

に
も
続
い
て
い
た
こ
と
を

裏
付
け
て
い
る
。

　
　

五　

中
世
の
鷲
宮
神
社

　
　
　
（
一
）
鎌
倉
幕
府
の
庇
護

　

鎌
倉
時
代
、
鷲
宮
神
社
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
厚
い
庇
護
を
受
け
て
い
た
。
幕
府
に
と
っ

て
鷲
宮
神
社
の
威
光
は
絶
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
で
あ
る
『
吾
妻

鏡
』
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
十
一
月
十
八
日
に
は
、
武
蔵
国
庁
よ
り
飛
脚
が
鎌
倉
へ
走

り
、
鷲
宮
神
社
で
血
が
流
れ
て
い
る
と
の
凶
事
に
関
す
る
報
告
が
幕
府
に
あ
り
、
卜
筮

（
占
い
）
の
結
果
、
戦
乱
が
起
こ
る
前
触
れ
と
で
た
の
で
、
幕
府
は
翌
日
、
榛
谷
重
朝

を
使
者
に
立
て
て
、
鹿
毛
の
神
馬
の
奉
納
、
社
殿
の
荘
厳
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
ほ

か
、
承
元
三
年
（
一
二
〇
九
）
二
月
十
日
に
は
、
鷲
宮
の
宝
殿
が
鳴
動
し
た
と
い
う
報

告
が
鎌
倉
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
四
月
十
三
日
に
は
、
三
嶋
社

と
鷲
宮
社
の
神
事
が
重
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
異
議
申
し
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
が
み
ら

れ
る
。
な
お
、
宗
尊
親
王
の
将
軍
就
任
に
際
し
て
は
、
京
都
の
一
八
社
の
ほ
か
、
幕
府

と
関
係
の
深
い
鶴
岡
八
幡
宮
や
三
嶋
大
社
な
ど
と
と
も
に
、
鷲
宮
神
社
に
も
神
馬
が
奉

納
さ
れ
て
お
り
、
鷲
宮
神
社
が
幕
府
に
と
っ
て
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
【
表
２
】。

　

こ
の
よ
う
に
、
太
田
荘
総
鎮
守
で
あ
る
鷲
宮
神
社
は
関
東
の
大
社
と
し
て
幕
府
か
ら

重
要
視
さ
れ
、
崇
敬
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
鷲
宮
神
社
に
伝
わ
る
文
禄
四
年
（
一
五
九

五
）
の
棟
札
（
県
指
定
文
化
財
）
に
は
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
九
月
十
三
日
に
鎌

倉
幕
府
執
権
の
北
条
貞
時
に
よ
っ
て
社
殿
の
再
興
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

【
写
真
３
】。
ま
た
、
境
内
か
ら
は
こ
の
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
剣
頭
文
軒
平
瓦
」

の
破
片
【
写
真
４
】
も
採
集
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
鷲
宮
神
社
文
書
に
は
、
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
の
源
頼
朝
寄
進
状
の
写
し
が
存
在
し
、
笠
原
を
鷲
宮
神
社
の
御
厨
と
し

て
寄
進
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
検
討
を
要
す
る
。

▍【写真２】吉清起請文
  （嶋田家文書・個人蔵・佐野市郷土博物館寄託）
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年 西　暦 日　月 内　容　（現代語訳）

建久 4 年 1193

11 月 18 日
武蔵国の飛脚が（鎌倉に）参って申した。「昨夕、当国の太田庄の鷲宮の御宝前で流
血がありました。凶の怪異です」。そこで卜筮を行ったところ、兵乱の兆しという。

11 月 19 日
鹿毛の神馬を鷲宮に奉った。また、社壇を厳かにするように命じられた。榛谷四郎
重朝が御使となったという。

建仁 3 年 1203 10 月 14 日
鶴岡ならびに二所・三島・日光・宇都宮・鷲宮・野木宮以下の諸社に神馬が奉納された。
これは世の中が平穏となったお礼であるという。

承元 3 年 1209 2 月 10 日 武蔵国太田荘の鷲宮の宝殿が鳴動した、と（鎌倉に）急ぎ知らせてきた。

建長 3 年 1251

4 月 13 日

相州（北条時頼）が、鷲大明神に奉幣するため、御使者を武蔵国に遣わそうとした
ところ、三島社の神事であった。「他社への御奉幣はたいそう憚りがあります。」と、
三島社の神主が申した。そこで（祈願の）事情を若宮別当法印（隆弁）に託され、（隆
弁は）今日、出発したという。

4 月 22 日
若宮別当法印（隆弁）が武蔵国鷲宮から（鎌倉に）帰参した。御祈願成就の奇瑞は
一つならずあった。去る十九日に社頭で御神楽を行った際、ある素晴らしい詫宣が
あり、たいそう厳かなもので、特にその奇特があるという。

建長 4 年 1252 4 月 14 日

（前略）（伊勢）大神宮・（石清水）八幡宮以下の大社に神馬を奉納されると定められ
たという。これは御下向が無事であった上に、将軍の代始としてである。評定が終
わって重時・時頼が事書を持参され、（宗尊の）ご覧に入れた後に施行された。御幣・
神馬を奉献されるべき所々は、京都の十八社、関東の鶴岡（八幡）宮・伊豆・箱根・
三島および武蔵国の鷲宮以下と、諸国の惣社という。（後略）

▍【表２】『吾妻鏡』にみえる鷲宮神社関連記事一覧（現代語訳）
　（五味文彦・本郷和人編『現代語訳　吾妻鏡』より該当部分を転載）
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▍【写真３】社殿文禄四年再興棟札
　（表３№１・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真４】境内で採集された「剣頭文軒平瓦」破片
　（久喜市立郷土資料館蔵）
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（
二
）
南
北
朝
期
の
小
山
氏
と
鷲
宮
神
社

　
　
　
　
　
　
　
①
小
山
義
政
の
乱
と
鷲
宮
神
社

　

南
北
朝
時
代
、
鷲
宮
神
社
は
下
野
の
小
山
氏
か
ら
崇
敬
を
受
け
た
。
小
山
氏
は
、
太

田
荘
を
開
発
し
た
太
田
氏
の
末
裔
で
、
現
在
の
栃
木
県
小
山
市
を
拠
点
と
し
て
、
鎌
倉

時
代
に
は
下
野
国
守
護
を
歴
任
し
た
。
太
田
荘
は
、
小
山
氏
に
と
っ
て
先
祖
ゆ
か
り
の

地
に
あ
た
る
。
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）、
小
山
常
犬
丸
（
後
の
朝
氏
）
が
新
田
義
貞

を
破
り
、
そ
の
戦
功
と
し
て
足
利
尊
氏
か
ら
太
田
荘
を
恩
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た

（『
梅
松
論
』）。

　

朝
氏
の
子
で
あ
る
氏
政
も
ま
た
、
尊
氏
と
直
義
兄
弟
の
争
い
と
な
っ
た
観
応
の
擾
乱

に
お
い
て
尊
氏
方
と
し
て
戦
い
活
躍
し
た
。
そ
の
子
義
政
は
、
鎌
倉
公
方
足
利
基
氏
に

反
抗
し
、
そ
の
所
領
を
没
収
さ
れ
た
宇
都
宮
氏
に
対
し
て
領
域
紛
争
を
起
こ
し
た
こ
と

か
ら
、
次
の
鎌
倉
公
方
氏
満
か
ら
追
討
さ
れ
た
。
小
山
義
政
の
乱
で
あ
る
。
氏
満
は
、

関
東
各
地
か
ら
大
軍
を
集
め
て
義
政
の
拠
点
で
あ
る
祇
園
城
や
鷲
城
を
康
暦
二
年

（
一
三
八
〇
）
六
月
か
ら
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
三
月
ま
で
の
間
に
三
期
に
わ
た
っ

て
攻
撃
し
た
。
義
政
は
大
軍
徹
底
抗
戦
の
末
に
自
害
し
、
小
山
氏
は
滅
亡
、
そ
の
所
領

は
没
収
さ
れ
た
。

　

そ
の
小
山
義
政
は
、
鷲
宮
神
社
に
対
し
て
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
に
社
殿
造
営
を

行
っ
た
。文
禄
四
年（
一
五
九
五
）の
棟
札
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る【
写
真
３
】。

　
　
　

  

当
社
七
度
大
破
時

　
　
　

  

中
興
開
山　

大
工
左
衛
門
大
夫
行
宗

　
　
　

  

小
山
義
政
云
々

　
　
　
　

  

応
安
五
年
壬/

子
十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
命
婦

　
　
　

  

再
興　

下
野
守
藤
原
朝
臣
義
政　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

藤
原
氏
女

　
　
　
　

  

十
八
日
酉
時
上
棟

　
　
　
　
　

  

檜
皮
葺

　
　
　

  

小
工
四
郎
兵
衛
国
守

　

こ
れ
は
、【
写
真
３
】
の
よ
う
に
上
段
の
正
応
五
年
の
執
権
北
条
貞
時
の
再
興
に
関

す
る
記
述
と
、
下
段
の
文
禄
四
年
の
再
建
時
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
棟
札
の
記
述
の
間
に

記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
応
安
五
年
ま
で
の
間
に
七
度
鷲
宮
神
社
が
大
破
し
た
こ
と

が
わ
か
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
再
建
を
小
山
義
政
が
行
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

ま
た
義
政
は
、
永
和
二
年
（
一
三
七
六
）
に
太
刀
（
国
指
定
重
要
文
化
財
）
を
奉
納

し
て
い
る
。
そ
の
刀
身
に
は
「
武
州
太
田
庄
鷲
山
大
明
神
」「
永
和
二
年
卯
月
十
九
日

　

義
政
」、
と
あ
り
茎な

か
ごに
は
「
備
中
国
住
人
吉
次
」
の
銘
が
あ
る
【
写
真
５
】。

　

な
お
、
栃
木
県
小
山
市
外
城
に
は
先
の
小
山
義
政
の
乱
の
戦
場
と
な
っ
た
「
鷲
城
」

が
あ
る
。
そ
の
名
は
城
内
に
鷲
宮
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
と
い

う
【
写
真
６
】。
小
山
氏
に
と
っ
て
太
田
荘
は
先
祖
の
地
で
あ
り
、
そ
の
鎮
守
で
あ
る

鷲
宮
神
社
は
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
義
政
は
鎌
倉
府
と
の
争
い

で
敗
れ
た
た
め
、
太
田
荘
は
鎌
倉
府
の
御
料
所
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
②
神
主
大
内
氏
と
鷲
宮
神
社

　

「
大
内
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
大
内
氏
は
藤
原
秀
郷
の
子
孫
で
、
延
久
五
年
（
一
〇
七

三
）
十
月
、
頼
定
が
下
野
国
大
内
荘
の
領
主
と
な
り
、
大
内
左
馬
頭
と
号
し
た
の
が
は

じ
ま
り
と
い
う
。
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
大
内
氏
は
下
総
結
城
氏
の
庶
流
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
り
、
南
北
朝
期
に
交
流
の
あ
っ
た
足
利
氏
・
小
山
氏
を
介
し
て
鷲
宮
神
社
神
主

と
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
小
山
氏
の
滅
亡
後
、
こ
の
地
域
に
進
出
し
て
き
た
結
城
氏
の

支
援
を
受
け
て
鷲
宮
神
社
に
入
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（『
町
史
』
通
史
上
巻
四
一
七
頁
）。

大
内
氏
と
鷲
宮
神
社
の
関
係
は
、
系
図
以
外
の
他
の
資
料
か
ら
一
致
す
る
の
は
戦
国
時

代
か
ら
で
あ
り
、
室
町
以
前
に
遡
及
す
る
と
い
う
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
指
摘
に
つ
い
て
、
後
世
の
資
料
で
あ
る
が
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
六
月
の

棟
札
【
写
真
７
】
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　

神
主
家
二
條
大
納
言
安
世
卿
孫
相
続
ス
ト
見
エ
リ
、
依
其
氏
藤
原
也
、
六

　
　
　
　

代
以
前
ヨ
リ
大
内
家
ニ
テ
継
、
依
源
ヲ
名
乗
者
也
、
予
於
子
孫
者
何
ニ
テ

　
　
　
　

モ
可
名
乗
也
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▍【写真６】鷲城跡の鷲宮神社
　　　　　 （栃木県小山市）

▍【写真５】太刀
　（鷲宮神社蔵・東京国立博物館寄託）

▍【写真７】幣殿・拝殿・前殿明暦三年再興棟札
　（表３№３・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

（表）（裏）裏面最下段
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鷲
宮
神
社
神
主
家
は
二
條
大
納
言
安
世
卿
（
桓
武
天
皇
皇
子
）
の

孫
が
相
続
し
て
き
た
が
、（
現
在
の
神
主
大
内
秀
勝
の
）
六
代
以
前
よ
り
子
孫
に
お
い

て
は
藤
原
と
も
源
と
も
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
大
内
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
秀
勝
の
六
代
以
前
は
親
持
で
あ
り
、
系
図
か
ら
泰
勝
が

脱
落
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
六
代
以
前
は
親
保
と
な
り
、
大
内
氏
は
残
存

史
料
と
同
じ
戦
国
時
代
か
ら
鷲
宮
神
主
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

　

戦
国
時
代
の
鷲
宮
神
社
の
神
主
は
、
大
和
守
（
民
部
少
輔
）［
永
正
～
天
文
］、
大
和

守
（
民
部
太
輔
）［
天
文
～
天
正
］、甲
斐
守（
新
次
郎
、弾
正
少
弼
）［
天
正
六
年
以
降
］

の
三
名
が
確
認
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
順
に
泰
繁
、
晴
泰
、
泰
秀
に
比
定
さ
れ
る【
図
４
】。

　

と
こ
ろ
で
、「
莿は

り
が
や萱
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
鷲
宮
神
主
は
細ほ

そ
が
や萱
（
細
谷
）
氏
で
あ
っ

た
が
、
泰
秀
の
時
に
細
谷
氏
か
ら
大
内
氏
に
姓
を
改
め
た
と
い
う
（『
町
史
』
史
料
一

近
世
二
七
頁
）。
同
系
図
に
は
、
鷲
宮
神
主
と
し
て
、
細
萱
葵
之
助
藤
原
光
朝
‐
細
谷

▍【図４】大内氏略系図
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刑
部
少
輔
‐
細
萱
民
部
昭
介
光
仲
‐
細
萱
半
左
衛
門
泰
秀
が
確
認
さ
れ
る
。
泰
秀
が

「
大
内
氏
系
図
」
の
泰
秀
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
光
仲
＝
晴
泰
と
み
る
む
き
も
あ
る

が
、
両
者
を
同
一
人
物
と
す
る
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大

内
氏
が
鷲
宮
神
主
と
な
る
の
は
戦
国
時
代
以
降
と
い
う
点
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。　

　
　
　
（
三
）
関
東
公
方
と
鷲
宮
神
社
　
―
享
徳
の
乱
と
鷲
宮
神
社
―

　

足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
室
町
幕
府
が
開
か
れ
る
と
、
東
国
支
配
の
た
め
鎌
倉
府
が
お
か

れ
た
。
鎌
倉
府
の
頂
点
で
あ
る
鎌
倉
公
方
（
関
東
公
方
）
に
は
、
二
代
将
軍
足
利
義
詮

の
弟
で
あ
る
足
利
基
氏
が
就
き
、
以
後
そ
の
系
統
が
代
々
の
公
方
職
に
就
い
た【
図
５
】。

　

四
代
公
方
持
氏
の
頃
に
な
る
と
、
基
氏
は
京
都
の
室
町
幕
府
と
対
立
す
る
よ
う
に
な

り
、
基
氏
は
幕
府
に
よ
っ
て
誅
殺
さ
れ
鎌
倉
公
方
は
一
時
中
断
す
る
（
永
享
の
乱

一
四
三
九
年
）。
こ
の
頃
の
鷲
宮
神
社
の
資
料
と
し
て
、
文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
九

月
四
日
に
御
正
体
が
河
（
川
）
口
郷
藤
内
五
郎
に
よ
っ
て
鷲
宮
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い

る
の
が
確
認
さ
れ
る
【
写
真
８
】。　

　

や
が
て
、
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
に
な
る
と
成
氏
が
五
代
鎌
倉
公
方
に
就
任
し
、

鎌
倉
公
方
は
復
活
す
る
が
、
再
び
室
町
幕
府
や
関
東
管
領
上
杉
氏
と
抗
争
し
、
つ
い
に

鎌
倉
か
ら
出
奔
し
て
古
河
に
逃
れ
、
こ
こ
で
関
東
の
支
配
を
展
開
し
た
た
め
「
古こ

が

く
河
公

方ぼ
う

」
と
呼
ば
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
関
東
の
戦
国
時
代
の
始
ま
り
と
な
る
「
享き

ょ
う
と
く徳の
乱ら

ん

」
の

＊ゴチックは本書に登場する主要な人物。Ⅱは養子関係,＝は夫婦関係を示す。

貞
氏

尊
氏

直
義

義
詮

義
満

満
詮

基
氏

氏
満

満
兼

満
直

満
隆

満
貞

持
氏

義
久

春
王
丸

安
王
丸

成
潤

定
尊

尊
敒

政
知

義
教

義
政

成
氏

義
昭

義
嗣
義
持

義
量

義
勝

義
視

守
実

義
稙

義
尚顕

実
政
氏

茶
々
丸

義
澄

潤
童
子高

基
義
明

基
頼

義
晴

義
維

義
栄

義
昭

義
輝

晴
氏

晴
直

頼
純

義
氏

藤
氏

藤
政

輝
氏

家
国嶋

子
国
朝

氏
姫

頼
氏

義
親

梅
千
代
王
丸

氏
姫

女
子

足
利
氏
系
図

（
室
町
将
軍
家
）

（
鎌
倉
公
方
家
）

（
堀
越
公
方
）

（
古
河
公
方
家
）

（
篠
川
御
所
）

（
稲
村
御
所
）

（
上
杉
顕
定

に
養
子
）

（
小
弓
公
方
家
）

（
喜
連
川
家
）

万
寿
王
丸

１

２

３

４

５

６

７８

９１０

１１

１２

１３１４ １５

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑨

⑦

１
〜
15

将
軍
家
の
代
数(

兄
の
国)

鎌
倉･

古
河
公
方
家
の
代
数（
弟
の
国)

(

①
〜
⑨

▍【図５】足利氏系図
　（峰岸純夫『享徳の乱　中世東国の「三十年戦争」』所収の図を
　転載）

▍【写真８】文安二年の御正体
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土
　資料館寄託）
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始
ま
り
で
あ
る
。

　

鷲
宮
神
社
は
古
河
公
方
の
勢
力
下
に
あ
り
、
享
徳
五
年
（
康
正
二
年
・
一
四
五
六
）

に
は
、
関
東
管
領
へ
の
必
勝
祈
願
と
な
る
願
文
を
神
前
に
捧
げ
て
い
る
【
写
真
９
】。

そ
の
後
も
、
政
氏
、
高
基
、
晴
氏
、
義
氏
と
歴
代
の
古
河
公
方
か
ら
祈
祷
を
依
頼
さ
れ

た
。
特
に
、
四
代
晴
氏
の
代
に
な
る
と
、
そ
の
書
札
礼
が
北
関
東
の
戦
国
大
名
ク
ラ
ス

と
同
等
ま
で
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
鷲
宮
神
社
に
対
し
て
は
、
利
根
川
の
鷲
宮

関
と
町
役
の
権
利
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
神
社
の
重
要
な
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
【
写

真
10
】。
当
時
、
鷲
宮
神
社
が
利
根
川
に
面
し
、
通
行
す
る
船
か
ら
関
銭
を
徴
収
し
て

い
た
こ
と
や
、
神
社
を
中
心
と
し
た
門
前
町
が
形
成
さ
れ
て
町
役
を
担
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
鷲
宮
の
対
岸
に
あ
た
る
西
大
輪
の
曹
洞
宗
迦
葉
院
は
霞
ヶ
関
と

い
う
関
所
跡
と
伝
え
ら
れ
、
中
世
に
は
河
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
【
写
真
11
】。

ま
た
晴
氏
は
、
鷲
宮
神
社
に
天
下
安
全
・
武
運
長
久
の
祈
願
の
た
め
、
武
州
太
田
荘
篠

崎
郷
（
加
須
市
北
・
南
篠
崎
）
を
寄
進
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）、
晴
氏
と
北
条
氏
康
の
娘
芳
春
院
と
の
間

に
生
ま
れ
た
梅
千
代
王
丸
（
後
の
義
氏
）
が
五
代
古
河
公
方
に
就
任
す
る
と
、
義
氏
は

元
服
前
で
あ
っ
た
が
、
鷲
宮
神
主
大
内
晴
泰
に
対
し
て
、
朱
印
状
を
発
給
し
、
そ
の
領

地
の
安
堵
を
行
う
【
写
真
12
】。
時
に
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
義
氏
へ
の
家
督
相
続
は
、
義
氏
の
母
芳
春
院
が
北
条
氏
康
の
娘
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
北
条
氏
の
政
略
が
強
く
出
た
結
果
に
よ
り
実
施
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
不
満
と
し
て
晴
氏
と
長
子
で
あ
る
藤
氏
（
母
は
関
宿
城
主
簗
田
氏
の
娘
で

義
氏
と
は
異
母
兄
弟
）
は
古
河
で
挙
兵
し
、
北
条
氏
に
対
抗
す
る
。
し
か
し
、
栗
橋
城

主
野
田
氏
の
通
牒
も
あ
り
、
北
条
氏
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
た
。
以
後
、
北
条
氏
に
よ
り

古
河
公
方
の
統
帥
権
は
看
破
さ
れ
、
配
下
と
な
る
社
寺
で
あ
る
鷲
宮
神
社
に
対
す
る
支

配
も
強
化
さ
れ
た
。

　
　
　
（
四
）
岩
付
太
田
氏
と
鷲
宮
神
社

　

そ
の
ほ
か
、
鷲
宮
神
社
と
関
係
が
あ
っ
た
の
は
岩
付
城
の
太
田
氏
で
あ
る
。
岩
付
太

田
氏
は
扇
谷
上
杉
氏
の
重
臣
で
あ
っ
た
太
田
道
真
・
道
灌
父
子
の
一
族
で
、
道
灌
の
子

資
家
の
代
か
ら
そ
の
子
資
頼
さ
ら
に
そ
の
長
子
全
鑑
（
資
時
）
と
岩
付
城
主
が
続
い

た
。
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
の
古
河
公
方
と
山
内
・
扇
谷
両
上
杉
氏
に
よ
る
河
越

城
奪
還
戦
と
な
っ
た
河
越
合
戦
の
際
に
は
、
兄
全
鑑
が
北
条
方
だ
っ
た
の
に
対
し
て
弟

資
正
は
上
杉
方
と
し
て
戦
っ
た
が
敗
れ
た
。
そ
の
後
、
兄
全
鑑
に
代
わ
っ
て
岩
付
城
主

と
な
っ
た
資
正
は
、
一
時
北
条
氏
に
属
し
他
国
衆
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

そ
の
二
男
で
あ
る
梶
原
政
景
は
公
方
足
利
義
氏
の
奉
公
衆
と
し
て
義
氏
に
近
侍
し
て
い

た
【
図
６
】。

　

【
写
真
13
】
の
七
月
十
一
日
付
け
太
田
資
正
書
状
写
（「
豊
前
氏
古
文
書
抄
」）
は
、

資
正
が
鷲
宮
神
主
大
内
氏
に
宛
て
た
も
の
で
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
の
も
の
に
比

定
さ
れ
る
。
内
容
は
、
資
正
が
出
陣
に
あ
た
っ
て
鷲
宮
神
社
の
大
内
晴
泰
に
武
運
長
久

の
札
到
着
の
御
礼
と
、
晴
泰
の
古
河
勤
番
に
つ
い
て
、
当
時
葛
西
城
（
東
京
都
葛
飾

区
）
に
い
た
義
氏
に
報
告
し
、
謝
辞
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

本
文
書
は
本
来
、
鷲
宮
神
社
文
書
と
し
て
神
社
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
豊
前
氏
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
後
に
鷲
宮
に
寄

寓
し
て
い
た
豊
前
氏
の
手
に
誤
っ
て
渡
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
資
正
は
こ
の
後
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
、
関
東
管
領
上
杉
憲
政
の
意

を
受
け
た
越
後
の
長
尾
景
虎
（
後
の
上
杉
謙
信
）
が
小
田
原
北
条
氏
討
伐
の
た
め
に
関

東
へ
襲
来
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
に
呼
応
し
て
反
北
条
氏
の
先
鋒
と
し
て
小
田
原
城

に
攻
め
寄
せ
て
い
る
。

　

資
正
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
反
北
条
氏
の
立
場
を
貫
き
、
景
虎
が
越
山
す
る
た
び

に
関
東
の
反
北
条
勢
力
を
ま
と
め
て
、
北
条
氏
と
各
地
で
戦
っ
た
が
、
永
禄
七
年
（
一

五
六
四
）
七
月
、
里
見
氏
と
北
条
氏
の
第
二
次
国
府
台
合
戦
に
里
見
側
で
参
陣
し
敗
戦

し
た
。
そ
の
後
、
長
子
氏
資
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
入
城
を
拒
否
さ
れ
岩
付
城
よ
り
追

放
さ
れ
て
し
ま
う
。
資
正
が
北
条
氏
に
属
し
て
い
た
時
期
に
、
そ
の
盟
約
の
証
と
し
て

氏
康
の
娘
長
林
院
が
氏
資
に
嫁
い
で
い
た
こ
と
か
ら
、
既
に
城
内
に
は
北
条
配
下
の
家

臣
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
内
紛
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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粟原城跡

鷲宮神社

霊樹寺

迦葉院
（霞ヶ関の伝承）

西
大
輪
砂
丘

西
大
輪
砂
丘

迦葉院
（霞ヶ関の伝承）

霊樹寺

鷲宮神社

粟原城跡
参道と町場参道と町場

↑↑

河関の所在地？

河道跡

河関の所在地？

▍【写真９】足利成氏願文
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社
　 蔵・久喜市立郷土資料館
　 寄託）

▍【写真10】足利晴氏安堵状
　（大内家文書・個人蔵・埼
　 玉県立歴史と民俗の博物
　 館寄託）

▍【写真11】鷲宮神社と河関
　（航空写真昭和41年撮影・
　 埼玉県立文書館蔵〔地図
　 センターA-8-23〕）
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▍【写真12】足利梅千代王丸（義氏）朱印状（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真13】太田資正書状写
　（「豊前氏古文書抄」・静嘉堂
　 文庫蔵）

▍【写真14】北条氏朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・
　 久喜市立郷土資料館寄託）
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岩
付
城
を
追
放
さ
れ
た
資
正
は
、
そ
の
後
、
娘
の
嫁
先
で
あ
る
忍
城
の
成
田
氏
を
頼

っ
て
再
帰
を
図
る
が
失
敗
し
、
常
陸
佐
竹
氏
の
客
将
と
し
て
片
野
城
（
茨
城
県
石
岡

市
）
の
城
主
と
な
り
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

岩
付
城
か
ら
父
資
正
を
追
放
し
た
氏
資
は
、
父
に
代
わ
っ
て
引
き
続
き
岩
付
城
と
そ

の
領
地
と
な
る
岩
付
領
の
支
配
を
開
始
す
る
。【
写
真
14
】
の
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）

極
月
十
二
日
付
け
太
田
源
五
郎
宛
て
北
条
氏
朱
印
状
は
、
鷲
宮
神
社
の
社
領
で
あ
る

「
鷲
宮
領
」
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
印
判
の
筋
目
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
伝
え
た
も
の

で
あ
る
。「
鷲
宮
神
社
領
」
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
和
戸
や
久
米
原
な
ど
「
岩
付
領
」

中
に
も
存
在
す
る
場
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
を
確
認
す
る
意
味
で
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。「
源
五
郎
」
は
氏
資
の
こ
と
で
、
岩
付
太
田
氏
代
々
の
幼
名
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
氏
資
を
名
乗
る
以
前
の
も
の
か
。
な
お
、
永
禄
七
年
段
階
で
は
、
氏
資
は
出

家
名
「
道
也
」
を
名
乗
っ
て
い
る
。

　

そ
の
氏
資
も
翌
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
里
見
氏
と
北
条
氏
の
戦
い
で
あ
る
上
総

三
船
山
（
千
葉
県
君
津
市
）
合
戦
で
殿

し
ん
が
りを
つ
と
め
た
結
果
戦
死
す
る
と
、
以
後
岩
付
城

と
岩
付
領
は
、
小
田
原
北
条
氏
の
直
轄
支
配
と
な
っ
た
。

　
　
　
（
五
）
小
田
原
北
条
氏
の
鷲
宮
神
社
支
配

　

天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
九
月
、
北
条
氏
政
よ
り
鷲
宮
神
主
大
内
晴
泰
に
対
し
、
改

め
て
社
領
の
安
堵
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
頃
に
は
古
河
公
方
か
ら
北
条
氏
に
社
領
支
配

の
実
権
が
完
全
に
移
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
【
写
真
15
】。
そ
の
後
、
小
田
原

本
城
の
直
轄
領
と
な
っ
た
岩
付
城
に
は
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
頃
よ
り
玉
縄
北
条
氏

の
一
族
で
あ
る
北
条
氏
繁
が
入
り
、
城
代
と
し
て
の
支
配
を
開
始
す
る
。
こ
の
頃
に
出

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
極
月
二
十
三
日
付
け
北
条
氏
朱
印
状
【
写
真
16
】
は
、
城
代
の
左

衛
門
大
夫
（
北
条
氏
繁
）
が
鷲
宮
神
社
に
お
け
る
弓
・
鉄
砲
に
よ
る
狩
猟
を
禁
じ
て
お

り
、
違
反
し
た
者
は
厳
罰
に
処
す
旨
を
大
内
晴
泰
に
厳
命
し
て
い
る
。
既
に
、
鷲
宮
神

社
は
そ
の
管
理
面
で
も
古
河
公
方
で
は
な
く
北
条
氏
か
ら
直
接
支
配
を
受
け
る
立
場
に

あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
義
氏
か
ら
は
年
頭
の
挨
拶
を
は
じ
め
、
儀
礼
的
な
関
係
文
書
が
多
く
出
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
毎
年
正
月
の
古
河
城
に
お
け
る
年
頭
あ
い
さ
つ
に
は
、
鷲
宮
神
主
も
登

城
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
【
写
真
17
】。
そ
の
義
氏
も
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）

に
死
去
す
る
と
、
嗣
子
は
氏
姫
だ
け
の
た
め
、
こ
こ
に
鎌
倉
公
方
五
代
・
古
河
公
方
五

代
続
い
た
公
方
家
は
断
絶
し
た
。

　

古
河
公
方
家
の
断
絶
と
と
も
に
、
鷲
宮
神
社
神
主
の
大
内
氏
は
、
軍
事
面
で
も
北
条

氏
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
頃
に
推
定
さ

れ
る
三
月
五
日
付
北
条
氏
朱
印
状
は
、
神
社
内
の
樹
木
伐
採
を
禁
じ
て
い
る
が
、
宛
所

は
大
内
晴
泰
と
鷲
宮
在
城
衆
と
な
っ
て
い
る
【
写
真
18
】。
こ
の
こ
と
か
ら
、
鷲
宮
神

社
周
辺
に
は
城
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
場
所
は
神
社
の
西
に
あ
た
る

台
地
上
に
位
置
す
る
鷲
宮
城
（
粟
原
城
）
で
あ
ろ
う
。

　

鷲
宮
神
社
の
境
内
に
隣
接
す
る
鷲
宮
城
（
粟
原
城
）
は
、
北
条
氏
の
北
関
東
攻
略
最

前
線
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
神
主
大
内
氏
は
そ
の
城
主
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。

鷲
宮
神
社
も
そ
の
勢
力
下
に
お
か
れ
、
宗
教
的
な
役
割
だ
け
で
な
く
、
軍
事
的
な
役
割

も
担
う
よ
う
に
な
る
。
翌
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
八
月
二
十
日
に
は
、
鷲
宮
に
集

め
ら
れ
た
小
荷
駄
を
陣
中
に
運
ぶ
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
【
写
真
20
】
こ
と
か
ら
、

鷲
宮
神
主
の
社
領
に
築
か
れ
た
鷲
宮
城
（
粟
原
城
）
は
、
北
関
東
へ
の
軍
事
的
兵
站
基

地
と
し
て
機
能
し
た
ほ
か
、
神
主
自
ら
も
軍
役
を
負
荷
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
既
に

こ
の
段
階
に
至
っ
て
は
、
鷲
宮
神
社
は
神
主
の
大
内
氏
以
下
「
鷲
宮
在
城
衆
」
と
い
う

鷲
宮
神
社
領
を
支
配
す
る
「
国
衆
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
鷲

宮
城
（
粟
原
城
）
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
【
写
真
19
】。

　

な
お
、
豊
臣
秀
吉
と
の
戦
い
が
迫
る
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
八
月
七
日
に
は
、

岩
付
城
主
の
北
条
氏
房
が
一
日
に
兵
粮
を
三
駄
ず
つ
岩
付
か
ら
鷲
宮
ま
で
通
す
よ
う
、

岩
付
太
田
氏
時
代
か
ら
の
旧
臣
宮
城
泰
業
を
通
じ
て
鷲
宮
神
主
大
内
晴
泰
に
対
し
て
命

じ
て
い
る
【
写
真
21
】。
北
条
氏
房
は
、
氏
資
の
死
去
後
、
岩
付
城
主
と
し
て
太
田
家

を
継
ぐ
形
で
入
城
す
る
予
定
だ
っ
た
兄
太
田
源
五
郎
が
早
世
し
た
た
め
、
天
正
十
三
年

頃
か
ら
、
兄
に
代
わ
っ
て
氏
資
と
長
林
院
と
の
娘
小
少
将
を
迎
え
る
形
で
岩
付
城
主
と
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▍【写真15】北条氏政書状写
　（「武州文書」・国立公文書館蔵）

▍【写真16】北条氏朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真17】御年頭申上衆書立写（鷲宮神社該当部分）
　（喜連川文書案・さくら市ミュージアム-荒井寛方記
　 念館-蔵）
　 右から天正6年正月11日、天正8年正月13日、天
　 正9年正月11日、天正10年正月13日

鷲宮神社 霊樹寺

参道と門前町粟原城跡

▍【写真18】北条氏朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真19】鷲宮神社と粟原城跡
　（「昭和60年撮影・埼玉県立文書館蔵〔地図センターA-18-57〕）



19

な
っ
た
。
な
お
、
氏
房
は
太
田
姓
を
名
乗
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
に
な
る
と

岩
付
太
田
氏
に
よ
る
領
内
支
配
の
影
響
は
薄
れ
、
北
条
氏
房
に
よ
る
独
自
の
岩
付
領
支

配
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
小
田
原
本
城
か
ら
の
指
示
で

は
な
く
、
支
城
主
氏
房
に
よ
る
鷲
宮
神
社
へ
の
直
接
支
配
が
行
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
六
月
五
日
、
北
条
家
は
鷲
宮
神
社
神
主
大
内
泰
秀
に
朱

印
状
を
発
給
し
、
そ
の
神
領
を
改
め
て
安
堵
し
た
【
写
真
22
】。
こ
の
段
階
で
、
鷲
宮

神
領
は
一
五
九
貫
七
〇
〇
文
で
、
そ
の
場
所
は
川
口
・
篠
崎
・
花
崎
・
久
下
・
大
桑
・

大
室
・
辻
（
以
上
、
加
須
市
）、
久
米
原
・
和
戸
（
以
上
、
宮
代
町
）
の
地
域
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
六
月
五
日
時
点
で
は
、
既
に
岩
付
城
は
豊
臣
軍
に
よ
る
総
攻

撃
の
末
に
開
城
（
五
月
二
十
二
日
）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
条
氏
が
鷲
宮
神
社
の
求

め
に
応
じ
て
、
神
領
の
書
き
上
げ
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

▍【写真20】北条氏朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真22】北条氏朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真21】北条氏房朱印状
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【図6】岩付太田氏略系図

資
頼

全
鑑

資
正

氏
資

政
景

資
武

景
資

源
五
郎

小
少
将

資
家

（
北
条
氏
政
三
男
国
増
丸
）

（
北
条
氏
房
室
）

梶
原
源
太

（
資
時
）

（
道
也
）
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《
コ
ラ
ム
》
鷲
宮
神
社
の
古
文
書

　

昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
九
月
十
六
日
、
鷲
宮
神
社
文
書
の
中
世
文
書
二
二
点

が
県
の
文
化
財
保
護
審
議
会
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
、
県
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

現
在
、
こ
の
県
指
定
「
鷲
宮
神
社
文
書
」
の
ほ
か
に
鷲
宮
神
社
関
係
の
中
世
文
書
は
原

本
・
写
本
合
わ
せ
て
六
三
点
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
以
下
の
一
〇
の
文
書
群
に

わ
た
っ
て
い
る
（
所
蔵
者
名
は
調
査
時
）。 

（
原
本
）
①
鷲
宮
神
社
所
蔵
（
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託
）
題
箋
「
武
蔵
国
鷲
宮
神

社
文
書
」
一
巻
二
二
通 

　
　
　
　

②
鷲
宮
神
社
所
蔵
「
題
箋
無
題
」
文
書
四
通 

　
　
　
　

③
旧
神
主
井
上
義
氏
寄
贈
鷲
宮
神
社
文
書
二
通 

　
　
　
　

④
大
内
良
一
氏
所
蔵
（
埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
寄
託
）
題
箋
「
武

蔵
国
大
内
氏
文
書
」
一
三
通 

　
　
　
　

⑤
平
塚
美
千
代
氏
所
蔵
題
箋
「
武
蔵
国
大
内
氏
文
書
」
一
二
通

　
　
　
　

⑥
若
命
寿
男
氏
所
蔵
文
書
二
通 

　
　
　
　

⑦
丸
山
千
里
氏
所
蔵
文
書
一
通  

　

鷲
宮
神
社
文
書
は
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
八
月
に
修
史
館
（
後
の
東
大
史
料

編
纂
所
）
に
よ
る
「
関
東
六
県
古
文
書
採
訪
」
で
調
査
さ
れ
た
文
書
群
で
、
そ
の
後
②

は
調
査
後
に
後
日
発
見
さ
れ
て
追
加
さ
れ
た
文
書
群
。
よ
っ
て
、
こ
の
当
時
、
鷲
宮
神

社
に
は
計
二
六
通
の
文
書
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
③
は
、
市
場
に
流
出
し

た
鷲
宮
神
社
文
書
を
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
、
ひ
た
ち
な
か
市
の
樫
原
神
宮

宮
司
井
上
氏
が
鷲
宮
神
社
に
寄
贈
し
た
文
書
群
で
あ
る
。
以
上
二
八
点
が
、
鷲
宮
神
社

が
所
蔵
す
る
古
文
書
で
、
う
ち
本
県
関
係
の
二
三
通
（
こ
の
ほ
か
文
禄
四
年
棟
札
一
点

と
三
点
が
付
け
た
り
指
定
）
が
県
指
定
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
④
は
、
明
治
初
年
ま
で

神
主
を
勤
め
て
い
た
大
内
由
伎
雄
氏
の
末
裔
で
あ
る
良
一
氏
所
蔵
の
文
書
群
一
三
通
で

あ
る
。
⑤
は
大
内
良
一
氏
の
娘
で
あ
る
平
塚
美
千
代
氏
所
蔵
の
文
書
群
で
、
④
と
本
来

一
緒
に
大
内
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
二
巻
の
う
ち
の
一
巻
本
一
二
通
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

大
内
氏
所
蔵
の
鷲
宮
神
社
文
書
は
二
五
通
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

鷲
宮
神
社
文
書
は
現
存
す
る
原
本
と
し
て
計
五
一
通
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
⑥

の
二
通
は
、
⑨
「
武
州
文
書
」
所
収
の
原
本
で
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
流
出
し
た
も

の
で
、
そ
の
後
若
命
家
の
所
蔵
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
⑦
の
一
通
は
、
明
治
以
降
、

栃
木
県
足
利
市
に
移
転
し
た
大
内
由
伎
雄
氏
と
交
流
が
あ
り
、
後
に
下
野
国
一
社
八
幡

宮
社
司
と
な
る
丸
山
舜
栄
氏
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
で
、
大
内
氏
か
ら
そ
の
一
部
が
譲

渡
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
鷲
宮
神
社
関
係
文
書
中
の
一
通
で
あ
る
。
【
写
真　

年
未
詳
八

月
十
四
日
「
足
利
成
氏
書
状
」
】

　

な
お
、
以
下
の
四
文
書
群
は
、
現
在
原
本
が
未
確
認
だ
が
、
写
本
と
し
て
確
認
さ
れ

て
い
る
文
書
群
で
あ
る
。 

（
写
本
）
⑧
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
「
豊
前
氏
古
文
書
抄
」
二
通

　
　
　
　

⑨
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
武
州
文
書
」
二
通 

　
　
　
　

⑩
彰
考
館
徳
川
博
物
館
所
蔵
「
結
城
寺
文
書
」
一
通 

　
　
　
　

⑪
西
角
井
家
文
書
所
収
「
鷲
宮
神
社
之
書
付
之
写
」
三
通 

　
　
　
　

⑫
丸
山
千
里
家
文
書
所
収
『
古
今
文
通
留
』
一
通

　

な
お
、
⑫
は
⑦
丸
山
千
里
氏
所
蔵
文
書
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
鷲
宮
神
社
の
大
宮
司

大
内
国
政
が
、
神
社
に
伝
わ
る
鎌
倉
～
江
戸
期
の
古
文
書
か
ら
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

を
筆
写
し
、
若
干
の
朱
註
を
加
え
た
『
古
今
文
通
留
』
六
〇
通
の
う
ち
の
一
通
で
あ
る

【
写
真　
『
古
今
文
通
留
』】（
な
お
詳
細
は
、
参
考
文
献
『
第
三
回
特
別
展
鷲
宮
神
社
展

ー
新
出
史
料
を
中
心
と
し
て
』
参
照
）。

　

今
後
も
、
未
確
認
の
鷲
宮
神
社
文
書
が
新
た
に
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の

た
め
の
調
査
や
情
報
収
集
は
継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
新
た
な
文
書
の
発
見
が
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
神
社
の
新
た
な
歴
史
事
実
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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▍丸山千里家文書　年未詳八月十四日「足利成氏書状」

年未詳五月二十一日
　　　　　「足利晴氏書状写」

年未詳十二月十九日
            「吉田兼右書状写」

「表紙」

▍  丸山千里家文書　『古今文通留』
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六　

近
世
の
鷲
宮
神
社

　
　
　
（
一
）
江
戸
幕
府
と
鷲
宮
神
社

　

天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）、
関
東
に
入
部
し
た
徳
川
家
康
は
関
東
の
有
力
寺
社
に

領
地
の
寄
進
を
行
う
が
、
そ
の
中
で
鷲
宮
神
社
は
四
〇
〇
石
の
領
地
を
寄
進
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
武
蔵
国
内
で
は
六
所
宮
（
現
在
の
大
國
魂
神
社
・
府
中
市
）
の
五
〇
〇
石
に

次
ぐ
石
高
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
康
自
身
が
、
鎌
倉
幕
府
や
征
夷
大
将
軍
源
頼
朝
を
強
く

意
識
し
て
い
た
こ
と
に
拠
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
時
の
社
領
の
範
囲
が
鷲
宮
村
と

な
り
、
以
後
江
戸
時
代
を
通
じ
て
鷲
宮
神
社
の
支
配
を
受
け
た
。
検
地
は
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
に
実
施
さ
れ
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
反
別
は
合
計
一
九
〇
町
三

反
七
畝
七
歩
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
鷲
宮
神
社
に
は
、
歴
代
将
軍
の
領
知
安
堵
状
が
代
替
わ
り
ご
と
に
発
給
さ

れ
て
い
る
。

　
　
　
（
二
）
棟
札
が
語
る
鷲
宮
神
社
の
造
営

　
　
　
　
　
　
　
①
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
期
の
造
営

　

文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
八
月
八
日
、
鷲
宮
神
主
大
内
泰
秀
は
大
破
し
た
鷲
宮
神
社

の
再
興
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
棟
札
表
面
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
上
段
に
北
条

貞
時
に
よ
る
再
興
、
中
段
に
小
山
義
政
に
よ
る
再
興
、
下
段
に
今
度
の
再
興
の
内
容
詳

細
が
記
さ
れ
、
裏
面
に
は
鷲
宮
神
社
領
範
囲
と
こ
れ
ま
で
の
変
遷
と
工
事
に
か
か
る
資

金
繰
り
に
関
す
る
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
【
写
真
３
】。

　

ま
ず
は
、
表
面
の
工
事
の
内
容
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
棟
札
を
納
め
る

上
棟
式
は
文
禄
四
年
八
月
八
日
の
申
刻
（
午
後
三
～
五
時
）
に
行
わ
れ
た
。
左
上
部
に

は
鷲
宮
神
社
再
興
の
慣
例
に
つ
い
て
、
武
蔵
国
惣
社
な
の
で
本
来
な
ら
修
復
は
国
主

が
、
小
修
理
は
木
屋
聖
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
近
年
は
そ
う
し
た
慣
例
が
守

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
神
主
（
泰
秀
）
自
ら
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
。

　

棟
札
を
見
る
と
、
こ
の
再
興
に
関
与
し
た
支
援
者
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
に

家
督
を
相
続
し
た
大
内
泰
秀
（
時
に
四
四
歳
）
と
そ
の
妻
（
相
州
杉
田
住
佐
々
木
間
宮

彦
三
郎
娘
）、
供
僧
頭
の
大
乗
院
秀
全
、
供
僧
で
あ
り
木
屋
を
兼
務
し
て
い
る
満
善
寺

光
照
、
久
下
郷
（
加
須
市
久
下
）
の
領
主
と
思
わ
れ
る
野
本
対
馬
守
吉
久
ら
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
職
人
と
し
て
「
勢
州
山
田
住　

大
工
新
屋
次
郎
助
藤
原
定
吉　

石
松
平
次

郎
宗
清
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
神
宮
の
宮
大
工
と
思
わ
れ
る
人
物
二
人
を
大
工
の

棟
梁
と
し
て
召
喚
し
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
配
下
と
な
る
小
工
の
「
勢
州
衆
」
に
は
甚
七

郎
以
下
八
名
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
ま
た
、
石
松
宗
清
の
隣
に
は
「
鷲
宮　

大
工
賀
藤

飛
騨
守
藤
原
泰
広
」
の
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
外
部
二
人
と
現
地
一
人
の
三
人
の
棟

梁
に
よ
る
工
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
賀
藤
の
隣
に
は
「
三
州
住
大
鋸
源

三
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
挽
き
の
専
門
職
人
で
あ
る
「
大
鋸
引
」
を
三
河
国
（
愛

知
県
）
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
召
喚
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
造
営
工
事
は
高
度
な
職
人

た
ち
の
技
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
裏
面
の
表
記
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
棟
札
の
上
段
前
半
に
は
「
御
神
領
之
事
」

と
し
て
、
鷲
宮
神
領
が
当
初
は
武
州
太
田
荘
六
十
六
郷
す
べ
て
に
及
ん
で
い
た
が
、
い

ず
れ
も
半
分
や
三
分
の
一
だ
っ
た
こ
と
、
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
の
上
杉
謙
信
関
東

出
張
の
際
に
、
騎
西
郡
の
う
ち
、
本
大
室
・
辻
村
が
（
謙
信
に
よ
っ
て
）
押
領
さ
れ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
押
領
の
主
体
者
は
謙
信
と
い
う
よ
り
も
、
関
東
に
お
け

る
謙
信
の
属
城
で
あ
っ
た
羽
生
城
の
城
主
木
戸
・
広
田
氏
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
半
に
は
、
天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
攻
め
と
氏
政
・

氏
照
の
切
腹
、
家
康
の
関
東
入
部
と
鷲
宮
神
社
に
四
〇
〇
石
が
付
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ

て
い
る
。

　

中
段
に
は
、
今
回
の
工
事
費
用
に
使
用
さ
れ
た
資
材
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
費
用
は
永
楽
銭
一
〇
〇
〇
余
貫
、
資
材
は
屋
根
材
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
熊

野
鷹
羽
木
、
ク
レ
木
（
丸
太
を
四
つ
割
り
に
し
て
心
材
を
抜
い
た
も
の
）、
檜
大
板
・

杉
大
板
・
薄
板
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
打
ち
付
け
る
た
め
の
大
釘
・
小
釘
・
竹
釘
で
あ
っ
た
。
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ま
た
、
下
段
に
は
、
こ
の
工
事
費
用
を
集
め
る
た
め
に
、
戦
乱
の
さ
な
か
は
、
氏
子

た
ち
の
い
る
隣
国
他
郡
の
氏
子
た
ち
に
徴
収
せ
ず
に
貸
し
て
お
い
た
造
営
銭
の
返
済
を

求
め
た
が
、
世
上
が
変
わ
っ
た
こ
と
で
弁
済
さ
れ
ず
、
し
か
も
、
神
領
の
村
々
や
門
前

の
「
奴
原
」
の
住
人
か
ら
も
一
銭
も
集
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
憤
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
久
喜
甘
棠
院
か
ら
借
金
の
返
済
が
な
か
っ
た
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
点
は
注
目
さ

れ
る
。
こ
の
一
連
の
記
述
は
中
世
か
ら
近
世
へ
と
時
代
が
移
る
と
と
も
に
、
時
の
権
威

者
も
移
り
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
②
近
世
の
造
営

　

鷲
宮
神
社
に
は
、
本
殿
・
幣
殿
だ
け
で
な
く
神
楽
殿
や
神
崎
社
な
ど
の
境
内
社
も
含

め
て
現
在
六
五
点
の
棟
札
が
存
在
し
て
い
る
【
表
３
】。
そ
れ
ら
の
棟
札
に
は
「
再
興
」・

「
修
復
」
な
ど
の
文
言
が
見
ら
れ
る
が
、
最
も
多
い
の
が
「
再
興
」
で
あ
る
。「
再
興
」

の
内
容
は
、
全
面
的
な
解
体
修
復
工
事
と
い
う
よ
り
は
、
屋
根
修
理
な
ど
の
「
修
復
」

と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
た
に
立
て
直
す
場
合
に
は
「
再
建
」
で
、
文
政
四

年
（
一
八
二
一
）
十
月
に
竣
工
し
た
神
楽
殿
の
棟
札
に
は
竣
工
・
上
棟
の
神
事
を
行
っ

た
と
の
記
載
が
あ
る
【
写
真
23
】。
な
お
、
修
復
で
最
も
多
い
の
は
屋
根
修
理
で
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
檜
皮
葺
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
な
銅
板
葺
と
な
る
の
は
近
代
以
降
で
あ

る
た
め
、
葺
き
替
え
工
事
も
棟
札
の
記
載
か
ら
ほ
ぼ
二
〇
年
前
後
間
隔
で
修
復
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

造
営
の
主
体
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
中
世
ま
で
は
幕
府
や
地
域
の
権
力
者
が
行
っ

て
い
た
が
、
近
世
以
降
は
神
主
が
主
体
と
な
り
、
氏
子
村
落
か
ら
寄
進
を
募
っ
て
実
施

す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
社
側
に
は
権
力
者
が
行
う
べ
き
と
の
意
識
が
残

っ
て
お
り
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
造
営
の
際
に
は
、
幕
府
に
よ
る
造
営
を
願
い

出
た
が
、
明
暦
の
江
戸
大
火
に
よ
り
不
可
能
と
な
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
【
写
真

７
】。
鷲
宮
神
社
と
幕
府
は
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、
お
目
見
え
待
遇
を
受
け
る
関
係

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
自
ず
と
公
儀
に
よ
る
造
営
が
当
然
と
の
見
解
が
神
社
側
に
は
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
の
神
主
大
内
秀
勝
は
、
以
後
の
修
理
も
公
儀
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
べ
き
と
子
孫
へ
伝
言
し
て
い
る
。

　

神
社
側
で
行
わ
れ
た
造
営
工
事
は
、
公
費
で
は
な
く
そ
の
費
用
の
多
く
は
神
社
と
関

係
す
る
近
隣
の
村
々
や
江
戸
の
講
中
か
ら
賄
わ
れ
て
い
た
。
先
の
明
暦
三
年
の
造
営
時

に
は
、
個
人
の
ほ
か
、
南
大
桑
村
以
下
一
〇
村
の
名
主
と
百
姓
か
ら
計
金
子
一
〇
両
二

分
、
代
物
六
貫
九
〇
五
文
、
米
一
〇
俵
、
金
箔
・
漆
な
ど
の
材
料
が
寄
進
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の
造
営
【
写
真
24
】
で
は
、
寄
進
村
名
の
棟

札
が
別
に
作
成
さ
れ
て
い
る
が
【
写
真
25
】、
そ
の
範
囲
は
鷲
宮
神
社
の
祭
祀
圏
で
あ

る
「
太
田
荘
六
十
六
郷
」
を
こ
え
て
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
【
表
４
】。
ま
た
、
先

の
文
政
四
年
の
神
楽
殿
再
建
の
際
に
は
、
八
甫
村
の
渡
辺
七
左
衛
門
と
下
新
井
村
の
青

木
勘
左
衛
門
ら
が
中
心
と
な
っ
て
神
楽
講
中
の
助
成
を
受
け
て
修
理
料
を
集
め
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
実
際
の
作
業
に
あ
た
っ
た
職
人
で
あ
る
が
、
文
禄
四
年
の
造
営
時
に
も
記
さ
れ

て
い
た
伊
勢
や
紀
伊
な
ど
他
国
の
職
人
は
、
こ
れ
以
降
の
造
営
で
も
確
認
さ
れ
る
。
し

か
し
多
く
は
古
河
や
江
戸
か
ら
の
大
工
棟
梁
で
、
そ
の
他
の
居
住
地
の
記
載
が
な
い
職

人
は
地
元
職
人
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
鷲
宮
神
社
の
造
営
は
地
域
の
人
々
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
棟
札
か
ら
う
か
が
え
る
。
な
お
、
鷲
宮
神
社
の
造
営
に
関
す
る
大
工
と
建
物
に
つ
い

て
は
次
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
【
表
５
】。

▍【写真23】
　 神楽殿文政四年再建棟札
　（表３№47・鷲宮神社蔵・
　 久喜市立郷土資料館寄託）
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▍【表3】鷲宮神社の棟札一覧

№ 名称 西暦
1 社殿文禄四年再興棟札 1595
2 社殿正保三年再興棟札 1646
3 幣殿・拝殿・前殿明暦三年再興棟札 1657
4 社殿貞享三年修覆棟札 1686
5 軍・妃川両宮相殿元禄九年再興棟札 1696
6 軍神社元禄十六年再興棟札 1703
7 胸肩太明神元禄十六年再興棟札 1703
8 本社・別殿宝暦四年修造棟札 1707
9 神崎大明神宝暦四年再興棟札 1707
10 鷲宮大明神屋根享保十一年再興修覆棟札 1726
11 鷲宮大明神屋根享保十一年再興修覆棟札 1726
12 鷲宮太明神鳥居享保十二年再興棟札 1727
13 軻遇突智神社元文元年再興棟札 1736
14 御室太明神元文元年再興棟札 1736
15 山王神社元文元年再興棟札 1736
16 稲荷太明神元文元年再興棟札 1736
17 武内神社元文元年再興棟札 1736
18 御室太明神元文元年再興棟札 1736
19 胸肩神社元文元年再興棟札 1736
20 鷲宮太明神宮殿屋根延享元年再興修覆棟札 1744
21 神崎大明神延享□年屋根葺替棟札 1744-48
22 鷲宮大明神鳥居宝暦二年再興棟札 1752
23 軻遇突智神社宝暦四年再興棟札 1754
24 浅間神社宝暦四年再興棟札 1754
25 山王神社宝暦四年再興棟札 1754
26 粟太明神宝暦四年再興棟札 1754
27 猿田彦命・天鈿女命宝暦四年再興棟札 1754
28 稲荷太明神宝暦四年再興棟札 1754
29 武内神社宝暦四年再興棟札 1754
30 軍神社宝暦四年再興棟札 1754
31 胸肩太明神宝暦四年再興棟札 1754
32 新翠簾・瑞垣宝暦六年再興棟札 1756
33 鷲宮大明神本社屋根鱗葺宝暦九年再興棟札 1759
34 神崎社鱗屋根宝暦十二年修理棟札 1764
35 幣殿・拝殿屋根鱗明和元年再興棟札 1764
36 鷲宮太明神瑞籬明和七年再興棟札 1770
37 簸川太明神安永二年再興棟札 1773

38 鷲宮太明神本社屋根鱗葺 
安永二年新再興棟札 1773

№ 名称 西暦
39 本社・神崎社屋根鱗葺寛政元年葺替棟札 1789
40 稲荷大明神天明五年雨屋再興棟札 1785

41 粟原郷在神・稲荷大明神雨屋
寛政六年新再興棟札 1794

42 本社・廊下・神崎社鱗屋文化四年修覆棟札 1807
43 拝殿・幣殿屋根鱗葺文化四年修覆棟札 1807
44 簸川太明神文化四年棟札 1807
45 粟原郷稲荷大明神宮殿文化八年再興棟札 1811
46 本社・幣殿・神崎社鱗屋文政四年修復棟札 1821
47 神楽殿文政四年再建棟札 1821
48 神輿文政七年再興棟札 1824

49
神水石井筒文政十二年再興棟札 1829
金燈篭文政十二年新造棟札 1829

50 天保六年棟札 1835

51 本社・廊下・幣殿・拝殿・神崎社鱗屋根 
天保七年修覆棟札 1836

52 神戸帳天保七年奉納棟札 1836
53 鷲宮大明神弘化二年遷座棟札 1845
54 稲荷大明神嘉永三年再興棟札 1850
55 鷲宮神社明治七年遷宮棟札 1874

56
姫宮神社昭和五年修営棟札 1930
大鳥居昭和六年修繕棟札 1931

57
鷲宮神社本殿昭和六年修営棟札 1931
鷲宮神社拝殿昭和七年修営棟札 1932

58
鷲宮神社社殿修復記念制札場 
昭和七年建設棟札 1932

神崎神社昭和七年修営棟札 1932

59
大社号標昭和八年建設棟札 1933
明治天皇聖蹟碑参基昭和八年建設棟札 1933

60 昭和四七年境内社修理・御札所新築・手洗所
新築棟札 1972

61 明神大鳥居昭和四十八年修営棟札 1973

62 拝殿・幣殿・廊下屋根鱗葺 
天明五年再興棟札 1785

63 神崎神社屋根明治三十二年修造棟札 1899
64 神崎神社屋根明治三十二年修造棟札 1899
65 本殿修営棟札

※№は『鷲宮神社所蔵資料総合調査報告書』掲載の棟札№に対応
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▍【写真24】鷲宮大明神屋根享保十一年再興修覆棟札（表３№10）
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

（表）（裏）
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▍【写真25】鷲宮大明神屋根享保十一年再興修覆棟札（表３№11）
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

（表）（裏）
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▍【表４】享保11年の棟札（№11）にみえる鷲宮神社氏子の所属村

領名 村名 現行地名
鷲宮町 久喜市鷲宮
鷲宮村 久喜市鷲宮
下新井郷 久喜市鷲宮
中嶋郷 久喜市鷲宮
粟原郷 久喜市鷲宮

羽生領 三ツ俣村 加須市上三俣・下三俣
羽生領 川口村 加須市川口
羽生領 小浜村 加須市北小浜
羽生領 北篠崎村 加須市北篠崎
羽生領 久下村 加須市久下
羽生領 多門寺村 加須市多門寺
羽生領 嘉（加）増町 加須市中央
羽生領 花崎村 加須市花崎
羽生領 下野（之）村 加須市平永
羽生領 北明願寺村 加須市平永
羽生領 南大桑村 加須市南大桑
羽生領 南篠崎村上 加須市南篠崎
羽生領 南篠崎村下 加須市南篠崎
羽生領 馬内村 加須市馬内
羽生領 礼羽村 加須市礼羽
羽生領 阿佐間村 加須市阿佐間
羽生領 新井新田 加須市新井新田
羽生領 北大桑村 加須市北大桑
羽生領 生出村 加須市生出
羽生領 間口村 加須市間口
羽生領 戸崎村 加須市戸崎
埼西領 小浜村 加須北小浜
埼西領 大室村 加須市大室
埼西領 辻村 加須市北辻
埼西領 常泉村 加須市常泉
埼西領 船越村 加須市船越
埼西領 水深村 加須市水深
埼西領 油ケ嶋（油井ケ島）村 加須市油井ケ島
埼西領 芋垣（茎）村 加須市芋茎
埼西領 青柳村 久喜市北青柳
埼西領 上清久村 久喜市上清久
埼西領 下清久村 久喜市下清久
埼西領 上早見村 久喜市上早見
埼西領 下早見村 久喜市下早見
埼西領 所久喜村 久喜市所久喜
埼西領 原村 久喜市原
埼西領 六万部村 久喜市六万部
埼西領 川原井村 久喜市菖蒲町河原井
埼西領 上内村 久喜市上内
埼西領 葛梅村 久喜市葛梅
埼西領 中妻村 久喜市中妻
埼西領 野牛村 白岡市野牛
埼西領 久本寺村 久喜市久本寺
埼西領 名倉村 加須市戸崎
久喜領 久喜本町 久喜市本町
久喜領 古久喜村 久喜市古久喜
久喜領 野久喜村 久喜市野久喜
久喜領 小久喜村 白岡市小久喜
百間領 西村 久喜市西
百間領 久米原村 宮代町東粂原
百間領 源太宿村 宮代町宿
百間領 西原村 宮代町西粂原
百間領 道仏之内若宮村 宮代町道仏
岩付領 太田袋村 久喜市太田袋
岩付領 太田新井村 白岡市太田新井
岩付領 岡泉村 白岡市岡泉
岩付領 実ケ谷村 白岡市実ケ谷
岩付領 高岩村 白岡市高岩
岩付領 爪田谷村 白岡市爪田ケ谷
岩付領 江ヶ崎村 蓮田市江ヶ崎
岩付領 鹿室村 さいたま市岩槻区鹿室
岩付領 相野原村 さいたま市岩槻区相野原
岩付領 上野村 さいたま市岩槻区上野
岩付領 裏慈恩寺 さいたま市岩槻区裏慈恩寺
岩付領 大口村 さいたま市岩槻区大口
岩付領 大戸村 さいたま市岩槻区大戸
岩付領 小溝村 さいたま市岩槻区小溝

領名 村名 現行地名
岩付領 慈恩寺村 さいたま市岩槻区慈恩寺
岩付領 表慈恩寺 さいたま市岩槻区慈恩寺
岩付領 徳力村 さいたま市岩槻区徳力
岩付領 長宮村 さいたま市岩槻区長宮
岩付領 古ケ場村 さいたま市岩槻区古ケ場
岩付領 上大増村 春日部市上大増新田
岩付領 下大増村 春日部市下大増新田
岩付領 花積村 春日部市花積
岩付領 道口蛭田村 春日部市道口蛭田
岩付領 中曽根村 春日部市南中曽根
岩付領 大道村 越谷市大道
川辺領 嶋中新井村 久喜市新井
川辺領 広嶋村 久喜市北広島
川辺領 狐塚村 久喜市狐塚
川辺領 佐間村 久喜市佐間
川辺領 嶋川村 久喜市島川
川辺領 高柳村 久喜市高柳
川辺領 中里村 久喜市中里
川辺領 松永村 久喜市松永
幸手領 上川崎村 久喜市上川崎
幸手領 西大輪村 久喜市西大輪
幸手領 青毛村 久喜市青毛
幸手領 栗原村 久喜市栗原
幸手領 吉羽村 久喜市吉羽
幸手領 内吉羽村 久喜市吉羽
幸手領 幸手久喜町 幸手市中
幸手領 幸手中町 幸手市中
幸手領 幸手新（荒）宿町 幸手市中
幸手領 幸手馬之介（助）町 幸手市中
幸手領 内国府間村 幸手市内国府間
幸手領 遠藤内村 幸手市遠藤内
幸手領 上吉羽村 幸手市上吉羽
幸手領 上吉羽村新田 幸手市上吉羽
幸手領 下吉羽村 幸手市下吉羽
幸手領 木立村 幸手市木立
幸手領 権現堂村 幸手市権現堂
幸手領 高須嘉（賀）村 幸手市高須賀
幸手領 神（上）戸村 幸手市戸島
幸手領 上千塚村 幸手市千塚
幸手領 下千塚村 幸手市千塚
幸手領 中川崎村 幸手市中川崎
幸手領 下川崎村 幸手市下川崎
幸手領 平野村 幸手市平野
幸手領 明神内村 幸手市明神内
幸手領 松石村 幸手市松石
幸手領 杉戸町 杉戸町杉戸
幸手領 青（清）地村 杉戸町清地
幸手領 并（並）塚村 杉戸町並塚
幸手領 本郷村 杉戸町本郷
幸手領 堤峯（根）村 杉戸町堤根
幸手領 蓮谷村 宮代町本田
幸手領 和戸村 宮代町和戸
幸手領 小渕村 春日部市小渕
幸手領 八丁目村 春日部市八丁目
幸手領 八丁目新田 春日部市八丁目
庄内領 椿村 杉戸町椿
庄内領 屏風村 杉戸町屏風
庄内領 深輪村 杉戸町深輪
庄内領 吉妻村 春日部市上吉妻・下吉妻
庄内領 神間村 春日部市神間
庄内領 椚村 春日部市椚
関宿領 永（長）間村 幸手市長間
新方領 内牧野（内牧？）村 春日部市内牧
新方領 袋村 春日部市新方袋
新方領 備後村 春日部市備後
新方領 舟戸村 越谷市船渡
葛飾郡 下宇和田村 幸手市下宇和田
江戸 西久保
江戸 馬喰丁
江戸 本庄（所）五丁目
江戸 岩井丁
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▍【表５】鷲宮神社の造営に関連する大工と建物
　（山岸吉弘「鷲宮神社及び古河城下の大工にみる技術の集積と拡散」（『日本建築学会計画系論文集』
　 84巻763号）所収の表を一部省略して転載。）

番号／
Number

職名／
Occupation 居住地名・氏名／ Residence:Name 建物名／

Building

年代／
Year（in 
imperial 
era name）

西暦／
Year

史料／ Historical 
records 内容／ Contents

01 ‐ ‐ ： ‐ 御本社・神前社 建久元年 1190 文書 再建
02 ‐ ‐ ： ‐ 幣殿・拝殿 建久元年 1190 文書 建立

03
大工 ‐ ：六郎大夫真家

‐ 正応 5 年 1292 文禄 4 年棟札 再興
小工 ‐ ：七郎真重

04
大工 ‐ ：左衛門大夫行宗

‐ 応安 5 年 1372 文禄 4 年棟札 再興
小工 ‐ ：四郎兵衛国守

06 ‐ ‐ ： ‐ 屋敷 天文 23 年 1554 文書 出来

07

大工 勢州山田：新屋次郎助藤原定吉、石松平次郎宗清

‐ 文禄 4 年 1595 棟札 再興
大工 鷲宮：加藤飛騨守藤原泰広
大鋸 三刕：源三郎
小工 勢州：甚七郎、次郎作、矢吉、次郎八、久三、矢吉、孫八、又吉

08 大工
‐ ：中村与善 
大桑：角兵衛 
篠崎：新平

‐ 元和 2 年 1616 正保 3 年棟札 再興

09 大工棟梁 当所門前：飛騨甚造・生年七十五 屋敷 元和 8 年 1622 文書 立

11 大工 ‐ ：中（村脱カ）藤兵衛、（同）権十郎 
中嶋：戸衛門 ‐ 正保 3 年 1646 棟札 再興

12

大工棟梁 古河：渡邊喜左衛門藤原正信

幣殿・拝殿 ･ 前殿 明暦 3 年 1657 棟札 再興

大工

古河：渡邊兵左衛門藤原正次、渡邊忠左衛門藤原正吉、渡邊伝十郎（藤
原カ）正長、渡邊三左衛門、渡邊助左衛門、長坂吉左衛門、白井想三
郎、田口伝四郎、小林伝吉、阿部半兵衛、阿部金十郎、阿部伝左衛門、
川邊六左衛門、川邊伊兵衛、飯嶋伝三郎、飯嶋善衛門、鈴木八左衛門、
黒田清三郎
紀州：三衛門、七兵衛

手大工 ‐ ：山本戸衛門、中村藤兵衛
弟子 ‐ ：藤四郎
小引 ‐ ：六兵衛、為左衛門、久助
葺屋 ‐ ：（七人）

13 ‐ ‐ ： ‐ 鳥居 万治 3 年 1660 文書 建

14

大工 ‐ ：河内屋十兵衛、彦三郎、重兵衛

‐ 貞享 3 年 1686 棟札 修覆

手大工 ‐ ：惣兵衛
木引 ‐ ：八兵衛

屋根屋
江戸神田蝋燭町：伊藤仁左衛門、六郎兵衛、三郎兵衛、八郎兵衛、市
左衛門、市右衛門、小平次、三郎兵衛 
江戸中橋南薪町：別所次左衛門、次郎左衛門、伝兵衛、又兵衛、杢兵衛、
市郎兵衛、惣兵衛、小兵衛

15 大工 ‐ ：秋屋与右衛門家富 軍・妃川宮相殿 元禄 9 年 1696 棟札 再興
16 ‐ ‐ ： ‐ 軍神社 元禄 16 年 1703 棟札 再興
17 ‐ ‐ ： ‐ 胸肩神社 元禄 16 年 1703 棟札 再興

18
大工頭 鷲宮町：与郎右衛門

本社・別殿 宝永 4 年 1707 棟札 修造
小工・木挽 鷲宮三ヶ村：（不残）

19 ‐ ‐ ： ‐ 神崎社 宝永 4 年 1707 棟札 修造
20 ‐ ‐ ： ‐ 社殿 享保 11 年 1726 棟札 屋根再興修覆

21

大工
当神領：中山市兵衛、染谷又七郎、平井平右衛門、佐久間金平、中山甚平、
新井惣八郎 
鳩山村：藤介

鳥居 享保 12 年 1727 棟札 再興
木挽 当神領：高橋権平 

粟原郷：伝左衛門
ぬし屋 ‐ ：七兵衛

22 ‐ ‐ ： ‐ 軻遇突智神社ほか 元文元年 1736 棟札 再興
23 ‐ ‐ ： ‐ 宮殿 延享元年 1744 棟札 屋根再興修覆
24 檜皮御大工 勢州住：藤原家次 神崎大明神 延享□年 ‐ 棟札 屋根葺

25

大工頭料 当神領：平井平右衛門、川田権左衛門、中山市兵衛

鳥居 宝暦 2 年 1752 棟札 ‐
大工 当神領：山中市右衛門、秋谷与四右衛門、高橋六右衛門、中里平六郎
木挽頭取 当神領：高橋弥兵衛

木挽 当神領：仁右衛門、惣左衛門 
八甫村：忠右衛門

26 社工 ‐ ：川田権左衛門 軻遇突智神社ほか 宝暦 4 年 1754 棟札 再興

27
画社 ‐ ：中里其八郎就友

神翠簾・瑞垣 宝暦 6 年 1756 棟札 再興
同手伝 ‐ ：早水友蔵義智

28 ‐ ‐ ： ‐ 本社 宝暦 9 年 1759 棟札 屋根鱗葺再興
29 ‐ ‐ ： ‐ 神崎社 宝暦 12 年 1762 棟札 鱗屋根葺替

30
‐ ‐ ： ‐ 幣殿 宝暦 13 年 1763

棟札 屋根鱗葺替
‐ ‐ ： ‐ 拝殿 明和元年 1764

31 ‐ ‐ ： ‐ 瑞垣 明和 7 年 1770 棟札 再興
32 ‐ ‐ ： ‐ 簸川太明神 安永 2 年 1773 棟札 再興
33 ‐ ‐ ： ‐ 本社 安永 2 年 1773 棟札 屋根鱗葺新再興

34

大工 当所：川田権左衛門、山中安右衛門

拝殿・幣殿・廊下 天明 5 年 1785 棟札写 屋根鱗葺替
屋根棟梁 幸手町：甚五郎
屋根葺方 江戸：徳兵衛
木挽棟梁 下新井：佐右衛門
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（
三
）
鷲
宮
神
社
と
神
主
大
内
氏
の
社
領
支
配

　
　
　
　
　
　
　
①
戦
国
か
ら
近
世
初
頭
の
神
主
大
内
氏
の
系
譜

　

鷲
宮
神
主
大
内
氏
の
系
譜
は
不
明
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
戦
国
時
代
以
降
は
【
図
７
】

「
晴
泰
‐
泰
秀
」
で
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
泰
秀
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）

に
父
晴
泰
か
ら
神
主
職
を
継
い
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
鷲
宮
城
主
と
し
て
軍
事
に
奔

走
し
、
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
の
際
に
は
小
田
原
城
に
籠
城
し
た
が
、
途
中
帰
国
し
て
神

主
に
復
し
た
と
い
う
（「
莿は

り
が
や萱
氏
系
図
」
針
谷
家
文
書
・『
町
史
』
史
料
一
近
世
）。

　

な
お
、
泰
秀
に
は
戦
国
武
将
の
豪
気
な
一
面
を
物
語
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
十
二
月
の
『
大
内
家
由
緒
書
』（
鷲
宮
神
社
文
書
・
六
六

頁
参
照
・
以
下
、
同
書
か
ら
の
出
典
は
『
由
緒
書
』」
と
す
る
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
家
康
が
会
津
の
上
杉
景
勝
討
伐
の
際
、
利
根
川
を
渡
河
し

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
船
橋
の
虎
綱
が
切
れ
て
、
船
橋
が
流
れ
出
し
た
の
を
み
た
大
内
弾

正
（
泰
秀
）
が
、
川
中
に
飛
び
込
み
こ
れ
を
繋
ぎ
止
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
泰
秀

は
こ
の
働
き
を
家
康
か
ら
賞
さ
れ
、
御
銚
子
と
御
盃
、
御
太
刀
（
三
条
宗
近
）
な
ら
び

に
御
馬
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
の
時
の
銚
子
と
盃
が
鷲
宮
神
社
に
今
も
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
銚
子
は
漆
塗
り
で
三
つ
葉
葵
紋
が
描
か
れ
て
お
り
、
盃
は
一
二
～
一
三

世
紀
の
白
磁
で
、
中
に
花
文
様
が
見
ら
れ
る
秀
品
で
あ
る
【
写
真
26
】。
泰
秀
は
霊
樹

寺
の
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、
慶
長
七
年
六
月
二
十
一
日
に
没
し
、
法
名
は
「
見
性
院
殿
指

単
入
居
士
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
②
大
内
家
の
格
式
と
家
中

　

社
領
四
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
た
大
内
家
は
、『
由
緒
書
』
に
よ
れ
ば
、
毎
年
正
月
六

日
に
は
葵
の
紋
付
時
服
で
江
戸
城
へ
登
城
し
、
独
礼
席
で
将
軍
に
お
目
見
し
て
新
年
の

挨
拶
を
行
う
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
鷲
宮
神
社
か
ら
は
、
祈
祷
札
に
御
祓
い

大
麻
と
鳥
目
一
貫
文
の
献
上
品
を
贈
呈
、
将
軍
か
ら
は
時
服
を
下
賜
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
秀
忠
以
降
の
将
軍
代
替
わ
り
の
際
に
は
、
独
礼
席
で
拝
謁
し
た
が
、
将
軍

か
ら
は
そ
の
都
度
、
時
服
が
下
賜
さ
れ
て
い
た
【
表
６
】。
ま
た
、
鷲
宮
神
社
は
幕
府

▍【表５】鷲宮神社の造営に関連する大工と建物（続き）

番号／
Number

職名／
Occupation 居住地名・氏名／ Residence:Name 建物名／

Building

年代／
Year（in 
imperial 
era name）

西暦／
Year

史料／ Historical 
records 内容／ Contents

35 ‐ ‐ ： ‐ 雨屋 天明 5 年 1785 棟札 再興

36

屋根棟梁 幸手町：甚五郎 
江戸中橋：徳兵衛

本社・神崎社 寛政元年 1789 棟札 屋根鱗葺替
大工棟梁 当所下町：川田権左衛門宜　・八十六歳
木挽棟梁 当所上町：高橋弥兵衛・八十六歳

木挽差添 鳩山村：藤助 
伊谷奈村：藤八

37
屋根棟梁 古河松戸町：新右衛門

本社・廊下・神崎社 文化 4 年 1807 棟札 鱗屋葺替大工 粟原郷：田口善左衛門
木挽 当所：小森与兵衛、小森四五右衛門

38
屋根棟梁 結城：早見杢右衛門

拝殿・幣殿 文化 4 年 1807 棟札 屋根鱗葺替大工 当所：中山長左衛門、田口善左衛門
木挽 当所：小森与兵衛

39
大工棟梁 川口村：嶋田善六

本社 ･ 拝殿 ･ 神崎社 文政 4 年 1821 棟札 鱗屋葺替木挽棟梁 鷲宮村：小森与兵衛
屋根棟梁 古河大工町：春木屋新右衛門

40
大工棟梁 川口村：嶋田善六

神楽殿 文政 4 年 1821 棟札 再建木挽棟梁 鷲宮村：小森忠兵衛
屋根棟梁 鷲宮村：高橋佐七

41 大工棟梁 当所：川田権治良、三郎、松五郎 ‐ 天保 6 年 1835 棟札 ‐
42 ‐ ‐ ： ‐ 本社・拝殿ほか 天保 7 年 1836 棟札 鱗屋根葺替
43 大工 ‐ ：川田嘉蔵 稲荷大明神（粟原郷） 嘉永 3 年 1850 棟札 建替

44
棟梁 当所：川田平吉

本殿 安政 7 年 1860 明治 32 年棟札 新規建替
脇棟梁 上尾吉田：内山菊次

註 1　本表は、次の文献を参照して作成した。
・鷲宮町立郷土資料館編『鷲宮町文化財調査報告　鷲宮神社所蔵資料総合調査報

告書』、鷲宮町教育委員会、2003.3（「史料」の項目中にある「棟札」の全て）
・『鷲宮町史　史料一近世』、鷲宮町役場、1980.3（同「文書」の全て）

註 2　表中の「 ‐ 」は記述なし。
註 3　文禄 4 年の「加藤飛騨守藤原泰広」は、棟札には「賀藤…」とあるが、文書

には「加藤…」とある。
Note:Japanese only because of the historic contents
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▍【図７】
　 戦国〜江戸時代前期の大内氏略系図
　（『町史』通史中巻　71頁の図を転載）

晴
泰（
光
仲
か
）

泰
秀

泰
定

泰
勝

秀
勝

親
常（
高
豊
）

国
久

国
長

国
当

天
正
十
年
没
か

慶
長
七
年
没

元
和
十
年
没

寛
文
十
二
年
没

宝
永
二
年
没

元
文
五
年
没

寛
保
二
年
没

寛
政
八
年
没

▍【写真26】銚子と盃
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【表６】大内家の将軍御目見え等一覧
  『由緒書』及び宝暦9年「武州埼玉郡大田庄鷲宮大明神由緒并私家之由緒書」（鷲宮神社文書№27）より作成

将軍名 年代 西暦 大内家 目的 謁見形式 献上品 拝領品
家康 泰秀 船引留 盃、太刀、馬、紋付時服、御紋蒔絵の銚子
秀忠 代継 献上物・鳥目 紋付時服
家光 代継 献上物・鳥目 紋付時服
家光 寛永18年 1641 泰勝 家綱誕生 御祓い、末広扇子、箱肴 紋付熨斗目綸子、小袖
家光 御目見え 祝儀、末広扇子、鳥目、肴 紋付時服
家光 正保元年 1644 泰勝 綱重（家綱弟）誕生 祝儀、御祓い、末広扇子、肴 紋付、単物、帷子
家光 祝儀、末広扇子、鳥目、肴 紋付、単物、帷子
家光 正保3年 1646 綱吉誕生 祝儀、末広扇子、鳥目、肴 紋付、単物、帷子
家光 四十二祈祷 祈祷、御祓い、扇子、肴 紋付時服
家光・家綱 家綱新殿移徒 御祓い、肴 紋付時服
家綱 代継 献上物・鳥目 紋付時服
家綱 疱瘡 祈祷、御祓い、扇子、肴 紋付時服
綱吉 延宝8年 1680 親常 代継 鳥目 紋付時服、広蓋
綱吉 貞享元年 1684 親常 代継 独礼席 紋付時服、広蓋
綱吉 元禄4年 1691 親常 能拝見 料理
綱吉 元禄10年 1697 親常 講釈拝聞 祝儀、雑煮

綱吉 元禄16年 
※以降毎年 1703 国久 年始 独礼席 御祓い、大麻、鳥目壱貫文

綱吉・家宣 御目見え 独礼席 御祓い、大麻二通、鳥目二通
家宣 宝永6年 1709 代継 西丸 献上物 唯紋時服
家継 正徳3年 1713 代継 時服
吉宗 享保元年 1716 代継 献上物 時服
吉宗・家重 享保9年 1724 御目見え
吉宗 享保10年 1725 御目見え 先例献上物二通
吉宗 元文5年 1740 国長 年始 独礼席 御祓い、大麻、鳥目
家重 延享2年 1745 代継 鳥目 時服
家重・家治 寛延2年 1749 年始 先規のごとく
家治 宝暦10年 1760 国当 代替 鳥目一貫文 時服
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府
か
ら
鑓
の
所
持
と
鉄
砲
三
〇
挺
の
所
持
を
認
め
ら
れ
て
い
た
ほ
か
、
相
続
そ
の
他
で

江
戸
城
に
登
城
す
る
際
や
老
中
寺
社
奉
行
に
挨
拶
に
伺
う
と
き
は
、
道
中
万
石
以
上
の

格
式
に
よ
る
「
四
ツ
供
」
と
呼
ば
れ
る
供
行
列
を
従
え
て
の
登
城
が
許
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
鷲
宮
神
主
大
内
氏
は
、
神
官
と
武
官
を
兼
務
す
る
家
柄
を
代
々
維
持
し

て
き
た
家
系
で
あ
る
が
故
に
、
後
継
ぎ
な
き
と
き
に
は
武
家
か
ら
養
子
を
入
れ
た
り
、

武
家
か
ら
嫁
を
と
っ
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
元
禄
～

享
保
期
の
神
主
大
内
国
久
は
旗
本
今
井
三
郎
右
衛
門
則
次
の
三
男
、
そ
の
国
久
の
娘
は

旗
本
八
木
半
三
郎
の
妻
で
あ
り
、
幕
末
期
の
神
主
国
彰
と
そ
の
養
子
利
貞
（
由
伎
雄
）

は
旗
本
荒
川
五
三
郎
家
の
出
自
で
、
利
貞
の
妻
は
古
河
藩
士
松
高
氏
の
娘
で
あ
っ
た

【
図
４
】。

　
　
　
　
　
　
　
③
大
内
家
家
中
の
組
織
と
社
領
代
官
の
設
置

　

神
社
の
組
織
と
し
て
は
、
神
主
大
内
氏
の
も
と
に
、
社
領
支
配
の
た
め
に
家
来
、
神

社
祭
祀
の
た
め
に
社
家
や
神
楽
役
代
官
、
側
用
人
、
神
湯
役
等
が
置
か
れ
た
。
文
政
六

年
（
一
八
二
三
）
に
お
け
る
そ
の
内
訳
と
禄
高
を
示
し
た
の
が
【
表
７
】
で
あ
る
。
社

家
や
神
楽
役
の
多
く
は
世
襲
制
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
鷲
宮
村
は
町
方
・
粟
原
郷
・
下
新
井
郷
・
中
嶋
郷
の
四
郷
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
主
・
組
頭
が
い
た
。
ま
た
社
領
全
体
を
取
り
締
ま
る
社
領
代

官
が
置
か
れ
、
こ
れ
を
針
谷
氏
が
代
々
歴
任
し
て
い
た
。

　

針
谷
氏
は
、
も
と
莿は

り
が
や萱
を
名
乗
っ
て
い
た
が
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
時
に
針
谷

に
改
め
た
と
い
う
。
針
谷
氏
の
祖
は
細
谷
家
譜
代
の
臣
村
上
季
則
の
三
男
山
田
三
郎
則

房
で
、
そ
れ
よ
り
一
〇
代
後
の
山
田
太
郎
兵
衛
尉
定
隆
の
二
男
山
田
四
郎
国
隆
の
系
譜

と
伝
え
る
。
そ
の
国
隆
の
子
幸
国
が
古
河
公
方
足
利
政
氏
に
仕
え
た
。
故
あ
っ
て
粟
原

城
に
仕
え
、
さ
ら
に
村
上
次
郎
貞
良
も
細
谷
氏
に
仕
え
、
改
め
て
大
内
氏
の
家
臣
に
組

み
込
ま
れ
た
。
貞
良
の
子
宗
造
と
そ
の
子
良
隆
は
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
の
上
杉

謙
信
に
よ
る
小
田
原
攻
め
の
際
に
、
小
田
原
に
て
籠
城
し
た
が
、
途
中
で
引
き
揚
げ
、

粟
原
城
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
主
君
の
大
内
氏
よ
り
針
谷
氏
を
継
ぐ
よ
う
命
じ
ら
れ
針

谷
重
左
衛
門
良
隆
と
称
し
た
。

　

幕
末
に
作
成
さ
れ
た
「
社
領
掟
書
」（
速
見
家
文
書
・『
町
史
』
史
料
一
近
世
）
か
ら

は
社
領
支
配
の
実
態
が
窺
わ
れ
る
。
以
下
、
主
な
も
の
を
挙
げ
る
。

　
　
　

一　

衣
服
は
絹
衣
の
類
を
用
い
る
な
ど
、
す
べ
て
分
限
不
相
応
の
も
の
を
用

　
　
　
　
　

い
な
い
こ
と
、

　
　
　

一　

不
審
な
る
浪
人
一
切
抱
え
置
か
な
い
こ
と
、
ま
た
隣
郷
他
領
へ
泊
り
が

　
　
　
　
　

け
で
行
く
と
き
は
、
そ
の
目
的
地
や
用
事
な
ど
を
組
頭
に
届
け
出
る
こ

　
　
　
　
　

と
、

　
　
　

一　

火
の
用
心
に
心
が
け
る
こ
と
、
な
か
で
も
風
の
激
し
い
時
は
、
は
し
ご

　
　
　
　
　

や
水
桶
を
用
意
す
る
と
と
も
に
、
自
身
番
夜
中
拍
子
木
を
絶
や
さ
ず
巡

　
　
　
　
　

回
す
る
こ
と
、

職　　分 氏　　　名 扶　　　持
社 　 家 宮 内 外 記 高 1 3 石

〃 小 山 帯 刀 高 1 1 石
〃 坪 井 金 吾 高 1 0 石
〃 小 山 内 蔵 高 7 石
〃 長 沢 平 馬 高 5 石
〃 山 口 頼 母 田 畑 5 反 歩

神 楽 役 中 山 与 太 夫 田 畑 3 反 歩
〃 高 橋 幸 太 夫 〃
〃 鈴 木 結 太 夫 〃
〃 高 橋 武 太 夫 〃
〃 白 石 清 太 夫 〃
〃 竹 村 金 太 夫 〃
〃 木 村 門 太 夫 〃
〃 矢 嶋 平 太 夫

代 　 官 針 谷 喜 三 司 畑 2 町 3 畝 8 歩
用 　 人 速 見 銘 三 郎 畑 3 反 歩
神 湯 役 門 井 休 右 衛 門
不 　 明 大 木 寿 碩 畑 2 町 9 反 8 畝 1 0 歩

〃 中 里 其 八 畑 3 反 9 畝 1 歩

▍【表７】文政６年の大内家家中
　（『町史』通史中巻　75頁掲載の図を転載）
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一　

社
地
の
竹
木
・
枝
葉
・
落
葉
・
賽
銭
を
盗
み
取
り
、
あ
る
い
は
い
た
ず

　
　
　
　
　

ら
な
ど
を
し
な
い
こ
と
、
も
し
こ
れ
に
背
い
た
と
き
は
、
子
供
で
あ
れ

　
　
　
　
　

ば
そ
の
親
に
申
し
付
け
、
過
料
一
〇
貫
文
、
そ
の
組
合
で
一
〇
貫
文
、

　
　
　
　
　

そ
の
町
内
で
一
〇
貫
文
、
都
合
三
〇
貫
文
を
徴
収
す
る
、
も
し
一
五
歳

　
　
　
　
　

以
上
の
者
で
あ
れ
ば
定
法
の
通
り
盗
人
と
し
て
仕
置
す
る
こ
と
、

　
　
　

一　

平
日
、
子
供
た
ち
が
社
地
内
に
遊
び
に
く
る
ば
か
り
か
、
宮
番
の
制
止

　
　
　
　
　

も
き
か
ず
様
々
な
い
た
ず
ら
を
し
て
い
る
、
今
後
と
も
社
地
内
や
大
乗

　
　
　
　
　

院
方
の
堂
塔
に
子
供
が
遊
び
に
く
る
こ
と
を
堅
く
禁
止
す
る
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　

守
ら
な
い
と
き
は
き
っ
と
仕
置
き
を
申
し
付
け
る
こ
と
、

　
　
　

一　

祭
礼
の
際
、
子
供
た
ち
が
鶏
を
売
る
こ
と
は
勝
手
で
あ
る
が
、
参
詣
人

　
　
　
　
　

に
付
き
添
っ
て
拝
殿
ま
で
上
り
、
賽
物
を
盗
み
取
る
由
、
今
後
、
鳥
売

　
　
　
　
　

り
の
子
供
が
拝
殿
に
登
っ
た
と
き
は
過
料
銭
五
貫
文
を
徴
収
す
る
こ
と
、

　
　
　
　
　

ま
た
鳥
居
内
で
た
ば
こ
を
ふ
か
し
あ
る
い
は
冠

か
ぶ
り
物
を
し
て
い
る
者
が
い

　
　
　
　
　

た
と
き
は
、
こ
れ
ま
た
仕
置
き
を
申
し
付
け
る
こ
と
、

　
　
　

一　

祭
礼
の
際
、
町
中
処
々
に
注し

め連
飾
り
を
張
り
巡
ら
す
が
、
子
供
た
ち
は

　
　
　
　
　

そ
こ
に
集
ま
り
、
注
連
竹
に
登
っ
た
り
、
引
き
曲
げ
た
り
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　

引
き
倒
し
た
り
す
る
、
注
連
飾
り
は
神
事
の
故
実
、
子
供
と
い
え
ど
も

　
　
　
　
　

神
明
を
恐
れ
な
い
所
業
、
こ
れ
ま
た
過
料
五
貫
文
を
徴
収
す
る
こ
と
、

　
　
　

一　

鷲
宮
三
町
の
う
ち
上
町
で
は
、
く
わ
え
煙
管
や
頭
巾
、
あ
る
い
は
手
拭

　
　
　
　
　

な
ど
冠か

ぶ

っ
て
往
来
し
な
い
こ
と
、
ま
た
中
町
や
下
町
で
も
馬
に
乗
っ
た

　
　
　
　
　

り
、
く
わ
え
煙
管
で
歩
か
な
い
こ
と
、

　

こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
社
領
内
の
子
供
た
ち
に
関
す
る
掟
が
多
い
こ
と
で
あ

る
。
こ
と
に
境
内
地
は
神
聖
な
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
た
と
え
子
供
で
あ
っ
て
も
粗

相
が
あ
れ
ば
過
料
（
罰
金
）
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
着
衣
の
内
容

や
外
出
に
つ
い
て
も
規
制
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
社
領
内
の
住
人
は
絶
え
ず
鷲
宮
神
社

の
神
領
民
と
し
て
の
意
識
を
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
社
家
衆
や
神
楽
衆
の
掟
と
し
て
主
な
も
の
を
以
下
に
掲
げ
る
。

　
　
　

一　

当
家
の
所
存
で
役
儀
を
申
し
付
け
て
い
る
こ
と
ゆ
え
有
難
く
思
い
、
忠

　
　
　
　
　

勤
に
励
む
こ
と
、
こ
と
に
神
祇
道
の
法
令
を
学
び
、
子
孫
に
も
相
伝
し

　
　
　
　
　

て
永
く
社
役
を
勤
め
る
こ
と
、
た
だ
し
、
当
方
の
仁
恵
も
わ
き
ま
え
ず
、

　
　
　
　
　

失
敬
や
過
言
に
走
る
こ
と
は
慎
む
こ
と
、

　
　
　

一　

定
例
の
神
祭
日
に
は
他
行
し
な
い
こ
と
、
も
し
拠
な
い
用
事
が
あ
る
と

　
　
　
　
　

き
は
、
平
日
で
あ
っ
て
も
そ
の
つ
ど
願
い
出
る
こ
と
、
も
っ
と
も
い
つ

　
　
　
　
　

に
限
ら
ず
定
式
の
衣
服
を
着
用
す
る
こ
と
、

　
　
　

一　

夜
の
神
事
は
こ
と
に
大
切
な
神
事
に
つ
き
、
相
互
に
申
し
合
い
粗そ

こ
つ忽
の

　
　
　
　
　

な
い
よ
う
に
勤
め
る
こ
と
、
も
っ
と
も
清
斎
の
お
供
に
つ
き
、
覆
面
を

　
　
　
　
　

す
る
ほ
ど
の
例
で
あ
る
の
で
、
小
声
で
も
決
し
て
話
な
ど
し
な
い
こ
と
、

　
　
　

一　

当
社
の
名
を
申
し
立
て
、私
欲
の
勧
化（
寄
進
を
集
め
る
こ
と
）な
ど
し

　
　
　
　
　

な
い
こ
と
、
か
り
に
祈
祷
を
頼
み
に
来
て
も
、
そ
の
心
得
を
も
っ
て
取

　
　
　
　
　

り
計
ら
う
こ
と
、
格
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
当
方
へ
申
し
出
で
指
図

　
　
　
　
　

を
う
け
る
こ
と
、

　
　
　

一　

社
家
や
神
楽
方
も
町
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
と
て
、
村
方
の
掟
も
守

　
　
　
　
　

る
こ
と
、
も
っ
と
も
農
家
へ
み
だ
り
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
、

　　

こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
の
社
領
内
の
住
人
と
同
様
に
鷲
宮
神
社
の
社
家
や

神
楽
役
と
し
て
の
矜き

ょ
う
じ持
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
や
、
村
方
の
掟
も
守
る
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
夜
の
神
事
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
現
在
の
鷲
宮

神
社
の
祭
事
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
不
詳

だ
が
、
覆
面
装
着
の
神
事
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
覆
面
は
自
分
の
息
（
ケ
ガ
レ
）
を

吹
き
か
け
な
い
よ
う
に
、
御
神
体
を
動
か
す
時
や
神み

く
じ饌
を
作
る
時
に
使
用
す
る
神
聖
な

も
の
に
装
着
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
行
事
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ

江
戸
時
代
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
事
が
確
認
さ
れ
る
。
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こ
の
ほ
か
、
当
時
は
神し

ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う

仏
習
合
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
供ぐ

そ
う僧
が
置

か
れ
仏
事
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
供
僧
は
境
内
に
あ
っ
た

供
僧
頭
の
大
乗
院
を
は
じ
め
、
万
善
寺
、
福
伝
坊
、
実
相
院
、
宝

珠
院
の
五
つ
の
真
言
宗
寺
院
に
い
た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
寛
文

七
年
（
一
六
六
七
）
に
唯ゆ

い
い
つ
し
ん
と
う

一
神
道
を
説
く
社
人
に
押
さ
れ
た
大
内

氏
に
よ
っ
て
廃
寺
と
な
り
、
一
時
供
僧
も
置
か
れ
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
④
神
主
大
内
氏
と
社
家
と
の
争
い

　

大
内
氏
は
江
戸
時
代
を
通
し
て
鷲
宮
神
社
の
神
主
を
勤
め
、
社

領
で
あ
る
鷲
宮
村
を
支
配
し
た
が
、
し
ば
し
ば
社
人
や
社
僧
と
争

い
を
起
こ
し
て
い
た
。
中
で
も
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
頃
の
社

家
大
川
戸
権
左
衛
門
と
社
役
宮
内
治
郎
右
衛
門
と
の
一
件
、
お
よ

び
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
社
役
宮
内
甚
右
衛
門
と
の
一
件
で

は
、
い
ず
れ
も
社
領
の
百
姓
が
扇
動
さ
れ
、
寺
社
奉
行
所
へ
の
越

訴
に
及
ん
で
い
る
。
争
点
は
神
主
大
内
氏
が
小
田
原
北
条
氏
へ
加

勢
し
た
旧
悪
事
の
こ
と
、
永
禄
の
頃
、
神
事
を
大
内
氏
が
宮
内
左

門
へ
譲
渡
し
た
こ
と
、
田
畑
の
年
貢
を
加
増
さ
せ
た
こ
と
等
で
、

こ
れ
ま
で
の
社
家
の
権
利
を
擁
護
し
、
神
主
家
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
ね
ら
い
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
大
内
氏
の
勝
訴
と
な
り
、
訴
人
の
大
川
戸
氏
と
宮
内
氏
は
追

放
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
唯
一
神
道
が
次
第
に
大
内
氏
の
中
で
意
識

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
【
図
８
】。　

　

唯
一
神
道
は
吉
田
神
道
や
宗
源
神
道
と
も
呼
ば
れ
る
神
道
の
一
派
で
、
戦
国
時
代
に

吉よ
し
だ
か
ね
と
も

田
兼
倶
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
神
道
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
神
仏
習
合
に
対
し
て
、

唯
一
神
道
で
は
神
道
を
根
本
と
考
え
、
仏
教
や
儒
教
は
神
道
か
ら
分
か
れ
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
吉
田
家
は
古
代
か
ら
神
祇
官
に
仕
え
た
卜う

ら
べ部
氏
の
一
族
で
、
吉
田
神

社
の
祭
祀
官
を
務
め
て
い
た
。
唯
一
神
道
成
立
後
は
、「
神
祇
管
領
長
上
」
を
自
称

し
、
各
地
の
神
職
に
対
し
て
独
自
に
免
許
状
を
発
行
す
る
な
ど
し
て
組
織
化
を
進
め
て

い
た
。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
幕
府
か
ら
出
さ
れ
た
「
諸し

ょ
し
ゃ
ね
ぎ
か
ん
ぬ
し
は
っ
と

社
禰
宜
神
主
法
度
」
に

よ
っ
て
吉
田
家
に
よ
る
全
国
の
神
職
支
配
が
認
め
ら
れ
る
と
唯
一
神
道
は
全
国
に
広
ま

っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

⑤
鷲
宮
神
社
と
大
乗
院
の
確
執

　
　
　
　
　
　
　
　
・
元
禄
三
年
の
争
い

　

鷲
宮
神
社
は
江
戸
初
期
に
唯
一
神
道
の
立
場
を
と
り
、
神
主
の
大
内
秀
勝
と
国
久
は
、

吉
田
家
を
通
じ
て
朝
廷
よ
り
従
五
位
下
の
位
階
を
得
て
い
る
。
特
に
秀
勝
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
唯
一
神
道
の
立
場
か
ら
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
境
内
の
大
乗
院
以
下
の

五
寺
院
を
廃
寺
と
す
る
な
ど
急
進
的
な
措
置
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
廃
寺
か
ら
二
三
年

後
の
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）、
真
言
宗
側
か
ら
寺
社
奉
行
へ
大
乗
院
再
興
願
の
訴
え

が
出
さ
れ
、
真
言
宗
側
に
徳
川
綱
吉
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
護
持
院
隆
光
が
い
た
こ
と

も
あ
り
、
再
興
を
指
示
す
る
裁
許
が
出
さ
れ
た
。
敗
訴
し
た
神
主
国
久
に
は
、
大
乗
院

▍【図８】江戸時代前期大内氏略系図
　（『町史』通史中巻　84頁掲載の図を転載）
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の
再
建
、
寺
領
田
畑
の
返
還
、
寛
文
七
年
か
ら
元
禄
三
年
ま
で
の
供
僧
金
二
一
三
両
の

支
払
い
が
そ
れ
ぞ
れ
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
寺
領
の
反
別
を
こ
れ
ま

で
の
五
町
歩
役
宮
内
余
か
ら
二
二
町
歩
余
に
増
加
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
大
乗
院

は
、
中
嶋
郷
を
与
え
ら
れ
、
寺
領
支
配
を
行
っ
て
い
る
。
翌
年
大
乗
院
は
再
興
さ
れ
、

鷲
宮
社
領
四
〇
〇
石
中
の
四
八
石
が
大
乗
院
領
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
鷲
宮
神
社
と
大
乗
院
と
の
対
立
は
続
い
た
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、

大
乗
院
は
、
鷲
宮
神
主
を
相
手
取
り
、
寺
社
奉
行
に
「
社
法
異
論
」
の
訴
え
を
起
こ
し

た
。
そ
の
内
容
は
、
一
八
年
以
前
の
裁
許
状
（
元
禄
三
年
の
も
の
）
に
も
、
互
い
に
和

解
し
て
社
法
を
興
隆
す
べ
し
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
神
主
が
大
乗
院
に
届
け
な
く
社
地
の

樹
木
を
伐
採
し
た
。
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
一
〇
年
以
前
の
神
主
養
父
の
半
左
衛
門
に
、

届
け
な
く
と
も
古
来
の
定
法
ど
お
り
伐
採
苦
し
か
ら
ず
と
返
答
さ
れ
た
。ま
た
、注し

め
は
ら
連
祓

い
行
事
（
葬
送
行
事
）
も
先
の
裁
許
に
よ
り
大
乗
院
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、

宝
永
二
年
の
半
左
衛
門
死
去
後
は
、
唯
一
神
道
方
式
で
葬
儀
を
執
行
し
た
ほ
か
、
神
社

に
あ
っ
た
鰐
口
が
取
り
除
か
れ
、
今
の
神
主
に
な
っ
て
も
神
前
に
掛
け
な
い
、
と
い
っ

た
行
為
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
神
主
大
内
右
衛
門
国
久
は
、
社
殿
に
影
響
を
及
ぼ

す
竹
木
や
風
で
折
れ
た
樹
木
は
勝
手
に
切
り
取
る
べ
き
こ
と
を
奉
行
か
ら
申
し
渡
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
注
連
祓
い
を
神
社
で
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
例
が
な
い
こ
と
、
鰐

口
に
つ
い
て
は
一
八
年
以
前
の
裁
許
後
も
古
法
に
則の

っ
とり
鈴
を
か
け
お
い
た
、
と
の
返
答

で
あ
っ
た
。

　

こ
の
一
件
は
寺
社
奉
行
本
多
忠
晴
ら
に
よ
り
裁
許
さ
れ
、
社
地
の
竹
木
伐
採
に
つ
い

て
は
相
互
に
助
け
合
い
み
だ
り
に
切
ら
な
い
こ
と
、
大
乗
院
の
注
連
祓
い
は
、
神
仏
習

合
社
で
あ
る
山
王
・
根
津
・
芝
明
神
・
鹿
島
神
社
等
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
事
例
が
な
い

こ
と
か
ら
、
注
連
祓
い
は
、
大
乗
院
が
在
家
や
社
家
に
授
け
る
の
は
良
い
が
、
神
主
は

相
手
の
神
主
次
第
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
鰐
口
に
つ
い
て
は
鈴
と
と
も
に
神
社
に
掛
け

る
こ
と
を
申
し
渡
し
た
。
し
か
し
、
唯
一
神
道
の
立
場
を
と
る
神
主
大
内
国
久
は
、
大

乗
院
の
訴
え
に
応
じ
ず
そ
の
後
も
両
者
の
確
執
は
続
い
た
。

▍【写真27】鷲宮神社・大乗院の境内
　 右上の建物群が大乗院
　（鷲宮神社文書「大乗院由緒書」・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）
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・
享
保
十
五
年
と
同
十
九
年
の
社
領
争
い

　

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
の
大
乗
院
再
興
に
よ
り
、
高
四
〇
〇
石
の
社
領
の
う
ち
八

分
の
一
が
大
乗
院
に
付
け
置
か
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
裁
定
を

神
主
大
内
半
左
衛
門
親
常
は
納
得
せ
ず
、
養
子
国
久
に
遺
言
し
て
、
宝
永
二
年
（
一
七

〇
五
）
に
死
去
し
た
。
こ
の
遺
志
を
継
い
だ
国
久
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
と

十
九
年
に
、
大
乗
院
を
相
手
に
社
領
返
還
訴
訟
を
寺
社
奉
行
に
起
こ
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
元
禄
三
年
の
裁
許
状
に
よ
り
、
大
乗
院
へ
八
分
の
一
が
寺
領
と
し
て
渡
さ
れ
た

が
、
神
殿
の
修
復
等
に
差
し
支
え
る
こ
と
。
ま
た
、
元
禄
三
年
の
裁
許
は
、
権
勢
を
誇

る
護
持
院
が
大
乗
院
破
却
後
二
四
年
も
経
過
し
て
い
る
の
に
、
本
山
小
池
坊
を
後
ろ
盾

に
訴
え
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
父
半
左
衛
門
の
遺
志
を
継
い
で
、
寛
文
二
年
の
検

地
帳
を
吟
味
の
上
、
供
僧
で
あ
る
大
乗
院
は
五
町
九
反
余
歩
と
し
て
、
新
規
分
は
自
分

に
返
還
し
、
さ
ら
に
元
の
一
七
町
余
分
の
年
貢
も
返
還
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
訴
訟
は
い
ず
れ
も
却
下
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
そ
の
後
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）に
大
乗
院
と
人
別
改
め
の
争
い
が
起
き
た
。

内
容
は
、
寺
社
奉
行
か
ら
鷲
宮
神
領
に
お
け
る
人
別
改
帳
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
大
内

氏
に
対
し
て
、
大
乗
院
か
ら
は
大
内
氏
の
支
配
下
で
は
な
い
と
し
て
、
大
乗
院
分
の
人

別
改
帳
を
大
内
氏
に
渡
す
こ
と
を
拒
ん
だ
た
め
、
大
内
氏
が
訴
え
た
結
果
、
大
乗
院
が

召
喚
さ
れ
、
大
乗
院
は
鷲
宮
神
社
の
供
僧
で
あ
り
、
そ
の
支
配
を
受
け
る
旨
が
申
し
渡

さ
れ
た
。
こ
の
裁
許
の
結
果
は
、
そ
の
後
の
鷲
宮
神
主
大
内
氏
に
と
っ
て
双
方
の
立
場

を
明
確
に
す
る
う
え
で
有
利
に
働
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
四
月
、
大
乗
院
で
は
釈
迦
開
帳
大
法
事
を

挙
行
し
よ
う
と
し
た
際
に
「
鷲
宮
別
当
大
乗
院
」
と
書
い
た
札
を
立
て
た
が
、
こ
れ
に

反
発
し
た
鷲
宮
神
主
が
、
大
乗
院
は
神
社
の
別
当
寺
院
で
は
な
く
、
神
社
に
仕
え
る
供

僧
で
あ
る
と
厳
し
く
諫
め
た
と
こ
ろ
、
大
乗
院
側
か
ら
詫
び
状
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
窺
え
よ
う
。

　

な
お
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
大
乗
院
宥
生
よ
り
大
宮
司
大
内
国
政
に
出
さ
れ

た
「
覚
書
」
で
は
、
大
乗
院
の
権
限
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
寺
領
配
分
・
寺
領
支
配
・

神
事
祭
礼
に
つ
い
て
神
社
側
が
優
位
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
（『
町
史
』

史
料
一
近
世
）。

　
　
　
（
四
）
土は

じ
い
ち
り
ゅ
う

師
一
流
催さ

い
ば
ら
馬
楽
神か

ぐ
ら楽
の
復
興

　

江
戸
時
代
の
鷲
宮
神
社
の
歴
史
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
宮
司
大
内
国
久
に
よ
り
土

師
一
流
催
馬
楽
神
楽
（
文
化
財
の
指
定
名
称
は
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
）【
写
真
28
】
が
復

興
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
が
伝
わ
る
鷲
宮
神
社
は
、
出
雲
族
で
あ
る
土
師
氏
に
尊
崇
さ

れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
流
派
名
も
そ
れ
に
基
づ
く
。

　

鷲
宮
神
社
の
神
楽
に
関
す
る
最
初
の
記
事
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

四
月
二
十
二
日
の
記
事
で
、「
武
蔵
国
鷲
宮
・
・
去
る
十
九
日
、
社
頭
に
於
い
て
神
楽

の
砌
・
・
・
」
と
あ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
神
楽
を
大

宮
司
大
内
国
久
（
延
宝
八
年
～
元
文
五
年
）
が
再
編
し
、
現
在
の
形
と
な
っ
た
。

　

鷲
宮
神
社
に
伝
わ
る
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
の
「
催
馬
楽
」
と
は
、
平
安
時
代
に
流

行
し
た
歌
謡
の
一
種
で
、
一
説
に
は
地
方
か
ら
朝
廷
に
年
貢
を
運
ぶ
馬
子
が
歌
っ
た
こ

と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
付
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
楽
は
、
演
劇
的
要
素
は
な

く
一
種
の
舞
踊
劇
と
な
っ
て
い
る
。
演
目
の
ほ
と
ん
ど
は
『
日
本
書
紀
』
や
『
古
事
記
』

の
神
話
を
題
材
と
し
て
い
る
。
舞
は
拍
子
方
と
呼
ば
れ
る
楽
師
の
演
奏
に
合
わ
せ
て
行

わ
れ
る
。

　

催
馬
楽
神
楽
は
、
国
久
に
よ
り
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
再
興
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
。
土
師
流
を
名
乗
り
、
催
馬
楽
・
神
楽
歌
を
取
り
入
れ
、
採
物
神
楽
（
出
雲
流
神

楽
）
の
形
式
を
備
え
た
の
は
こ
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

　

享
保
十
一
年
の
棟
札
【
写
真
24
】
に
は
、
神
楽
歌
・
催
馬
楽
と
い
っ
た
当
社
の
神
秘

を
、
始
て
諸
社
家
・
神
楽
役
人
に
相
伝
せ
し
む
る
の
新
神
楽
を
奏
演
し
た
と
あ
り
、

「
神
道
事
理
は
神
祇
管
領
長
吉
田
二
位
卜
部
兼
敬
卿
の
門
生
、
歌
道
は
武
者
小
路
大
納

言
三
位
実
蔭
卿
の
門
生
な
り
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
神
楽
の
相
伝
も
唯
一
神
道
と
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
と
と
も
に
、
神
楽
の
再
興
は
神
社
経
営
の
立
て
直
し
も
狙
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い
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

国
久
が
神
楽
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
記
録
で
あ
る
「
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
歌
」
に

よ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
奥
秘
と
さ
れ
て
き
た
神
楽
を
神
楽
役
に
伝
授
し
た
、
宝
永
五
年

（
一
七
〇
八
）
に
一
二
座
の
神
楽
を
行
っ
た
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
同
記
録

に
は
、
神
楽
歌
や
催
馬
楽
な
ど
の
歌
詞
や
舞
の
中
で
使
用
さ
れ
る
採
物
や
衣
装
な
ど
の

詳
細
が
書
か
れ
て
い
る
【
写
真
29
】。

　

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
描
か
れ
た
「
鷲
宮
神
社
境
内
図
」【
写
真
30
】
に
は
、

神
社
の
門
前
に
七
軒
の
神
楽
役
の
家
が
並
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
ほ
か
、
元
禄
九
年

（
一
六
九
六
）
の
棟
札
【
写
真
31
】
に
は
、
神
楽
役
と
し
て
「
木
村
喜
太
夫
」
は
じ
め

六
人
の
名
前
が
み
え
、
国
久
が
再
興
す
る
以
前
か
ら
神
楽
師
が
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
ま
た
、
神
楽
を
奉
納
す
る
神
楽
殿
は
、
本
殿
（
拝
殿
）
と
向
か
い
合
っ
て
建
立
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
神
楽
を
神
に
奉
納
す
る
古
い
形
式
の
配
置
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
鷲
宮
神
社
の
神
楽
殿
も
現
在
と
同
じ

配
置
に
な
っ
て
い
る
が
、
屋
根
は
茅
葺
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
国
久
に
よ
っ
て
復
興
し
た
神
楽
は
そ
の
後
も
連
綿
と
わ
ざ
と
技
術
を
伝

承
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
、
明
治
以
降
も
「
古
式
神
楽
」
と
し
て
、
受
け
継
が
れ
た
。

　

な
お
、
鷲
宮
の
神
楽
は
関
東
神
楽
の
源
流
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
久
の
再
編

成
以
前
の
神
楽
が
一
七
世
紀
～
一
八
世
紀
初
め
に
江
戸
に
伝
わ
り
、
江
戸
の
里
神
楽
の

基
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
か
ら
江
戸
の
里
神
楽
師
の
中

に
は
「
土
師
流
」
を
名
乗
る
も
の
も
い
た
。
な
お
、
演
目
と
そ
の
詳
細
は
【
表
８
】
を

参
照
さ
れ
た
い
。 

　

▍【写真28】現在の鷲宮催馬楽神楽

▍【写真29】土師一流催馬楽神楽歌
　（鷲宮神社文書・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）
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▍【写真30】鷲宮神社の門前
　（寛政3年（1791）「鷲宮神社境内図」
　 の一部・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資
　 料館寄託）

●
●

●
●

●
●

●

▍【写真31】軍・妃川両宮相殿元禄九年再興棟札
　（表３№５・鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

裏面最下段の「神楽役人」部分拡大

（表）

●は神楽役の家

（裏）
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▍【表８】鷲宮催馬楽神楽の演目一覧
（佐藤ひろみ「神楽舞に視る祓いと祈願―舞筋（舞の順路）と採り物から―玉敷神楽・土師一流催馬楽神
 楽・相模神代神楽の事例を通して」『生活科学研究』四〇、二〇一八年所収の表を転載）

曲目の名称 神名 採り物 装束 舞の解説

第1座
天
アマ

照
テル

国
クニ

照
テル

太
フト

祝
ノ リ ト

詞
神
シン

詠
エイ

之
ノ

段
マイ

 
（奉幣の舞）

天児屋根命
中啓 
4 本の合幣

風折烏帽子・狩衣・
千早・指貫・木綿
手襷掛け

素面の一人舞で、中啓（扇）を持って舞い、その後祝詞を読み、中啓を幣に、
右は鈴に変えて、神詠を詠じ、神楽歌催馬楽を謡う。ここでは八雲の神詠「八
雲たつ　出雲八重垣　妻こめに　八重垣つくる　その八重垣を」が唱えられ
る。また「天照国照太祝詞」とは天と地を分け隔てなく照らす、立派な祝詞
という意味とされる。

第2座
天
イッ

心
シン

一
イッ

貫
カン

本
モト

末
スエ

神
カグ

楽
ラ

歌
ウタ

催
サイ

馬
バ

楽
ラ

之
ノ

段
マイ

（榊笹の舞）

山雷神 
野槌神

榊・笹
黒の風折烏帽子・
狩衣指貫

素面の二人舞。山雷神は榊と鈴を、野槌神は篠と鈴を持って舞う。「催馬楽」
とは、平安時代の歌謡で、諸国から貢物を納める際に馬を引きながら口ずさ
んだものといわれる。

第3座
浦
ウラ

安
ヤス

四
ヨ

方
モ

之
ノ

国
クニ

 
固
カタメ

之
ノ

段
マイ

 
（四方固めの舞）

句
ク ク ヌ チ ノ ミ コ ト

々廼智命 
軻
カ グ ツ チ ノ ミ コ ト

遇突智命 
金
カネヤマヒコノミコト

山彦命 
岡
ミズハノメノミコト

象女命

青・赤・白・
黒の幣 

（中央に黄幣を
立てておく）

黒の風折烏帽子・
幣と同色の狩衣・
浅黄色指貫

素面の 4 人舞で、五行を表している。舞台の中央に黄幣を立て置き、各々が
青赤白黒の幣を持ち、右手に鈴を持って舞う。浦安とは安泰な国の意で日本
の別称。国は東西南北の四方と天と地の六合からなっているという考えのも
とに、国固めをし、国が治められると考えられていた。これは騎西の玉敷神
楽では中央の黄幣の採り物を持つ舞人を含めて 5 人舞となる。（五行…古代
中国の哲学で、天地の間に万物を構成する木・火・土・金・水の 5 つを表す。
青幣は東で木の祖である句句廼智命、赤幣は南で火の祖である軻遇突智命、
白幣は西で金の祖である金山彦命、黒幣は北で水の祖の岡象女命、中央の黄
幣は土の神である埴安姫命を表している。）

第4座
降
コウ

臨
リン

御
ミ

先
サキ

猿
サル

田
タ

彦
ヒコ

鈿
ウズ

女
メ

之
ノ

段
マイ

 
（猿田の舞）

猿田彦命 
天鈿女命

鉾・扇鉾・赤
幣

鳥兜・金入千早・
白の大口袴 
黒垂・天冠 
白練の舞衣

猿田彦と鈿女の二人舞。猿田彦は天狗面をつけ鉾と鈴、天鈿女命（記：天宇
受賣命）はウズメの面を付け赤幣、鈴、扇を持って舞う。この演目は、「天
孫降臨」の神話を題材にした二人舞で、五穀豊穣、国家安穏を祈るお目出度
いもので、安産祈願もこの演目を行ったことが伝えられている。

第5座
磐
イワ

戸
ト

照
ショウ

開
カイ

諸
ショ

神
ジン

 
大
ダイ

喜
キ

之
ノ

段
マイ

 
（岩戸の舞）

手力男命 
巫女 2 人

榊（五十鈴，
青和幣，麻）・
白大幣に榊の
枝・鏡・白和
幣をつけた榊

①黒の風折烏帽子・
狩衣・浅黄の指貫 
②③白練法被・白
大口袴・烏帽子

素面の鈿女命（巫女）は、五十鈴に青幣と麻をつけた榊と鈴、翁面を付けた
手力男命は榊の枝をつけた白大幣に鈴、大宮女命（巫女）は鏡と白幣をつけ
た榊と鈴を持って舞う三人舞。天の岩屋戸に隠れた天照大神を思兼命の策に
より、八咫鏡、八坂勾玉を作らせ、賢木（榊）をそれらにかけて御幣を持ち、
祝詞を唱えさせ、鈿女が神懸かりの舞を舞ったところ、天照大神が身を乗り
出したところを、手力男が手を持って引出し再び世の中は明るくなり、神々
も皆もが大喜びしたという歓びの舞を表すもの。（記紀神話で思兼命が策に
使った招代がそのまま神を招く依代とされ、採り物となっている。）

第6座
八
ヤ

洲
シマ

起
キ

源
ゲン

浮
ウキ

橋
ハシ

事
ワザ

之
ノ

段
マイ

 
（浮橋の舞）

伊弉諾命 
伊弉冉命

日形と扇子・
月形と扇子

①黒の風折烏帽子・
小尉狩衣・千早・
箪子半切りに太刀 
②天冠・白練舞衣

伊邪那岐の面をつけた男神と、伊邪那美の面をつけた女神の二人舞。男神は
太刀を携え、日形、扇、鈴を持ち、女神は、月形、扇、鈴を持つ。この演目は、「国
生み」神話を題材にしたもので舞台中央に天浮橋が置かれる。子孫繁栄ある
いは開運を祈る演目とも伝えられる。

第7座
大
ダイ

道
ドウ

神
ジン

宝
ホウ

三
サン

種
ジュ

神
ジン

器
ギ

事
ワザ

之
ノ

段
マイ

 
（みたからの舞）

神璽事人 
宝剣事人 
内侍所事人

宝珠（真鍮製）・
剣・鏡

①黒の風折烏帽子・
狩衣・白大口袴 
②黒の風折烏帽子・
金色の千早・白大
口袴 
③女神：天冠・唐
織法被・紅の大口
袴

翁の面、千歳の面、伊邪那岐の面をつけた三人による舞。翁は神璽事人と云
い鈴と宝珠を持ち、千歳は宝剣事人と云い鈴と剣を持ち、伊邪那岐は内侍所
人と云い鈴と鏡を持って舞う。「大道」とは天下を治める道理のことで、「三
種神器」とは八咫鏡・八尺勾玉・草薙である。この演目は、国を鎮め守る演
目と伝えられる。

第8座
祓
バツ

除
ジョ

清
ショウ

浄
ジョウ

杓
シャク

 
大
オオ

麻
ヌサ

之
ノ

段
マイ

 
（禊ぎの舞）

巫女 2 人
杓・榊（垂手，
麻）

舞衣・襷・天冠

素面の巫女（少女）による二人舞で、共に杓、扇、鈴を持って舞う。この演目は、
で黄泉の国から戻った伊邪那岐が日向の川の瀬で禊ぎをして心身を祓い浄め
たという記紀神話をもとに、心身を清浄に身の過ちを改めるという教えをあ
らわしたものとされている。幼い巫女が二人で舞うが男性が舞ったこともあ
るといわれる。

第9座
五
ゴ

穀
コク

最
サイ

上
ジョウ

国
コッ

家
カ

 
経
ケイ

営
エイ

之
ノ

段
マイ

 
（種蒔きの舞）

倉稲魂命 
保食命

三方・種壺
鳥兜・襷・白大口
袴

三番叟の面をつけた倉稲魂命は三方、扇、鈴を待ち、着面の保食命も種壺、扇、
鈴を持って舞う二人舞。神楽歌の後に種壺より種子（洗米）を三方に入れ、
種蒔きの所作をする。なお保食命は五穀の神で、倉稲魂命は特に稲の神とさ
れている。この神楽は五穀が実り、国が豊かに栄えることを願う舞とされる。

第10座
翁
オキナ

三
サン

神
ジン

舞
ブ

楽
ガク

之
ノ

段
マイ

 
（翁三神の舞・
三番の舞）

表筒男命 
中筒男命 
底筒男命

日の丸扇子 
三番，千歳は
翁と同じ

①直垂・白大口袴・
烏帽子 
②直垂・緞子半切 
③直垂・赤大口袴

面をつけた翁、三番叟、千歳が扇（日の丸）を持って舞う三人舞。翁三神は
表筒男命、中筒男命、底筒男命の住吉三神で海路の守護神である。舞楽は武
学にも通じ、平和な時こそ備えとして武学が大切であるということを教えて
いるとされる。
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曲目の名称 神名 採り物 装束 舞の解説

第11座
鎮
チン

悪
アク

神
ジン

発
ハッ

弓
キュウ

 
靱
ウ ツ ボ

負之
ノ

段
マイ

 
（弓ひきの舞）

右大臣 
左大臣

弓（右大臣） 
矢（左大臣）

鳥兜・側次白大口
袴

着面の右大臣、左大臣が弓矢、鈴を持って舞う二人舞。鎮悪神とは荒ぶる神
を鎮めること、発弓とは天照大神が下界の中つ国を鎮めるために諸神に与え
た弓矢ことで、靭負とは靭（矢受け）を背負うという意味。須佐之男命が天
照大神に会おうとしたときに、女神でありながら、多くの矢が入る靭を背負
い対面したという記紀神話によるものとされる。悪神を降伏させる神楽とし
て、たたりを鎮め、取り除く神楽として勇壮に舞われる。また疫病が流行し
た際にもこの神楽を舞ったと伝えられている。

第12座

天
テン

神
ジン

地
チ

祇
ギ

感
カン

応
ノウ

納
ノウ

受
ジュ

之
ノ

段
マイ

 
（縁結びの舞・
御祝儀の舞）

鵜葺草葺不
合命 
玉依姫命

青大幣と鈴 
五色切り混ぜ
の幣と鈴

①黒の風折烏帽子・
狩衣・浅黄指貫
②天冠・白舞衣・褌

鵜葦草葦不合命（伊邪那岐の面）は青大幣と鈴を持ち、玉依姫命（伊邪那美
の面）は五色の幣と鈴を持って舞う二人舞。天神地祇とは天地間のあらゆる
神々の心が人々の善悪に感応し、聞き届けていただけるという意味。耕作を
怠らず、一年中穀物の神を祀って祈願すれば、豊年が続くという教えを含ん
でいると伝えられ、また願いがかなうことを祈って、この曲目を最後の 12
座としたといわれている。

番外
天
アマ

津
ツ

国
クニ

津
ツ

狐
キツネ

之
ノ

舞
マイ

 
（山の神の舞）

山の神 
天狐 
地狐

合幣・鈴（山
の神） 
杓・鈴（天狐，
地狐）

山の神（ひょっとこ面）は合幣と鈴、着面の天狐と地狐は杓と鈴を持つ三人舞。
おどけた神狐が農夫に種蒔きを教えるという舞で、その年の災難を祓うため、
参詣人に菱餅を投げ、分け与える慣わしがある。江戸の里神楽から逆流入さ
れたものではといわれ、八甫地区の鷲神社（分社）でのみ行われている。

太
タ

刀
チ

折
オリ

紙
ガミ

之
ノ

舞
マイ

手力男命 扇・太刀・白
紙

手力男命が折った白紙と扇を持って舞い、その後右手に持った太刀で折紙を
切って舞う。この神楽は家内安全と悪魔よけの舞とされる。12 座に編成さ
れる前にあったものの名残といわれている。

端
ハ

神
カ

楽
グラ

1 人（巫女）白幣・鈴
素面の巫女が白幣と鈴を持って舞う一人舞。曲目と曲目の間に舞われるもの
で、曲はなく、拍子方は次に舞われる神楽の曲を奏で、巫女はそれに合わせ
て舞う。

（出典：鷲宮催馬楽神楽（鷲宮町教育委員会発行平成 16 年の改訂版） 
※但し舞の解説については、保存会の方からの聴き取り及び鷲宮催馬楽神楽（鷲宮町教育委員会発行平成 16 年の改訂版）より抜粋照合してまとめた。
※素面による舞……第 1 座（一人舞）・第 2 座（二人舞）・第 3 座（四人舞）・第 8 座（少女の巫女による二人舞）

▍【表８】鷲宮催馬楽神楽の演目一覧（続き）

▍【写真32】鷲宮催馬楽神楽で使用する採物

種壺（左）と三方（右）（第九座） 杓（第八座）

鈴（右手）と五色幣（左手）
（第十二座）

中啓（右手）と日形（左手）（第六座） 笹（右）と榊（左）（第二座）
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《
コ
ラ
ム
　
埼
玉
県
指
定
史
跡
：
寛
保
治
水
碑
》

　

鷲
宮
神
社
の
境
内
に
は
、
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
高
さ
約
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
灯

籠
型
の
石
碑
が
建
っ
て
い
る
。

　

こ
の
石
碑
は
、
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
利
根
川
の
改
修
工
事
に
携
わ
っ
た
長
門

国
萩
藩
（
山
口
県
萩
市
）
藩
主
・
毛
利
宗
広
が
、
工
事
の
完
工
記
念
に
神
社
に
奉
納
し

た
も
の
で
、「
刀
禰
上
流
以
南
修
治
告
成
碑
（
と
ね
じ
ょ
う
り
ゅ
う
い
な
ん
し
ゅ
う
じ

こ
く
せ
い
ひ
）」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
碑
文
は
、
当
時
江
戸
で
活
躍
し
た
儒
学
者
服は

っ
と
り部

南な
ん
か
く郭
が
作
っ
た
文
章
で
、
碑
文
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
八
月
、
関
東
地
方
は
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
利
根
川
を
は

じ
め
、
各
地
で
河
川
が
氾
濫
し
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
大
洪
水
に
対
し

て
、
江
戸
幕
府
は
復
旧
作
業
を
全
国
の
諸
大
名
一
〇
藩
に
命
じ
た
。
萩
藩
毛
利
家
も
そ

の
一
員
で
、
幕
府
は
毛
利
家
に
対
し
て
、
久
々
宇
（
埼
玉
県
本
庄
市
）
か
ら
間
口
（
加

須
市
）、
粕
壁
（
春
日
部
市
）
に
至
る
ま
で
の
利
根
川
中
流
域
と
そ
の
支
流
、
流
域
地

域
の
用
悪
水
路
の
復
旧
・
改
修
工
事
を
命
じ
た
。
毛
利
家
は
一
七
〇
七
人
の
家
臣
や
人

足
を
現
地
へ
派
遣
し
、
堤
防
の
補
修
や
補
強
工
事
、
堆
積
し
た
土
砂
の
浚
渫
（
し
ゅ
ん

せ
つ
）
作
業
を
行
っ
た
。
対
象
地
域
が
広
大
で
、
工
事
は
難
行
し
た
が
、
延
べ
一
〇
〇

万
人
以
上
の
人
足
が
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
、
翌
年
に
は
一
連
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　

こ
の
と
き
工
事
に
従
事
し
た
人
足
の
中
に
は
、
被
災
住
民
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
毛
利
家
で
は
、
洪
水
に
よ
っ
て
生
業
を
失
い
困
窮
し
た
人
々
を
人
足
と
し
て

雇
い
、
賃
銭
を
与
え
る
こ
と
で
生
活
を
支
援
し
た
。
工
事
完
工
後
、
こ
れ
ら
の
事
実
を

後
世
に
末
永
く
伝
え
る
た
め
、
寛
保
治
水
碑
を
建
立
し
た
。

　

寛
保
治
水
碑
は
、
当
時
の
人
々
が
直
面
し
た
災
害
と
そ
こ
か
ら
の
復
興
の
記
憶
を
現

代
に
伝
え
る
貴
重
な
文
化
財
と
い
え
る
。



41

左側面

右側面

正面

背面

→

←
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七　

近
代
の
鷲
宮
神
社

　
　
　
（
一
）
明
治
維
新
と
鷲
宮
神
社

　
　
　
　
　
　
　
①
社
領
四
〇
〇
石
の
上
地
と
社
格
の
降
格

　

明
治
元
年
（
一
八
六

八
）
十
一
月
二
十
四

日
、祭
政
一
致
を
唱
え

る
維
新
政
府
の
も
と
で

鷲
宮
神
社
は
、
神
祇
官

支
配
の
准
勅
祭
社
に
指

定
さ
れ
【
写
真
33
】、

宮
中
よ
り
奉
弊
使
が
派

遣
さ
れ
た
。
こ
の
制
度

は
、
新
た
な
都
と
さ
れ

た
東
京
が
あ
る
武
蔵
国

一
宮
社
で
あ
る
氷
川
神

社
を
勅
使
派
遣
の
勅
祭

社
（
勅
使
が
参
向
し
て

祭
祀
が
執
行
さ
れ
る
神

社
）
と
し
、
そ
れ
に
準

じ
る
神
社
と
し
て
一
二

社
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
一
〇
社

は
東
京
都
区
内
に
位
置

し
て
お
り
、
郊
外
で
は

鷲
宮
神
社
と
六
所
宮

（
大
國
魂
神
社
）
の
み

で
あ
っ
た
【
表
９
】。
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
代
か
ら
続
く
重
要
社
と
し
て
鷲
宮
神
社
を

明
治
政
府
が
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

▍【写真33】神祇官書状
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【表９】准勅祭社一覧

現在の神社名 当時の神社名 現所在地

富岡八幡宮 富岡八幡宮 江東区富岡

芝大神宮 芝大神宮 港区芝大門

山王日枝神社 山王日枝神社 千代田区永田町

赤坂氷川神社 赤坂氷川神社 港区赤坂

根津神社 根津神社 文京区根津

神田神社 神田神社 千代田区外神田

亀戸天神社 亀戸天神社 江東区亀戸

白山神社 白山神社 文京区白山

王子神社 王子神社 北区王子本町

大國魂神社 六所宮 府中市宮町

鷲宮神社 鷲宮神社 久喜市鷲宮

品川神社 品川貴船社（品川神社） （品川区）※

荏原神社 品川貴船社（荏原神社） （品川区）※
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鷲
宮
神
社
は
、
翌
二
年
一
月
に
は
年
始
参
朝
を
仰
せ
付
け
ら
れ
、
毎
月
十
日
宮
中
に

玉
串
を
献
上
す
る
よ
う
達
せ
ら
れ
た
。
こ
の
月
例
玉
串
献
上
は
、
当
時
東
京
近
郊
で
は

氷
川
神
社
・
香
取
神
社
・
鹿
島
神
社
・
鷲
宮
神
社
・
六
所
神
社
の
五
社
だ
け
で
あ
っ

た
。
同
年
三
月
に
は
、
版
籍
奉
還
が
布
告
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
領
主
と
し

て
年
貢
の
徴
収
等
を
行
っ
て
き
た
鷲
宮
神
社
も
、
す
べ
て
政
務
に
か
か
わ
る
こ
と
は
最

寄
り
の
県
庁
が
行
う
こ
と
に
な
り
、
鷲
宮
神
領
の
支
配
権
は
排
除
さ
れ
、
年
貢
収
納
権

だ
け
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
神
主
の
大
内
兵
庫
は
、
神
社
の
経

営
が
困
難
に
な
る
と
し
て
、
伺
い
書
を
神
祇
官
に
提
出
し
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
。

　

同
じ
頃
、
駅
法
が
改
正
さ
れ
て
、
宿
や
そ
の
周
辺
村
落
に
課
し
た
夫
役
で
あ
る
助
郷

の
組
み
替
え
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
免
除
と
な
っ
て
い
た
鷲
宮
神
社
に
対
し
て
も

助
郷
役
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
神
主
大
内
兵
庫
は
神
祇
官
に
免
除

を
願
い
出
た
が
、
管
轄
が
異
な
る
と
し
て
支
配
所
で
あ
る
大
宮
県
に
免
除
願
い
を
出
す

よ
う
言
わ
れ
、
大
宮
県
に
か
け
あ
っ
た
が
、
神
祇
官
に
差
し
戻
さ
れ
た
。
そ
こ
で
再
び

神
祇
官
に
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
該
当
す
る
宿
場
が
中
田
・
栗
橋
宿
だ
っ
た
の
で
葛
飾
県

へ
願
書
を
提
出
し
た
結
果
、
神
祇
官
の
働
き
掛
け
も
あ
り
よ
う
や
く
落
着
を
み
て
い

る
。
新
政
府
成
立
直
後
の
混
乱
の
余
波
を
受
け
、
神
社
側
が
振
り
回
さ
れ
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
三
月
、
浦
和
県
か
ら
の
指
令
で
、
こ
れ
ま
で
鷲
宮
神
社
が

ま
と
め
て
い
た
神
領
の
「
宗
門
人
別
改
帳
」
を
浦
和
県
へ
直
接
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
。
さ
ら
に
同
年
九
月
晦
日
に
は
、
鷲
宮
神
社
は
神
祇
官
の
直
接
支
配
か
ら
浦
和
県

の
所
管
に
移
さ
れ
、
毎
月
の
玉
串
献
上
も
年
三
回
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
の
県

社
へ
の
降
格
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
（
一
八
八
六
～
八
八
）

に
か
け
て
、
数
度
の
官
社
加
列
願
が
提
出
さ
れ
る
が
社
格
の
変
更
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
一
月
に
寺
社
領
の
「
上
知
令
」
に
よ
り
社
領

四
〇
〇
石
が
上
知
さ
れ
る
と
、
境
内
地
を
除
き
、
他
は
す
べ
て
浦
和
県
に
接
収
さ
れ

た
。
こ
の
た
め
、
社
家
や
神
楽
役
な
ど
の
家
臣
は
す
べ
て
暇
を
出
さ
れ
た
。

　

こ
の
間
、
供
僧
の
大
乗
院
は
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
明
治
新
政
府
に
よ
り
神
仏

分
離
令
が
出
さ
れ
る
と
、
僧
侶
は
神
職
と
な
り
、
東
大
路
義
江
を
名
乗
っ
た
。
大
乗
院

は
翌
二
年
に
廃
寺
と
な
り
、
鷲
宮
神
社
の
本
地
仏
で
あ
る
「
木
造
釈
迦
如
来
坐
像
」（
現

県
指
定
文
化
財
）
は
霊
樹
寺
に
移
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
②
大
内
氏
の
鷲
宮
離
社
と
新
た
な
神
主
支
配

　

神
主
大
内
由
伎
雄
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
五
月
の
太
政
官
布
告
に
よ
り
神
主

の
世
襲
制
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
、
一
旦
神
主
を
免
じ
ら
れ
た
。
同
六
年
五
月
に
改

め
て
祠
掌
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
翌
七
年
十
一
月
、
理
由
不
詳
な
が
ら
こ
れ
も
罷
免
と
な

っ
た
。
新
た
な
神
主
に
は
、
足
立
郡
南
部
領
中
川
村
の
神
主
小
山
太
郎
が
神
官
と
し
て

任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
鷲
宮
神
社
の
神
主
職
に
は
、
由
伎
雄
の
養
父
で
あ
る
大
内
伯

道
が
就
任
し
、
由
伎
雄
の
復
帰
を
望
ん
だ
が
、
由
伎
雄
は
明
治
十
年
頃
に
は
鷲
宮
を
去

り
、
川
田
谷
村
（
桶
川
市
）
の
川
田
谷
小
学
校
長
を
経
た
後
、
栃
木
県
足
利
市
へ
転
居

し
て
い
る
。
大
内
伯
道
の
後
は
、
東
角
井
福
臣
、
磯
部
重
浪
が
祠
官
（
宮
司
）
を
勤
め

て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
頃
鷲
宮
神
社
で
行
わ
れ
て
い
た
行
事
に
つ
い
て
は
、「
明
治
十
年
年
中

祭
典
費
見
積
書
」
に
よ
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

（
国
家
的
行
事
）

　
　
　

一
月
三
日　
　

元
始
祭　
　
　
　

一
月
二
十
九
日　

紀
元
節

　
　
　

一
月
三
十
日　

孝
明
天
皇
祭　
　

四
月
三
日　
　
　

神
武
天
皇
祭

　
　
　

九
月
十
七
日　

皇
大
神
宮
祭　
　

十
一
月
三
日　
　

天
長
節

　
　
　
　
　

（
神
社
独
自
の
行
事
）

　
　
　

一
月
一
日　
　
　

米
除
神
事　
　

二
月
十
三
日　
　

例
大
祭

　
　
　

六
月
三
十
日　
　

大
祓
神
事　
　

七
月
七
日　
　
　

古
器
風
入
神
事　

　
　
　

十
一
月
四
日　
　

例
大
祭　
　
　

十
二
月
三
十
一
日　
　

〃

　

こ
の
ほ
か
の
神
事
と
し
て
、
五
月
一
日
の
御
田
植
神
事
・
夏
越
祓
神
事
・
十
一
月
一

ノ
酉
神
事
が
あ
る
。
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こ
の
う
ち
、
夏
越
祓
神
事
は
拝
殿
正
面
に
茅
で
編
ん
だ
輪
を
か
け
、
神
楽
の
奉
納
の

ほ
か
、
紙
の
人
形
を
参
拝
者
に
配
り
、
集
め
た
人
形
を
回
収
し
た
後
、
神
輿
に
渡
御
の

行
列
が
川
口
村
（
加
須
市
川
口
）
の
古
利
根
川
の
川
岸
に
設
け
ら
れ
た
祭
場
に
赴
く
。

こ
こ
で
人
形
を
船
の
中
に
入
れ
、
み
そ
ぎ
祓
い
を
行
っ
て
川
に
流
し
た
の
ち
、
荒
磯
神

社
に
詣
で
る
と
い
っ
た
も
の
で
河
川
と
の
か
か
わ
り
が
極
め
て
深
い
珍
し
い
神
事
で
あ

る
【
写
真
34
】。
な
お
、
こ
の
神
事
に
用
い
る
竹
は
古
来
よ
り
大
室
村
（
加
須
市
大
室
）

の
竹
を
用
い
た
と
さ
れ
る
（
中
島
竦
「
鷲
宮
國
寶
考
」『
史
学
』
二
巻
二
号　

一
九
二
三
年
）。

　

明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
三
月
に
な
る
と
、
神
社
経
営
の
不
振
か
ら
資
金
蓄
積
の

方
法
と
し
て
頼た

の
も
し
こ
う

母
子
講
で
あ
る
「
鷲
宮
修
営
講
」
が
発
足
し
た
。
頼
母
子
と
は
、
鎌
倉

時
代
以
降
の
庶
民
の
共
済
的
な
金
融
組
織
で
、
親
（
発
起
人
）
と
講
中
（
仲
間
）
が
定

期
的
に
一
定
の
金
・
米
を
出
し
合
い
、
入
札
・
く
じ
な
ど
で
順
次
掛
金
・
掛
米
を
借
り

る
方
法
で
あ
る
。
講
の
目
的
は
、
鳥
居
の
新
築
、
本
社
の
屋
根
葺
き
替
え
他
社
の
営
繕

の
た
め
と
あ
る
の
で
、
こ
の
講
の
場
合
は
、
神
社
の
造
営
資
金
調
達
が
目
的
で
、
籤
数

は
一
口
金
一
円
で
一
一
〇
〇
本
で
あ
っ
た
。
翌
十
四
年
、
埼
玉
県
か
ら
の
指
摘
に
よ
り

名
称
を
「
共
救
社
」
と
改
め
た
。
そ
の
後
、
共
救
社
は
、
掛
け
金
未
納
者
が
続
出
し
た

た
め
、
講
員
と
の
訴
訟
問
題
に
発
展
し
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
解
散
し
た
。

　

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
十
一
月
に
は
、
内
務
省
か
ら
下
賜
さ
れ
た
三
〇
〇
円
を

元
に
鷲
宮
神
社
保
存
会
を
設
立
、
義
捐
金
を
有
志
者
か
ら
集
め
、
そ
の
資
金
か
ら
公
債

や
株
式
を
求
め
て
利
子
を
社
殿
の
修
復
等
に
あ
て
る
も
の
で
、
明
治
二
十
年
に
県
か
ら

設
立
許
可
を
得
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
明
治
十
九
年
に
資
金
集
め
の
た
め
演
劇
興

行
を
開
催
す
る
な
ど
様
々
な
形
で
資
金
繰
り
に
苦
労
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
③
明
治
天
皇
の
臨
幸
と
境
外
官
有
林
の
境
内
地
編
入

　

明
治
二
十
九
年
（
一
八
九
六
）
十
月
、
近
衛
師
団
小
機
動
演
習
が
岩
槻
・
久
喜
・
幸

手
方
面
な
ど
で
実
施
さ
れ
た
。
十
月
二
十
一
日
に
は
、
鷲
宮
付
近
で
行
わ
れ
た
近
衛
師

団
の
演
習
を
明
治
天
皇
が
臨
幸
し
、
鷲
宮
神
社
は
社
務
所
が
小
休
所
と
し
て
使
用
さ
れ

た
。
天
皇
が
使
用
し
た
水
は
神
社
境
内
よ
り
湧
き
出
る
石
造
の
神
水
で
、
井
水
は
清
く

冷
や
や
か
で
あ
っ
た
と
い
う
。
境
内
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
の
明
治
天
皇
行
在

所
の
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
鷲
宮
神
社
境
内
地
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
上
知
令
の
際
に
官
有
境

内
地
と
し
て
一
町
六
反
三
畝
一
〇
歩
（
約
一
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
は
神
社
の
境
内
地
と

な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
旧
境
内
が
境
外
官
有
林
（
国
有
林
）
と
な
っ
て
い
た
。
こ

の
中
に
鷲
宮
末
社
八
幡
社
と
神
明
社
が
鎮
座
し
て
お
り
、
境
内
か
ら
末
社
に
至
る
間
に

参
道
が
通
じ
て
お
り
、
参
拝
者
が
絶
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
神
社
で
は
明
治

三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
八
月
に
こ
の
官
有
林
を
境
内
地
に
編
入
す
る
願
書
を
内
務
省

に
提
出
し
た
。
こ
の
時
は
却
下
さ
れ
た
が
、
翌
年
五
月
に
改
め
て
願
書
を
提
出
し
た
結

果
、
同
年
十
月
十
三
日
に
一
町
八
反
二
畝
一
八
歩
の
境
外
官
有
林
が
境
内
地
へ
の
編
入

を
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
許
可
を
受
け
て
、
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
は
、「
神

園
設
置
ノ
義
ニ
付
願
」（
鷲
宮
神
社
文
書
№
57
）
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
付
図
【
写
真

▍【写真34】現在の夏越祭
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35
】
に
よ
れ
ば
、
素
戔
嗚
社
（
八
坂
神
社
）
の
北
に
新
た
な
池
を
掘
り
、
水
路
で
社
務

所
東
側
の
在
来
池
に
繋
げ
る
こ
と
や
、
本
社
北
側
の
神
明
社
に
至
る
元
の
境
外
地
に
散

策
路
を
設
置
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
明
治
三
十
五
年
の
久
喜
～
加
須
間
の
東
武
鉄
道
延
長
に
と
も
な
い
、
境

内
地
の
う
ち
二
畝
六
歩
が
線
路
用
地
と
し
て
東
武
鉄
道
に
割
譲
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

同
区
間
の
開
通
は
同
年
九
月
六
日
で
あ
っ
た
。

　
　
　
（
二
）
神
社
奉
斎
会
の
設
立
と
境
内
の
整
備

　
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
に
は
、
太
刀
が
国
宝
（
現
重
要
文
化
財
）
に
指
定
さ
れ
た
。

　

大
正
七
年
三
月
、
鷲
宮
神
社
で
は
神
社
附
属
団
体
の
結
成
を
埼
玉
県
に
申
請
し
た
。

こ
の
団
体
の
開
催
会
則
に
よ
れ
ば
、
名
称
は
「
県
社
鷲
宮
神
社
奉
斎
会
」
と
称
し
、
こ

の
会
の
目
的
は
神
社
に
付
属
す
る
太
々
神
楽
の
講
社
を
組
織
す
る
と
と
も
に
、
神
社
地

内
外
の
景
勝
保
存
と
そ
の
改
善
、
祭
事
そ
の
他
神
社
に
付
属
す
る
す
べ
て
の
事
業
の
経

営
に
あ
た
り
、
事
務
所
は
境
内
の
氏
子
会
館
に
置
く
と
な
っ
て
い
る
。

　

奉
斎
会
の
事
業
で
は
、
毎
年
太
々
神
楽
の
講
社
を
募
集
し
て
神
楽
に
招
待
す
る
が
、

講
社
は
一
人
金
一
円
以
上
を
も
っ
て
団
体
奉
納
す
る
講
と
三
〇
銭
以
上
を
も
っ
て
団
体

奉
納
す
る
講
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
奉
斎
会
の
会
則
に
あ
る
よ
う
に
、
大
正

八
年
四
月
に
は
境
内
地
五
〇
坪
を
運
動
園
と
し
て
開
園
し
た
【
写
真
36
】。

　

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
十
二
月
、
大
落
古
利
根
川
の
支
川
青
毛
堀
川
の
拡
幅
改
修

工
事
の
た
め
、
境
内
地
七
坪
が
河
川
敷
と
な
っ
た
。
五
年
七
月
に
は
、
東
武
伊
勢
崎
線

の
拡
幅
工
事
に
と
も
な
い
、
線
路
敷
地
拡
張
用
地
と
し
て
東
武
鉄
道
に
境
内
地
二
八
坪

が
売
却
さ
れ
た
。
次
い
で
六
年
十
月
よ
り
、
遷
宮
の
た
め
本
社
の
社
殿
大
修
理
が
始
め

ら
れ
、
屋
根
が
檜
皮
葺
か
ら
銅
板
葺
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
年
の
十
一
月
一
日
～
三
日

の
三
日
間
に
大
遷
宮
式
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
三
）
徳と

く
と
み
そ
ほ
う

富
蘇
峰
と
鷲
宮
神
社

　

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
に
鷲
宮
神
社
宮
司
に
任
じ
ら
れ
た
相
沢
正
直
は
、
昭
和
八

年
（
一
九
三
三
）
五
月
に
、
明
治
二
十
九
年
に
行
わ
れ
た
近
衛
師
団
演
習
の
際
の
明
治

天
皇
聖
蹟
記
念
碑
三
基
を
建
設
す
る
な
ど
、
鷲
宮
神
社
の
文
化
財
の
保
存
・
伝
承
に
尽

力
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
記
念
碑
建
立
と
と
も
に
、
同
年
九
月
、
神
社
大
鳥
居
の
傍
ら
に
鷲
宮
神

社
の
社
賓
で
あ
っ
た
徳
富
蘇
峰
筆
に
よ
る
「
武
蔵
国
鷲
宮
神
社
」
と
刻
ま
れ
た
大
社
号

標
が
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
社
号
標
は
、
花
崗
岩
で
幅
が
約
七
八
㎝
角
、
高
さ
が
約
四
・

八
メ
ー
ト
ル
、
台
石
を
合
わ
せ
る
と
約
六
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
で
関
東
一
と
も
い
わ

▍【写真35】鷲宮神社境内神園設置願付図
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）
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れ
る
。
こ
の
工
費
は
一
、
〇
〇
〇
円
で
、
寄
附
者
は
宮
司
相
沢
正
直
の
親
戚
で
あ
る
相

沢
煕ひ

ろ
し、
茨
城
県
古
河
町
の
田
口
清
次
郎
の
両
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
社
号
を
揮き
ご
う毫
し
た
徳

富
蘇
峰
は
国
民
新
聞
社
を
設
立
し
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
相
沢
煕
は
同
社
で
教

育
記
者
と
し
て
活
躍
す
る
と
と
も
に
蘇
峰
の
秘
書
と
し
て
常
に
周
囲
に
い
た
。
蘇
峰

は
、
同
年
十
一
月
に
夫
人
と
相
沢
煕
ほ
か
一
名
を
と
も
な
い
、
鷲
宮
神
社
を
訪
れ
て
い

る
が
、
こ
の
時
の
紀
行
記
を
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
寄
稿
し
て
い
る
【
写
真
37
】。

　

な
お
、
蘇
峰
は
こ
の
ほ
か
明
治
天
皇
臨
幸
四
〇
周
年
を
記
念
し
て
昭
和
十
二
年

（
一
九
三
七
）
七
月
に
建
立
さ
れ
た
「
御
用
水
之
井
」
の
記
念
碑
の
撰
文
と
同
十
五
年

に
建
国
二
千
六
百
年
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
忠
孝
碑
の
題
字
を
揮
毫
し
て
い
る
ほ

か
、
市
内
の
千
勝
神
社
（
中
妻
地
区
）
な
ど
の
社
号
碑
も
揮
毫
し
て
い
る
。

▍【写真36】鷲ノ宮神社境内公園計画図
　（鷲宮神社蔵・久喜市立郷土資料館寄託）

▍【写真37】
　鷲宮神社を訪れた徳富蘇峰
　（昭和8年・鷲宮神社蔵）

▍【写真38】全国蘇峰会大会記念徳富蘇峰絵像
　（相澤凞関連歴史的有価値資料・久喜市公文書館蔵）
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（
四
）
昭
和
の
神
楽
復
興

　

鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
は
、
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
る
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
前
後
か

ら
衰
退
が
は
じ
ま
り
、
二
十
年
代
末
に
は
そ
の
継
承
者
は
白
石
国
蔵
一
人
を
残
す
ま
で

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
七
月
に
、「
天
の
浮
橋
」
と
「
鎮
悪
神
」
の

神
楽
舞
の
笛
の
音
を
録
音
し
て
ラ
ジ
オ
で
全
国
放
送
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
機
会
に
町
内

の
若
者
一
〇
数
名
が
集
ま
り
、「
鷲
宮
神
社
神
楽
復
興
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
な
お
、
昭

和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
二
月
に
は
、
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
が
県
の
無
形
文
化
財
の
指

定
を
受
け
、
名
称
も
「
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
保
存
会
」
に
改
め
ら
れ
た
。

　

先
の
「
復
興
会
」
に
お
い
て
、
若
者
へ
の
指
導
に
あ
た
っ
た
白
石
国
蔵
（
一
八
九
一

～
一
九
六
六
）【
写
真
39
】
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
神
楽
役
の
家
に
生

ま
れ
「
笛
の
国
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
名
人
で
あ
っ
た
。
白
石
の
復
興
活
動
に
よ
っ
て
、
江

戸
時
代
か
ら
続
く
催
馬
楽
神
楽
の
火
は
守
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
現
在

も
白
石
の
技
は
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
保
存
会
を
通
じ
て
、
後
継
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

ま
た
、
鷲
宮
中
学
校
に
は
「
郷
土
芸
能
部
」
が
あ
る
が
、
そ
の
前
身
は
、
昭
和
五
十
五

年
（
一
九
八
〇
）
四
月
に
誕
生
し
た
「
郷
土
芸
能
ク
ラ
ブ
」
で
あ
り
、
放
課
後
に
保
存

会
の
会
員
の
指
導
を
う
け
な
が
ら
熱
心
に
活
動
を
続
け
て
い
る
【
写
真
40
】。
こ
う
し

た
活
動
の
中
か
ら
、
近
年
で
は
女
性
神
楽
師
も
誕
生
し
て
い
る
（
槙
島
知
子
「
現
代
の

伝
統
芸
能
事
情
―
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
に
お
け
る
女
性
神
楽
師
の
誕
生
―
」『
民
俗
文
化

研
究
』
三
号　

二
〇
〇
二
年
）。

　

な
お
、
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
国
の
記
録
作
成
等
の

措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
文
化
財
に
選
択
さ
れ
た
後
、
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
五

月
四
日
に
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
（
五
）
堀
之
内
遺
跡
の
発
掘

　

鷲
宮
神
社
北
側
の
畑
地
か
ら
土
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九

六
二
）
十
二
月
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
鷲
宮
地
区
の
辺
り
は
土
地
が
低
く
、
鷲
宮

神
社
境
内
も
自
然
堤
防
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
る
前
ま
で
は
、

鎌
倉
時
代
よ
り
前
の
遺
跡
が
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
の
発
掘
調
査
で
は
、
縄
文
時
代
前
期
（
約
六
、
〇
〇
〇
年
前
）・
後
期
（
約
四
、
〇

〇
〇
年
前
）・
晩
期
（
約
三
、
〇
〇
〇
年
前
）・
古
墳
時
代
前
期
（
約
一
、
七
〇
〇
年
前
）・

中
期
（
約
一
、
六
〇
〇
年
前
）・
後
期
（
約
一
、
五
〇
〇
年
前
）
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

　

遺
跡
か
ら
は
、
縄
文
時
代
前
期
の
方
形
の
住
居
跡
一
軒
、
同
後
期
の
形
状
不
明
の
住

居
跡
一
軒
・
古
墳
時
代
後
期
の
隅す

み
ま
る
ほ
う
け
い

丸
方
形
の
住
居
跡
（
カ
マ
ド
有
り
）
一
軒
な
ど
が
見

つ
か
っ
た
ほ
か
、
縄
文
時
代
の
土
器
、
土
偶
の
脚
部
や
石
器
、
古
墳
時
代
の
土
師
器
、

須す

え

き
恵
器
や
土ど
だ
ま玉
、
投と
あ
み網
の
網
に
付
け
る
錘お
も
りな
ど
が
出
土
し
た
。
こ
の
発
見
に
よ
っ
て
、

神
社
一
帯
は
縄
文
時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
複
合
遺
跡
で
あ
り
、
こ
の
地
の
地

名
か
ら
当
時
「
堀
之
内
遺
跡
」
と
名
付
け
ら
れ
た
（
現
在
の
名
称
は
「
鷲
宮
神
社
境
内

遺
跡
」）。
ま
た
、
こ
の
地
が
自
然
堤
防
で
は
な
く
、
関
東
ロ
ー
ム
層
の
台
地
で
あ
る
こ

と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
）
に
、
埼
玉
県
の
重
要
遺
跡
に

▍【写真39】
　 若き日の白石
　 国蔵
　（鷲宮神社蔵）

▍【写真40】鷲宮中学校郷土芸能部の練習風景
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選
定
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
）
に
は
二
回
目
の
調
査
が
行
わ
れ
た
が
、
こ

の
時
に
は
縄
文
時
代
・
古
墳
時
代
の
痕
跡
は
発
見
さ
れ
ず
、
近
世
の
溝
が
発
見
さ
れ

た
。

　
　

八　

鷲
宮
神
社
の
い
ま

　
　
　
（
一
）
高
度
経
済
成
長
下
の
鷲
宮
町
と
鷲
宮
神
社

　

昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
五
月
、
日
本
住
宅
公
団
わ
し
宮
団
地
の
造
成
が
始
ま

り
、
鷲
宮
町
も
高
度
経
済
成
長
の
波
に
乗
り
、
人
口
増
加
の
兆
し
が
見
え
始
め
て
い
た
。

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
十
一
月
に
は
日
本
住
宅
公
団
わ
し
宮
団
地
の
入
居
が
始

ま
り
鷲
宮
町
の
人
口
が
一
万
人
を
突
破
し
た
。
昭
和
五
十
一
年
五
月
に
は
、
鷲
宮
催
馬

楽
神
楽
が
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
伝
統
神
楽
を
誇
る
町
民
の
喜

び
は
大
き
か
っ
た
。
活
況
の
中
で
鷲
宮
神
社
は
、
町
民
が
集
う
場
所
と
し
て
様
々
な
イ

ベ
ン
ト
会
場
に
も
活
用
さ
れ
た
。
昭
和
五
十
五
年
の
町
広
報
紙
に
よ
れ
ば
、
二
月
十
四

日
の
節
分
会
に
２
万
人
の
参
拝
客
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
四
月
十
日
に
は
境
内
で
植
木
市

が
開
催
さ
れ
多
く
の
参
詣
客
で
に
ぎ
わ
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年

六
月
六
日
・
七
日
の
二
日
間
に
国
立
劇
場
で
催
馬
楽
神
楽
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
全

国
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）

に
は
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
宇
都
宮
線
の
東
鷲
宮
駅
が
開
業
し
、
首
都
圏
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と

し
て
さ
ら
に
人
口
が
増
加
し
た
。
新
た
な
町
民
を
迎
え
、
鷲
宮
神
社
は
そ
の
歴
史
に
新

た
な
一
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
（
二
）
ア
ニ
メ
「
ら
き
☆
す
た
」
の
聖
地
へ

　

時
代
は
昭
和
か
ら
平
成
へ
と
移
り
、
鷲
宮
神
社
は
新
た
な
参
詣
客
を
迎
え
る
と
こ
ろ

と
な
っ
た
。
ア
ニ
メ
「
ら
き
☆
す
た
」
の
聖
地
巡
礼
者
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
「
ら
き
☆
す

た
」
に
登
場
す
る
「
鷹
宮
神
社
」
は
、
登
場
人
物
の
柊
姉
妹
の
父
が
宮
司
を
務
め
る
神

社
で
、
柊
家
は
こ
の
境
内
に
居
住
し
て
い
る
と
い
う
設
定
。「
鷹
宮
神
社
」
は
鷲
宮
神

社
が
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
埼
玉
県
久
喜
市
に
あ
る
鷲

宮
神
社
が
「
ら
き
☆
す
た
」
の
聖
地
と
な
っ
た
。
神
社
の
入
口
に
あ
る
大
酉
茶
屋
で

は
、
巡
礼
者
同
士
や
地
域
の
方
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
楽
し
ま
れ
て
い
る
と

い
う
。
茶
屋
の
二
階
部
分
は
ア
ニ
メ
関
係
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
開
放
さ
れ
て
お
り
、

フ
ァ
ン
が
立
ち
寄
り
や
す
い
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
神
社
境
内
で
は
、

「
痛い

た
え
ま
絵
馬
」
と
よ
ば
れ
る
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
い
た
絵
馬
の
奉
納
も
さ
か
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
三
）
地
域
振
興
と
土
師
祭

　

土
師
祭
と
は
、
毎
年
九
月
の
第
一
日
曜
日
に
鷲
宮
神
社
境
内
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
通

称
「
千
貫
神
輿
」
の
渡
御
祭
の
別
名
で
あ
る
。
こ
の
神
輿
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）

に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
関
東
最
大
級
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
縦
・
横
と
も
に
約
一
・

四
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
が
三
ト
ン
も
あ
り
、
あ
ま
り
の
重
さ
の
た
め
、
担
ぎ
手
は
一
回
に

約
一
八
〇
人
、
交
代
要
員
を
入
れ
る
と
五
〇
〇
人
以
上
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
た

め
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
は
担
ぎ
手
不
足
の
た
め
台
車
に
乗
せ
て
引
く
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
「
大
神
輿
を
担
ぎ
た
い
」

と
い
う
地
元
有
志
に
よ
り
七
〇
年
ぶ
り
に
復
活
し
、
今
で
は
、
担
ぎ
手
と
し
て
関
東
近

県
か
ら
集
ま
る
約
一
五
〇
団
体
、
お
よ
そ
一
、
五
〇
〇
人
の
は
っ
ぴ
姿
の
若
衆
の
勇
壮

な
姿
が
、
祭
り
気
分
を
盛
り
上
げ
て
い
た
。

　

ま
た
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
、
鷲
宮
神
社
を
舞
台
と
す
る
ア
ニ
メ
『
ら
き

☆
す
た
』
が
放
送
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
翌
年
か
ら
は
土
師
祭
に
「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」

が
登
場
し
、
全
国
か
ら
集
ま
る
「
ら
き
☆
す
た
」
フ
ァ
ン
が
担
ぎ
手
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
は
布
に
描
か
れ
た
絵
を
内
側
か
ら
照
ら
す
、
万
灯
神
輿
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
絵
が
『
ら
き
☆
す
た
』
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
っ
て
お
り
、

「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
の
担
ぎ
手
た
ち
が
『
ら
き
☆
す
た
』
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
名
前
を

掛
け
声
に
乗
せ
て
、
鷲
宮
の
街
を
練
り
歩
く
姿
が
定
番
と
な
り
つ
つ
あ
る
【
写
真
41
】。

巡
行
の
最
後
に
は
「
千
貫
神
輿
」
と
「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
が
神
社
鳥
居
前
に
て
競
演
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す
る
様
子
は
、
ほ
か
で
は
見
ら
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
光
景
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
契

機
に
、「
わ
し
の
み
やM

ISS

コ
ン
」、「
コ
ス
プ
レ
祭
り
」、「
ら
き
す
た
☆
飲
食
店
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
」
な
ど
新
し
い
企
画
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
フ
ァ
ン
は
、
は
じ
め
は
ア
ニ
メ
の
舞
台
と
し
て
の
意
味
の
み
を

も
つ
鷲
宮
に
お
い
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し

て
フ
ァ
ン
と
地
元
住
民
、
フ
ァ
ン
同
士
が
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
き
、
鷲
宮
が
単
な

る
ア
ニ
メ
の
聖
地
か
ら
交
流
の
場
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ

の
よ
う
な
関
係
の
中
で
地
元
住
民
が
フ
ァ
ン
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
、
伝
統
行
事
へ
の

参
画
を
提
案
す
る
よ
う
に
な
り
、
フ
ァ
ン
も
そ
れ
に
応
え
仲
間
た
ち
と
共
に
ま
ち
お
こ

し
に
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
土
師
祭
」
を
通
し
て
、
フ
ァ
ン
に
と
っ
て

鷲
宮
が
居
場
所
で
あ
り
、
自
己
肯
定
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
土
師
祭

は
、
地
元
商
工
会
の
旧
世
代
と
新
た
な
担
い
手
と
な
る
新
世
代
が
交
流
し
、
地
域
振
興

に
新
し
い
風
を
吹
か
せ
る
一
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
的
に
も
新
た

な
「
ま
ち
お
こ
し
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
（
島
田
愛
美
・
羽
藤
千
花
子
・
本
多

光
・
水
田
萌
子
「
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
の
可
能
性
―
鷲
宮
に
お
け
る
「
場
の
意
味
」
の
多

様
化
―
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
叢
』一　

二
〇
一
二
年
）。
な
お
、
土
師
祭
は

平
成
三
十
年
か
ら
開
催
を
休
止
し
て
お
り
、
「
ら
き
☆
す
た
神
輿
」
は
八
坂
祭
で
担
が

れ
て
い
る
。　

　
　

お
わ
り
に　

―  

文
化
が
息
づ
く
ま
ち
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て  

―

　

こ
の
よ
う
に
鷲
宮
神
社
は
、
地
域
に
お
け
る
伝
統
文
化
の
中
心
と
し
て
そ
の
役
割
を

古
代
か
ら
担
っ
て
き
た
が
、
そ
の
流
れ
は
現
在
に
も
地
域
の
人
々
と
神
社
と
の
連
携
に

よ
り
確
実
に
現
代
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）
八
月
十
一
日
、
神
社
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
大
鳥
居
が

倒
壊
し
た
。
倒
壊
の
原
因
は
老
朽
化
と
み
ら
れ
て
お
り
、
け
が
人
が
な
か
っ
た
の
は
幸

い
で
あ
っ
た
が
、
地
域
の
人
々
は
そ
の
倒
壊
を
残
念
が
る
と
と
も
に
、
多
く
の
人
々
が

そ
の
復
興
を
願
っ
て
い
る
。

　

今
年
も
、
元
旦
の
初
詣
か
ら
、
二
月
十
四
日
の
「
鷲
の
年
越
祭
り
」
で
節
分
の
厄
除

豆
が
投
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
七
月
二
十
日
の
夏
祭
で
は
町
内
に
山
車
が
曳
か
れ
、
七
月

三
十
一
日
の
夏
越
祭
で
は
茅
の
輪
く
ぐ
り
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
と
も
に
、
古
利
根
川

で
は
人
形
流
し
の
神
事
が
厳
か
に
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
十
二
月
の
大
酉
祭
で
熊
手
が
売

ら
れ
一
年
が
終
わ
る
。
四
季
折
々
の
行
事
で
は
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
が
奉
納
さ
れ
、

多
く
の
人
が
訪
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
の
中
心
と
し
て
鷲
宮
神
社
が
人
々
と
と
も

に
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
る
神
社
と
し
て
新
た
な
歴
史
の
一
ペ
ー
ジ

を
刻
ん
で
い
く
こ
と
に
期
待
し
た
い
。

▍【写真41】土師祭の千貫神輿（上）・らき☆すた神輿（下）
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鷲
宮
神
社
の
文
化
財

　

鷲
宮
神
社
に
は
、
国
指
定
の
文
化
財
二
件
、
埼
玉
県
指
定
の
文
化
財
六
件
、
久
喜
市

指
定
の
文
化
財
一
件
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鷲
宮
神
社
に
関
連
す
る
指
定
文
化

財
と
し
て
、
県
指
定
文
化
財
一
件
、
市
指
定
文
化
財
二
件
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

鷲宮神社の指定文化財
区分 名　　　称 指定年月日 所有者

国 太刀 大正3年4月17日 鷲宮神社
（東京国立博物館寄託）

国 鷲宮催馬楽神楽 昭和51年5月4日 鷲宮催馬楽神楽保存会

県 銅製双鶴蓬萊文鏡 昭和31年11月1日 鷲宮神社
（久喜市立郷土資料館寄託）

県 銅製蓬萊文鏡 昭和39年3月27日 鷲宮神社
（久喜市立郷土資料館寄託）

県 銅製桐文方鏡
付沈金彫桐文筥 昭和39年3月27日 鷲宮神社

（久喜市立郷土資料館寄託）

県 銅製御正体 昭和39年3月27日 鷲宮神社
（久喜市立郷土資料館寄託）

県 鷲宮神社文書
付棟札一枚　文書三点

昭和39年3月27日
（昭和56年3月27日追加指定）

鷲宮神社
（久喜市立郷土資料館寄託）

県 寛保治水碑
　※40頁のコラム参照 昭和3年3月31日 鷲宮神社

市 鷲宮神社関係資料 昭和52年9月8日 鷲宮神社
（久喜市立郷土資料館寄託）

鷲宮神社関連の指定文化財
区分 名　　　称 指定年月日 所有者
県 木造釈迦如来坐像 昭和53年3月28日 霊樹寺

市 針谷家文書 平成21年6月3日 個人

市 速見家文書 平成21年6月3日 久喜市立郷土資料館
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▂  

太
　
刀
　
　
　
国
指
定
重
要
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
東
京
国
立
博
物
館
寄
託

　

下
野
国
小
山
（
現
栃
木
県
小
山
市
）
を
拠
点
と
し
、
同
国
の
守
護
で
あ
っ
た
小
山

義
政
（
不
明
～
一
三
八
二
）
が
鷲
宮
神
社
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
（
歴
史
的
な
背

景
に
つ
い
て
は
一
〇
頁
参
照
）。

　
刃
長
表
に
「
武
州
太
田
庄
鷲
山
大
明
神
」、
裏
に
「
永
和
二
年
卯
月
十
九
日　
義
政
」

と
寄
進
銘
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
茎
に
は
「
備
中
国
住
人
吉
次
」
の
銘
が
あ
る
。

　

刃
長
が
一
〇
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
身
幅
広
く
、
大
振
り
で
、
切
先
が

延
び
た
姿
に
は
、
南
北
朝
時
代
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

吉
次
は
、
備
中
国
青
江
（
現
在
の
岡
山
県
倉
敷
市
青
江
）
に
平
安
時
代
か
ら
室
町

時
代
に
わ
た
っ
て
栄
え
た
青
江
派
の
刀
工
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
名
前
は
鎌
倉
時
代

か
ら
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
作
風
か
ら
寄
進
銘
（
永
和
二
年
〔
一
三
七
六
〕）
と
同

時
代
の
作
家
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

地
刃
の
で
き
も
よ
く
、
当
時
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
お
り
、
遺
作
の
少
な
い
吉
次
の

研
究
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
好
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寄
進
銘
も
あ
る

こ
と
か
ら
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

太
刀
は
、
東
京
国
立
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
に
は
、

刀
鍛
冶
の
吉
原
義
人
氏
の
手
に
よ
る
写
し
が
収
蔵
・
展
示
さ
れ
て
い
る
。
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▂  

鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
　
　
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
保
存
会

　

鷲
宮
神
社
に
伝
わ
る
神
楽
。
江
戸
時
代
～
昭
和
前
期
に
は
世
襲
の
神
楽
役
に
よ
り

行
わ
れ
て
お
り
、
現
在
は
保
存
会
が
そ
の
技
を
伝
え
て
い
る
。
神
楽
の
伝
統
的
な
名

称
と
し
て
「
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
」
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
名
称
と
し

て
「
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

現
在
は
年
六
回
奉
納
さ
れ
て
い
る
（
一
月
一
日
、
二
月
十
四
日
、
四
月
十
日
、
七

月
三
十
一
日
、
十
月
十
日
、
十
二
月
初
酉
日
、
ほ
か
に
八
甫
地
区
の
鷲
宮
神
社
で
四

月
十
五
日
）。

　

江
戸
時
代
に
、
鷲
宮
神
社
の
神
楽
が
江
戸
な
ど
に
伝
わ
り
広
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

関
東
神
楽
の
源
流
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
催
馬
楽
神
楽
の
流
派
名
が
「
土
師
一

流
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
部
の
江
戸
の
里
神
楽
で
は
「
土
師
流
」
を
名
乗
っ
て

い
る
こ
と
や
、
山
崎
美
成
に
よ
り
文
政
年
間
に
記
さ
れ
た
随
筆
「
海
録
」
に
、
浅
草

の
神
事
舞
太
夫
頭
の
田
村
八
太
夫
が
自
分
達
の
行
っ
て
い
る
「
土
師
舞
」
に
つ
い
て

鷲
宮
で
始
ま
り
伝
わ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
記
事
が
あ
る
こ
と
、
江
戸
の
神
楽
に
関
す

る
史
料
で
あ
る
「
岩
井
神
社
鈴
森
御
神
楽
格
式
」
に
鷲
宮
神
社
神
主
の
大
内
秀
勝
と

思
わ
れ
る
名
前
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
分
か
る
。

　

催
馬
楽
神
楽
の
特
徴
と
し
て
、
舞
が
主
体
の
神
楽
で
あ
り
、
演
劇
的
な
要
素
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
神
楽
の
古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
座
数
は
、
基
本
と
な
る
一
二
座
の
ほ
か
三
座
の
計
一
五
座
あ
る

（
三
八
頁
・
表
３
参
照
）。
第
一
座
な
ど
の
素
面
の
採
物
舞
、
第
四
座
な
ど
の
着
面

で
神
話
を
題
材
と
し
た
舞
、
第
十
座
の
式
三
番
を
象
っ
た
と
さ
れ
る
舞
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。

　

催
馬
楽
神
楽
は
、
唯
一
神
道
の
思
想
的
な
背
景
に
よ
り
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
第
八
～
十
二
座
は
祓
い
の
座
で
あ
る
が
、
祓
い
に

は
唯
一
神
道
の
思
想
的
な
背
景
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
平
安
時
代
の
民
謡

を
元
に
成
立
し
た
、
雅
楽
の
曲
種
の
一
つ
で
あ
る
催
馬
楽
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
催
馬
楽
の
取
り
入
れ
も
唯
一
神
道
の
神
楽
観
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
矢
嶋
正
幸
「
唯
一
神
道
化
す
る
神
楽
に
つ
い
て
の
一
考
察
‐
近
世
前
中
期
・
鷲
宮

神
社
の
神
楽
改
革
‐
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
第
六
四
号　

二
〇
一
八
年
）。
な
お
、
現

在
は
一
座
に
一
曲
の
神
楽
歌
・
催
馬
楽
を
歌
っ
て
い
る
が
、
大
内
国
久
に
よ
っ
て
享

保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
記
さ
れ
た
「
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
歌
」
を
見
る
と
、

神
楽
成
立
時
に
は
現
在
よ
り
も
多
く
の
歌
が
歌
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

神
楽
殿
の
配
置
に
も
特
徴
が
あ
り
、
拝
殿
と
神
楽
殿
が
正
対
し
た
位
置
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
配
置
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
「
大
乗
院
由
緒
書
」
の
絵
図
で

既
に
見
ら
れ
る
。
神
楽
殿
と
し
て
は
、
県
内
で
同
じ
よ
う
な
配
置
は
ほ
か
に
三
か
所

し
か
な
い
（
坂
戸
市
の
大
宮
住
吉
神
社
な
ど
）。
神
社
の
祭
神
が
正
面
で
神
楽
を
見

え
る
よ
う
な
配
置
に
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

文
化
財
の
指
定
等
は
、
昭
和
三
十
五
年
三
月
一
日
付
け
で
埼
玉
県
指
定
無
形
文
化

財
に
指
定
、
同
日
付
で
白
石
国
蔵
が
埼
玉
県
か
ら
「
無
形
文
化
財
鷲
宮
の
催
馬
楽
神

楽
の
保
持
者
」
に
認
定
。
昭
和
四
十
五
年
六
月
八
日
付
け
で
国
か
ら
「
記
録
作
成
等

の
措
置
を
構
ず
べ
き
無
形
文
化
財
」
に
選
択
。
昭
和
五
十
一
年
五
月
四
日
付
け
で
国

指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
。

　

神
楽
の
歴
史
等
は
本
書
三
五
～
三
九
・
四
七
頁
参
照
。
ま
た
、
詳
細
は
埼
玉
県
立

民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
『
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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▍第三座　浦安四方之国固之段

▍拍子方
　  右から笛、大拍子、大太鼓、小太鼓

▍神楽殿
　  文政4年（1821）建立。建立時の棟札は23頁
　【写真23】参照。

▍第十一座　鎮悪神発弓靭負之段

▍神楽役朱印状
　  文政6年（1823）

本
社

拝
殿

神楽殿

▍「大乗院由緒書」の神楽殿の位置
　  宝永5年（1708）、絵図全体は34頁
　【写真27】参照。
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▂  

銅ど
う
せ
い製
双そ

う
か
く鶴
蓬ほ

う
ら
い萊
文も

ん
き
ょ
う鏡

　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

直
径
一
九
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
銅
製
円
形
の
和
鏡
で
あ
る
。

文
様
の
特
色
な
ど
か
ら
鎌
倉
時
代
末
頃
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

　

背
面
は
、
中
国
の
伝
説
に
基
づ
い
た
蓬
萊
山
（
仙
人
の
住
む
霊

山
）
の
文
様
で
あ
る
。
中
央
に
紐
を
通
す
亀
甲
文
の
鈕
、
そ
の
左
側

に
磯
辺
に
立
つ
二
羽
の
鶴
、
右
側
に
瑞
巌
と
松
葉
、
下
方
に
鶴
を
見

上
げ
な
が
ら
波
間
を
泳
ぐ
亀
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
区
に
は

竹
・
雲
・
松
葉
・
波
が
配
さ
れ
て
い
る
。

　

鏡
の
上
方
に
は
、
穴
が
二
か
所
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
神
輿
に
吊
る

す
た
め
の
穴
と
の
伝
承
が
あ
る
。
ま
た
、
火
を
受
け
た
た
め
か
上
部

が
ひ
ど
く
歪
曲
し
て
い
る
。

　

全
体
的
に
や
わ
ら
か
い
線
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
鏡
は
、
平
安

時
代
以
来
の
和
鏡
の
伝
統
を
伝
え
る
優
品
と
さ
れ
て
い
る
。
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▂  

銅
製
蓬
萊
文
鏡
　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

直
径
二
二
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
銅
製
円
形
の
和
鏡
で
あ
る
。

文
様
の
特
色
な
ど
か
ら
室
町
時
代
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。

　

背
面
は
、
中
国
の
伝
説
に
基
づ
い
た
蓬
萊
山
（
仙
人
の
住
む
霊

山
）
の
文
様
で
あ
る
。
中
央
に
紐
を
通
す
亀
甲
文
の
鈕
、
そ
の
左
側

に
二
匹
の
鶴
が
頭
を
下
げ
、
向
き
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
足
元

に
は
二
匹
の
亀
が
た
わ
む
れ
て
い
る
。
右
側
に
は
、
松
の
木
が
あ

り
、
そ
の
枝
は
上
方
に
ま
で
伸
び
て
い
る
。
下
方
に
は
、
一
匹
の
亀

が
泳
い
で
い
る
。
ま
た
外
区
に
は
松
葉
、
瑞
雲
（
め
で
た
い
雲
）
な

ど
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
鏡
の
文
様
は
す
で
に
形
式
化
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
時
期
の

優
れ
た
鏡
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
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▂  

銅ど
う
せ
い製
桐き

り
も
ん文
方ほ

う
き
ょ
う鏡

　
付つ

け
た
り
ち
ん
き
ん
ぼ
り
き
り
ふ
ば
こ

沈
金
彫
桐
文
筥
　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

長
方
形
（
縦
二
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
八
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
の

白
銅
鏡
で
あ
る
。
古
来
、
鏡
は
円
形
で
あ
っ
た
た
め
に
、
長
方
形
の
鏡
は
類
例
が
少

な
い
。
作
風
な
ど
か
ら
桃
山
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
背
面
全
体
に
桐
の
文
様
が

配
さ
れ
、
中
央
に
は
亀
甲
文
の
鈕
、
そ
の
上
部
に
は
く
ち
ば
し
を
あ
わ
せ
た
鶴
が
対

称
的
に
配
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
方
鏡
が
納
め
ら
れ
て
い
る
筥
は
、
沈
金
彫
と
い
わ
れ
る
技
法
で
桐
文
が
施
さ

れ
て
い
る
。
沈
金
と
は
漆
芸
技
法
の
一
種
で
、
漆
塗
の
面
に
刀
な
ど
で
文
様
を
線
刻

し
、
そ
の
線
刻
し
た
溝
に
漆
を
摺
り
込
み
、
さ
ら
に
金
箔
や
金
泥
を
押
し
込
ん
で
文

様
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

　

二
段
か
ら
な
る
中
筥
に
は
、
内
側
に
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
桐
文
が
彫
ら
れ
、
側
面
は

桐
文
の
一
部
を
変
化
さ
せ
た
唐
草
文
が
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。
蓋
の
表
に
は
、
中
央
に

亀
甲
文
を
も
つ
亀
が
置
か
れ
、
周
囲
に
は
桐
文
が
数
多
く
散
ら
さ
れ
て
い
る
。
方
鏡

を
納
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
筥
と
い
え
る
。
こ
の
筥
も
鏡
と
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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▂  

銅ど
う
せ
い製
御み

正し
ょ
う
た
い体

　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

二
面
の
御
正
体
で
あ
る
。
御
正
体
は
、
鏡
の
正
面
に
仏
像
な
ど
を
あ
ら
わ
し
、
社

寺
に
奉
納
す
る
な
ど
し
て
、
礼
拝
の
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
懸
仏
と
も
呼
ば
れ

る
。

　

文
安
二
年
（
一
四
四
五
）
の
も
の
は
直
径
二
三･

七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、「
施
主

河
口
郷
藤
内
五
郎
敬
白　

武
州
太
田
庄
鷲
大
明
神　

文
安
二
年
乙
丑
五
月
四
日
」
の

銘
を
持
つ
。
河
口
郷
は
現
在
の
加
須
市
川
口
に
比
定
さ
れ
る
。『
新
編
武
蔵
風
土
記

稿
』
や
「「
神
社
伝
記
考
証
」（『
埼
玉
県
史
料
』
所
収
）
の
図
、
稲
村
坦
元
「
鷲
宮

神
社
と
其
の
史
料
（
承
前
）」
の
記
述
な
ど
か
ら
、
江
戸
～
昭
和
初
期
に
は
祭
祀
用

の
鉾
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
の
も
の
は
直
径
二
二
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、「
祈

願
武
州
太
田
庄
鷲
山
所
願
成
就
故
也　

長
禄
二
年
戊
寅
八
月
吉
日　

菅
垂
水
郷
国
吉

敬
白
」
の
銘
を
持
つ
。
菅
垂
水
郷
は
、
現
在
の
加
須
市
樋
遣
川
に
比
定
さ
れ
る
（
樋

遣
川
に
あ
る
聖
徳
寺
の
山
号
「
菅
垂
山
」
は
、
菅
垂
水
の
郷
名
に
因
む
と
考
え
ら
れ

て
い
る
）。

　

い
ず
れ
の
御
正
体
も
、
鏡
面
は
鋳
放
し
た
ま
ま
で
磨
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

当
初
か
ら
鏡
と
し
て
で
は
な
く
、
御
正
体
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。



58

▂  

鷲
宮
神
社
文
書
　
付
文
書
三
点
　
棟
札
一
点
　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

戦
国
時
代
の
古
文
書
二
三
通
（
付
の
三
通
含
ま
ず
）
で
あ
る
。

文
書
は
巻
子
装
と
な
っ
て
い
る
。

　

戦
国
時
代
に
鷲
宮
神
社
が
古
河
公
方
の
勢
力
範
囲
に
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
足
利
成
氏
を
は
じ
め
と
し
た
古
河
公
方
関
係
の
文
書
が

数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
一
二
点
）。
次
い
で
、
古
河
公
方
に
代

わ
っ
て
関
東
地
方
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
小
田
原
北
条
氏
関
係
の
文

書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
（
九
点
）。

　

な
か
で
も
古
河
公
方
足
利
成
氏
が
鷲
宮
神
社
に
納
め
た
願
文
は

有
名
で
あ
る
（
一
五
頁
【
写
真
９
】）。
享
徳
の
乱
に
際
し
て
、
敵

対
す
る
幕
府
や
関
東
管
領
上
杉
家
に
対
す
る
戦
勝
祈
願
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
発
給
年
は
、
幕
府
の
主
導
に
よ
り
前

年
に
改
元
さ
れ
て
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
と
な
っ
て
い
る
が
、

願
文
で
は
改
元
を
せ
ず
に
享
徳
五
年
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

成
氏
が
幕
府
に
強
く
反
発
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

付
で
指
定
さ
れ
て
い
る
文
書
三
点
は
本
来
鷲
宮
神
社
所
蔵
の
も

の
で
は
な
く
、
様
々
な
経
緯
で
鷲
宮
神
社
所
蔵
と
な
っ
た
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
付
の
棟
札
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
に
鷲
宮
神

社
を
再
建
し
た
際
の
棟
札
で
、
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
と
応
安

五
年
（
一
三
七
二
）
に
神
社
を
再
建
し
た
際
の
棟
札
を
写
し
た
部

分
も
あ
る
（
九
頁
【
写
真
３
】）。

　

こ
の
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
、

神
社
所
蔵
以
外
の
も
の
も
含
め
た
鷲
宮
神
社
関
係
の
中
世
文
書
は
、

『
鷲
宮
神
社
所
蔵
資
料
総
合
調
査
報
告
書
』
で
詳
細
に
報
告
さ
れ

て
い
る
。

▍鷲2-3▍鷲1-5

▍鷲1-7▍鷲1-6

▍鷲1-8▍鷲1-10
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№ 名　　　称 年月日 西暦 備　　　考
鷲1-3 足利成氏願文 享徳5年（康正2年）2月10日 1456 15頁【写真9】
鷲1-4 足利政氏書状 年未詳2月26日
鷲2-1 足利政氏書状 年未詳8月初吉
鷲2-3 足利政氏書状 年未詳11月17日
鷲1-5 足利高基書状 年未詳7月19日
鷲2-2 足利高基書状 年未詳9月11日
鷲1-7 足利晴氏判物 年未詳2月9日
鷲1-6 足利晴氏判物 年未詳12月27日
鷲1-8 足利藤氏書状 年未詳5月4日
鷲1-10 北条氏康書状 （天文23年）正月11日 1554
鷲2-4 足利梅千代王丸印判状 天文23年12月23日 1554 16頁【写真12】
鷲1-17 北条氏印判状 永禄9年12月12日 1566 16頁【写真14】
鷲1-22 北条氏印判状 年未詳3月5日 19頁【写真18】
鷲1-14 北条氏印判状 年未詳11月23日 18頁【写真16】
鷲1-9 足利義氏書状 年未詳8月1日
鷲1-11 北条氏直書状 （天正10年）正月19日 1582
鷲4-1 北条氏印判状 天正13年8月20日 1585 19頁【写真19】
鷲3-1 北条氏直書状 （天正15年）正月15日 1587
鷲1-20 太田氏印判状 天正17年8月7日 1589 20頁【写真21】
鷲1-13 北条氏房書状 年月未詳8日
鷲1-21 北条氏印判状 天正18年6月5日 1590 20頁【写真22】
鷲1-16 北条氏印判状 永禄5年4月14日 1562 豊前氏関係
鷲1-12 北条氏印判状 天正2年12月12日 1574 豊前氏関係
鷲1-15 千葉利胤判物 天文15年9月14日 1546 付指定、豊前氏関係
鷲1-18 武田信豊書状 年未詳10月8日 付指定
鷲1-19 穴山勝千代印判状 天正11年12月17日 1583 付指定

※鷲宮神社所蔵の県指定文化財の中世文書のみ
※鷲宮神社所蔵以外の中世文書については、21 頁のコラム参照
※編年順（神社関係以外の文書を除く）
※№は、『鷲宮神社所蔵資料総合調査報告書』掲載の文書番号

▍鷲1-11 ▍鷲1-9

▍鷲1-16

▍鷲1-13
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▂  

鷲
宮
神
社
関
係
資
料
　
　
市
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
・
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託

　

鷲
宮
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
国
・
県
指
定
文
化
財
を
除
く
、
文
書
・
和
鏡
・
棟

札
・
金
石
・
刀
剣
・
銚
子
や
盃
等
の
宝
物
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

文
書
は
、
近
世
文
書
一
〇
九
点
、
近
現
代
文
書
六
一
二
点
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

近
世
文
書
で
は
、
徳
川
家
康
が
社
領
四
〇
〇
石
与
え
た
判
物
と
歴
代
将
軍
の
朱
印
状

が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
関
係
の
文
書
が
多
い
こ
と
も
特
徴
の

一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

文
書
・
絵
図
・
棟
札
に
つ
い
て
は
、『
鷲
宮
神
社
所
蔵
資
料
総
合
調
査
報
告
書
』
で

詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

▍大内氏系図　近世後期

▍徳川家康判物　天正19年（1591）
　徳川家康が社領400石を与えた判物。

▍鷲宮催馬楽神楽関係文書
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▍鷲宮神社境内図　近世後期
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▂  

鷲
宮
神
社
の
絵
馬

　
　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
社
蔵
（
小
絵
馬
の
一
部
は
久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
寄
託
）

　

鷲
宮
神
社
に
は
、
大
絵
馬
一
七
点
、
小
絵
馬
二
二
点
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『
第

五
回
特
別
展　

絵
馬
～
願
い
を
こ
め
て
～
』（
鷲
宮
町
立
郷
土
資
料
館
）
に
全
点
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

▍鷲宮神社境内図絵馬
　明治32年（1899）

▍鷲宮催馬楽神楽図絵馬
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▂  

木
造
釈
迦
如
来
坐
像
　
　
県
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
樹
寺
蔵

　

高
さ
八
七
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
け
や
き
材
を
用
い
た
一
本
造
り
で
、
眼
は
像

の
表
面
に
直
に
彫
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
（
彫
眼
技
法
）。
表
面
は
漆
箔
で
仕
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
制
作
時
期
は
、
平
安
時
代
初
期
頃
の
一
木
造
の
伝
統
を
踏
襲
し
た
作
風

か
ら
、
平
安
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
体
主
要
部
を
除
き
、
右
腕
、

両
手
先
等
が
江
戸
時
代
に
補
修
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
像
は
、
鷲
宮
神
社
の
供
僧
頭
大
乗
院
の
仏
像
で
あ
っ
た
。
神
仏
習
合
の
時
代

に
は
、
鷲
宮
の
本
地
仏
は
釈
迦
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
大
乗
院
境
内
に
は
こ
の
坐

像
を
祀
る
本
地
堂
が
あ
っ
た
。
明
治
時
代
初
め
の
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
大
乗
院
が

廃
さ
れ
た
際
、
当
時
の
霊
樹
寺
二
十
七
世
高
峰
宦
道
和
尚
が
、
同
じ
町
内
の
由
緒
あ

る
古
仏
を
他
所
に
出
す
の
は
忍
び
が
た
い
と
し
て
、
苦
心
の
末
に
入
手
し
た
。

　

宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
の
「
大
乗
院
由
緒
書
」（
鷲
宮
神
社
文
書
）
に
よ
る
と
、

か
つ
て
は
唐
招
提
寺
（
奈
良
県
奈
良
市
）
の
仏
像
で
あ
っ
た
が
、
大
乗
院
の
再
興
に

尽
力
し
た
護
持
院
隆
光
に
よ
っ
て
、
大
乗
院
へ
寄
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
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▂  

針は
り
が
や谷
家
文
書
　
　
市
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

個
人
蔵

　

針
谷
家
は
鷲
宮
神
社
領
の
社
領
代
官
・
名
主
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
鷲
宮
神
社
創

建
期
に
天
穂
日
命
と
と
も
に
鷲
宮
の
開
拓
に
あ
た
っ
た
と
の
伝
承
を
持
つ
。
も
と
莿

萱
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）
の
時
に
針
谷
に
改
め
た
と
い
う
。

　

文
書
は
、
幕
末
か
ら
明
治
時
代
の
古
文
書
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鷲
宮

神
社
や
大
乗
院
等
の
動
向
を
示
す
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
総
点
数
一
六
二
点
。

　

な
か
で
も
、
針
谷
家
の
系
図
で
あ
る
「
莿
萱
氏
系
図
」
は
、
針
谷
家
歴
代
の
事
績

と
と
も
に
、
鷲
宮
神
社
の
歴
史
に
つ
い
て
も
記
述
さ
れ
て
お
り
、
鷲
宮
神
社
の
歴
史

を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
史
料
で
あ
る
。『
町
史
』
史
料
一
近
世
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

針
谷
家
文
書
の
目
録
は
、『
鷲
宮
町
諸
家
文
書
目
録
』
第
一
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

▍莿萱氏系図
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▂  

速は
や
み見
家
文
書
　
　
市
指
定
有
形
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
蔵

　

速
見
家
は
鷲
宮
神
社
大
宮
司
大
内
氏
の
家
来
を
務
め
た
家
で
あ
る
。
元
は
豊
臣
秀

頼
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
城
落
城
後
に
大
内
家
を
頼
っ
て
鷲
宮
に
移
っ
た
と
の

伝
承
を
持
つ
。

　

文
書
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
古
文
書
が
多
く
残
り
、
幕
末
の
鷲
宮
社
領
支
配

の
実
態
を
示
す
古
文
書
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
初
期
の
用
水
普
請
文
書
が
ま
と

ま
っ
て
い
る
。
総
点
数
二
四
二
点
。

　

鷲
宮
神
社
の
社
領
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
文
化
財
で
あ

る
。

　
速
見
家
文
書
の
目
録
は
、『
鷲
宮
町
諸
家
文
書
目
録
』
第
一
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

▍社家神楽寺院家来御朱印御書付写
　嘉永7年（1854）

▍唯一神道喪葬略式（部分）
　享保9年（1724）
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鷲
宮
神
社
関
連
史
料

　

鷲
宮
神
社
の
由
緒
書
等
は
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
か
ら
本

書
で
引
用
し
た
史
料
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

一
　
大
内
家
由
緒
書

　

戦
国
～
江
戸
時
代
に
鷲
宮
神
社
神
主
で
あ
っ
た
大
内
家
の
由
緒
書
。
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
に
寺
社
奉
行
所
へ
提
出
し
た
写
し
。
鷲
宮
神
社
文
書
№
六
一
四
。

　
　
　
　
　

由
緒
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州
鷲
宮
神
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
内
右
衛
門

一
私
家
之
儀
者
天
児
屋
根
命
よ
り
代
々
嫡
孫
大
織
冠
鎌
子
大
臣
よ
り
私
迄
四
十
四
代
、

中
興
田
原
藤
太
秀
郷
よ
り
私
迄
三
十
五
代
相
続
仕
候

一
東
照
大
権
現
様
御
直
判
・
御
代
々
御
朱
印
頂
戴
仕
候
織

（
マ
マ
）、
東
照
大
権
現
様
奥
州
景
勝

御
退
治
之
節
、
私
よ
り
六
代
先
祖
大
内
弾
正
ト
申
者
、
栗
橋
利
根
川
御
船
橋
ニ
而
御

出
馬
被
為
遊
候
節
、
御
船
及
半
途
候
節
御
舟
縄
切
申
候
ニ
付
、
弾
正
川
中
江
飛
入
御

船
留
申
候
御
忠
節
御
座
候
ニ
付
、
依
御
感
御
盃
御
銚
子
頂
戴
、
御
太
刀
三
条
宗
近
、

御
馬
拝
領
仕
候
、
其
節
之
御
盃
御
銚
子
ハ
所
持
仕
罷
在
候
、
御
太
刀
者
子
細
御
座
候

而
所
持
不
仕
候

一
御
代
続
御　

目
見
江
之
節
者
、
御
紋
付
之
時
服
私
先
祖
よ
り
代
々
拝
領
仕
着
来
候
、

尤
毎
年
正
月
六
日
年
始
之
御　

目
見
江
之
節
茂
独
礼
席
ニ
而
御　

目
見
江
被　

仰
付
候
、

献
上
物
之
儀
者
御
祈
禱
御
祓
太
麻
并
私
家
よ
り
鳥
目
壱
貫
文
献
上
仕
候

一
御
当
代
茂
父
民
部
儀
御　

能　

拝
見
、
元
禄
四
年
二
月
五
日
被　

仰
付
、
御
料
理

被　

下
置
候
、
御
講
訳

（
釈
カ
）仰
聞
元
禄
十
年
二
月
朔
日
父
民
部
儀
被　

仰
付
、
御
祝
儀
御

雑
煮
被　

下
置
候

一
御
当
代
御
代
継
之
御　

目
見
江
之
節
、
父
民
部
儀
貞
享
元
年
八
月
朔
日
ニ
独
礼
席
ニ
而

被　

仰
付
、
同
月
十
五
日
ニ
御
紋
付
時
服
御
広
蓋
ニ
而
拝
領
仕
候

一
父
民
部
儀
病
身
ニ
付
、
元
禄
十
五
年
八
月
十
八
日
阿
部
飛
騨
守
様
ニ
而
首
尾
能
隠
居
被

　

仰
付
、
私
儀
無
滞
被　

仰
付
、
当
正
月
六
日
年
始
之
御　

目
見
江
任
先
例
於
独
礼

席
被　

仰
付
、
尤
御
祓
大
麻
并
鳥
目
壱
貫
文
献
上
仕
候

一
私
家
之
儀
代
々
武
家
を
茂
相
守
申
候
ニ
付
、
諸
事
所
々
仕
置
等
申
付
、
尤
社
人
等
迄

万
事
私
心
次
第
ニ
仕
置
申
付
候
、
依
之
代
々
鑓
を
茂
為
持
来
候

一
御
当
代
ニ
至
而
鉄
炮
御
改
之
節
茂
、
代
々
所
持
仕
来
候
鉄
炮
三
拾
挺
先
例
之
通
所
持
仕

候
様
ニ
戸
田
能
登
守
様
寺
社
御
奉
行
之
節
被　

仰
付
候
、
以
上

　
　

元
禄
十
六
癸
未
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
内
右
衛
門

　
　
　
　
　
　

十
二
月

　
　

寺
社
御
奉
行
所

　
　
　
　
　
　
　

覚

甲
府
宰
相
様
御
誕
生
之
節
茂
御
祝
儀
御
礼
末
広
御
扇
子
二
本
、
御
箱
肴
献
上
仕
、
御
紋

付
時
服
拝
領
仕
候
、
依
之　

大
猷
院
様
江
御
祝
儀
末
広
御
扇
子
・
鳥
目
・
御
肴
献
上
仕
、
御
紋
付
時
服
拝
領
仕
候

厳
有
院
様
御
新
殿
御
移
徒
之
節
茂
御
祓
・
御
肴
献
上
仕
、
此
節
者
従

両
公
方
様
御
紋
付
時
服
拝
領
仕
候

厳
有
院
様
御
疱
瘡
之
節
御
祓
・
御
箱
肴
献
上
仕
、
御
祝
義
御
紋
付
時
服
拝
領
仕
候

大
猷
院
様
御
四
十
二
御
厄
年
御
祈
禱
御
祓
・
御
肴
献
上
仕
候
、
其
節
茂
御
紋
付
時
服
拝

領
御
仕
候
、
以
上　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

大
内
右
衛
門

二
　
新
編
武
蔵
風
土
記
稿

　

江
戸
幕
府
編
さ
ん
に
よ
る
武
蔵
国
の
地
誌
。
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
か
ら
約
二
〇
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年
を
費
や
し
て
完
成
。
雄
山
閣
の
大
日
本
地
誌
体
系
⑯
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
一
〇

巻
の
埼
玉
郡
鷲
宮
村
の
「
鷲
明
神
社
」
を
転
載
（
一
部
修
正
）。
図
は
、
国
立
公
文
書

館
蔵
「
新
編
武
蔵
風
土
記
」
埼
玉
郡　

巻
之
二
百
十
一
の
図
を
掲
載
。

鷲
明
神
社

当
社
は
式
内
の
神
社
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
、
尤
古
社
な
り
、
祭
神
は
天
穂
日
命
に
て
、
大

背
飯
三
熊
之
大
人
天
夷
鳥
之
命
を
合
祀
す
、【
日
本
書
紀
神
代
巻
】
に
曰
、
素
盞
嗚
尊

之

轤
然
解
其
左
髻
所
纏
五
百
箇
統
之
瓊
綸
、
而
瓊
響
瑲
々
、
濯
浮
於
天
渟
名
井
、
囓

其
瓊
端
置
之
左
掌
而
生
児
、
正
哉
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
復
囓
右
瓊
置
之
右
掌
而

生
児
天
穂
日
命
、
此
出
雲
臣
、
武
蔵
国
造
土
師
連
等
遠
祖
也
と
是
な
り
、
故
に
土
師
宮

と
号
す
べ
き
を
、
和
訓
相
近
き
を
も
て
、
転
じ
て
鷲
明
神
と
唱
へ
来
れ
り
と
い
へ
り
、

又
【
羅
山
文
集
】
に
拠
ば
、
当
社
に
昔
縁
起
十
巻
あ
り
て
、
有
間
王
子
良
岑
安
世
こ
ゝ

に
来
て
神
と
な
る
、
本
地
は
釈
迦
な
り
と
記
し
た
れ
ど
、
全
く
浮
屠
の
妄
説
な
り
と
見

え
た
り
、
鎮
座
の
年
歴
は
詳
な
ら
ず
、【
東
鑑
】
建
久
四
年
十
一
月
十
八
日
の
条
に
、

武
蔵
国
飛
脚
参
申
云
、
昨
夕
当
国
太
田
庄
、
鷲
宮
御
宝
前
血
流
為
凶
怪
之
由
云
々
、
則

卜
筮
之
処
兵
革
兆
云
々
、
十
九
日
壬
午
被
奉
神
馬
（
鹿
毛
）
於
鷲
宮
、
又
可
荘
厳
社
壇

之
旨
被
仰
下
、
榛
谷
四
郎
重
朝
為
御
使
云
々
、
又
承
元
三
年
二
月
十
日
甲
戌
、
武
蔵
国

太
田
庄
鷲
宮
宝
殿
鳴
動
之
由
馳
申
之
、
又
建
長
三
年
四
月
十
三
日
癸
卯
、
相
州
（
按
に

従
五
位
上
相
模
守
時
頼
を
指
）
鷲
大
明
神
為
奉
幣
、
可
遣
御
使
於
武
蔵
国
之
処
、
三
嶋

之
神
事
也
、
他
社
御
奉
幣
事
、
敢
可
有
其
憚
之
由
、
当
社
神
主
申
、
仍
被
譲
子
細
於
若

宮
別
当
法
印
之
間
今
日
進
発
云
々
、
同
月
廿
二
日
若
宮
別
当
法
印
、
自
武
蔵
国
鷲
宮
帰

参
、
御
祈
願
成
就
、
奇
瑞
不
一
、
去
十
九
日
於
社
頭
御
神
楽
之
砌
、
一
之
見
事
託
宣
尤
厳

重
、
殊
有
其
奇
怪
之
由
云
々
、
又
建
仁
三
年
十
月
十
四
日
己
酉
、
鶴
岡
并
二
所
三
嶋
日

光
宇
都
宮
鷲
宮
野
木
宮
、
以
下
諸
社
被
奉
神
馬
、
是
世
上
無
為
御
報
賽
云
々
と
載
た

る
、
鷲
宮
も
当
社
な
る
べ
し
、
又
今
当
社
内
に
存
せ
る
文
禄
四
年
の
棟
札
に
、
正
応
五

年
壬
辰
九
月
十
三
日
、
相
模
守
貞
時
再
興
、
応
安
五
年
壬
子
十
一
月
十
八
日
、
下
野
守
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藤
原
義
政
再
興
せ
し
由
記
し
、
及
永
和
二
年
の
義
政
が
奉
納
せ
る
神
剣
、
文
安
二
年
・

長
禄
二
年
の
銅
鏡
、
足
利
晴
氏
以
下
の
寄
附
状
等
あ
る
に
て
も
、
古
社
な
る
事
知
ら

る
、
御
当
代
と
な
り
て
も
天
正
十
九
年
先
規
の
如
く
、
社
領
四
百
石
の
御
朱
印
を
賜
ひ

し
よ
り
今
も
同
じ
、
天
下
泰
平
御
祈
祷
と
し
て
毎
年
三
月
十
日
・
十
一
日
神
事
あ
り
、

此
時
神
楽
・
催
馬
楽
等
を
興
行
す
、
又
七
月
七
日
に
は
近
郷
の
人
つ
ど
ひ
来
り
て
賑
へ
り

と
云
、
古
棟
札
の
図
左
の
如
し
、

裏
面
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神　

宝
剣　

一
振　
　

長
五
尺
二
寸
、
幅
一
寸
九
分
、
中
心
一
尺
五
寸
七
分
、
銘
な
し
、
往

　

古
よ
り
の
神
剣
と
云
伝
ふ
、

太
刀　

一
振　
　

小
山
下
野
守
義
政
が
納
め
し
も
の
と
云
、
其
図
左
の
如
し
、

宝
珠　

火
取
玉　

水
取
玉　

鵝
腹
ノ
玉　

鹿
麁
ノ
玉　

牛
黄
玉　

駒
玉　

　

以
上
七
種
の
玉
と
称
し
て
、
当
社
第
一
の
神
宝
と
す
、

鉾　

一

銅
鏡　

二
面　
　

此
余
無
銘
の
古
鏡
四
面
あ
り
、
其
内
一
は
角
な
り
、
皆
古
物
な
る

　

こ
と
論
な
し
、
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本
社　
　

前
に
幣
殿
拝
殿
を
建
続
く
、
幣
殿
の
額
は
後
西
院
の
皇
女
の
筆
也
と
云
、

神
崎
神
社　
　

社
伝
に
、
天
穂
日
命
の
荒
魂
を
祝
ひ
祀
る
神
の
陵
と
云
、
中
略
に
て

神
崎
と
号
す
と
い
へ
り
、

本
地
堂　
　

鷲
明
神
の
本
地
仏
釈
迦
を
安
置
す
、
座
像
長
三
尺
、
こ
は
昔
右
大
将
頼

朝
南
都
招
提
寺
へ
寄
附
の
像
な
り
し
を
、
後
年
故
あ
り
て
当
所
へ
移
し
安
置
す
と

云
、

神
楽
堂

末
社　

太
神
宮　

鹿
島　

素
盞
嗚
尊　

姫
宮
八
幡
若
宮
八
幡
香
取
合
社　

天
王　

天

神　

猿
太
彦
命
天
鈿
女
命
武
内
宿
禰
稲
荷
浅
間
駒
形
軍
神
御
室
山
王
合
社　

大
宮
司
大
内
隠
岐　

家
譜
を
閲
る
に
、
藤
原
秀
郷
六
代
の
孫
、
田
原
上
野
介
頼
定
、

建
久
年
中
下
野
国
芳
賀
郡
大
内
庄
に
住
し
て
よ
り
、
大
内
氏
を
称
し
、
藤
原
宗
綱

に
属
す
、
こ
の
宗
綱
は
佐
野
修
理
大
夫
に
や
、
大
内
氏
当
社
の
神
職
と
な
り
し
は
、

其
初
の
人
を
詳
に
せ
ず
、
子
孫
民
部
太
夫
大
和
守
弾
正
少
弼
な
ど
云
あ
り
、
弾
正

少
弼
泰
秀
の
時
に
至
り
、
東
照
宮
奥
州
会
津
御
陣
と
し
て
、
こ
の
辺
御
通
行
の
頃

忠
勤
の
事
あ
る
に
よ
り
て
、
御
手
自
御
盃
を
賜
は
り
、
又
御
刀
、
御
馬
及
時
服
、

蒔
絵
御
銚
子
等
を
も
賜
ひ
し
が
、
泰
秀
の
子
左
馬
介
泰
定
横
死
の
事
あ
り
て
、
其

時
御
刀
は
失
ひ
し
と
云
、
今
の
隠
岐
ま
で
泰
秀
よ
り
十
代
相
続
す
れ
ど
、
大
宮
司

の
称
号
は
正
徳
年
中
御
免
あ
り
し
と
な
り
、
社
人
六
人
、
神
楽
役
七
人
、
巫
女
二

人
属
し
て
祭
祀
祈
祷
等
の
事
を
勤
行
せ
り
、

御
盃
之
図

御
銚
子
之
図
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所
蔵
古
文
書　

八
通

当
社
領
之
事
、
守
護
不
入
、
諸
公
事
免
許
事
、
任
先
御
判
之
旨
、
不
可
有
相
違

候
、
謹
言
、

　
　

二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

晴
氏
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
主
民
部
大
輔
殿

為
端
午
之
祝
儀
、
棰
并
粽
以
下
到
来
、
目
出
度
候
、
謹
言
、

　
　

五
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

鷲
宮
神
主
民
部
大
輔
殿

先
日
御
内
儀
被
仰
出
候
処
、

皮
三
枚
進
上
、
御
悦
喜
候
、
巨
細
高
修
理
亮
可

申
遣
候
、
謹
言
、

　

十
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　
　

義
氏
（
花
押
）

　
　
　
　
　

神
主
弾
正
少
弼
殿

為
八
朔
之
祝
儀
、
差
縄
并
一
荷
一
種
進
上
、
目
出
度
候
、
仍
御
扇
被
遣
之
候
、

謹
言
、

　

八
朔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
氏
（
花
押
）

　
　
　
　
　

神
主
太
和
守
殿

為
改
年
之
一
儀
、巻
数
給
候
、目
出
度
令
頂
戴
候
、特
鯉
廿
、
一
荷
到
来
、
祝
着

候
、
仍
太
刀
一
腰
進
之
候
、
表
一
儀
斗
候
、
恐
々
謹
言
、

　

二
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

左
京
大
夫
氏
康
（
花
押
）

　
　
　
　
　

謹
上　

神
主
民
部
太
輔
殿

従
前
々
之
鷲
宮
領
、
於
自
今
以
後
無
異
儀
令
寄
進
了
、
横
合
非
分
有
之
者
、

何
時
も
可
有
披
露
候
、
仍
状
如
件
、

　

天
正
二
年
甲
戌
九
月
二
日　
　
　

氏
政
（
花
押
）

　
　
　
　
　

鷲
宮
神
主
民
部
太
輔
殿

於
当
社
有
改
年
之
祈
祷
、
巻
数
并
鯉
十
、
索
麺
到
来
、
珍
重
候
、
仍
太
刀
一
腰
進
候
、

恐
々
謹
言

　
　

正
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

氏
直
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

神
主
弾
正
少
弼
殿

先
日
芳
問
為
悦
候
、
不
得
好
便
之
条
、
無
音
慮
外
候
、
仍
息
男
一
級
一
官
之
事

令
申
沙
汰
候
、
口
宣
案
下
之
候
、
名
乗
於
此
方
相
定
候
、
字
之
通
可
然
候
、
珍

重
候
、
一
級
始
叙
五
位
之
儀
、
雖
不
打
任
事
候
、
随
分
申
沙
汰
候
、
次
其
方
一

官
被
申
候
て
可
然
候
、
長
々
上
賂
八
其
無
曲
候
、
拙
者
風
度
令
下
国
、
太
守
へ

御
礼
可
申
心
中
候
、
毎
事
馳
走
頼
入
候
、
此
間
於
禁
裏
日
本
紀
講
尺
申
候
、
取

乱
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

八
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　

大
膳
殿

右
の
文
書
一
通
は
古
く
こ
の
家
に
蔵
す
、
何
人
よ
り
与
へ
し
と
云
こ
と
を
伝
え
ず
、

又
文
段
も
慥
に
読
べ
か
ら
ざ
れ
ど
、
古
き
も
の
な
れ
ば
姑
く
載
す
、

別
当
大
乗
院　

新
義
真
言
宗
、
大
和
国
初
瀬
小
池
坊
末
、
社
領
四
百
石
の
内
四
十
八
石

を
配
当
し
て
所
務
す
と
云
、
鷲
山
神
宮
寺
と
号
す
、
起
立
の
年
歴
は
詳
な
ら
ざ
れ

ど
、
元
文
の
頃
ま
で
永
仁
四
年
の
古
鐘
当
院
に
あ
り
し
と
云
伝
ふ
、
今
は
な
し
、

其
全
文
を
左
に
載
す
、

奉
勧
修
武
州
寄
東
郡
太
田
御
庄

鷲
宮
大
明
神
神
宮
寺
之
鐘
一
口

永
仁
二
二
太
才
丙
申
十
一
月
八
日　
　

聖
人
妙
阿
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大
願
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
願

什
物　

鷲
宮
明
神
画
像　

一
軸　
　

将
軍
頼
朝
の
画
き
し
も
の
と
云
、
衣
冠
を
著
た
る

坐
像
に
て
、
上
に
鷲
を
画
き
あ
り
、
元
禄
年
中
前
住
長
賢
法
印
の
持
来
て
納
め
し
も

の
な
り
、
墨
色
、
紙
の
さ
ま
当
時
の
も
の
と
は
見
え
ず
、
さ
れ
ど
全
く
妄
誕
の
説
と

見
え
た
り
、

三
　
鷲
宮
起
源

　

鷲
宮
神
社
大
宮
司
大
内
国
当
が
記
し
た
神
社
の
由
緒
書
。
木
版
刷
り
。
丸
山
千
里
家

文
書
№
七
八
五
。
國
學
院
大
学
図
書
館
河
野
文
庫
に
も
同
じ
史
料
が
あ
り
、
そ
の
奥
書

に
「
寛
政
五
癸
丑
歳
五
月
吉
辰
」
と
あ
る
（
一
七
九
三
年
）。

（
表
紙
）

 「　

当
社
よ
り
諸
勧
化

　
　

一
切
出
し
不
申
候

　
　
　
　
　

鷲　

宮　

起　

源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

ち
は
や
ふ
る
神
顕
ハ
れ
て
君
と
な
る
、
其
む
か
し
ハ
久
か
た
の
天
津
空
あ
ら
か
ね
の
国

土
と
開
け
て
吾
日
の
本
の
道
広
く
む
そ
し
余
国
と
は
な
れ
り
け
る
、
其
中
に
此
武
さ
し

の
国
ハ
穂
日
命
の
造
り
給
ふ
ゆ
へ
此
神
の
御
領
地
と
定
ら
る
、
さ
れ
ハ
武
具
を
悉
く
こ

め
置
れ
し
故
此
名
あ
り
、
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
神
に
ぬ
か
つ
き
、
し
り
く
め
の
内
外

へ
た
て
す
、
あ
ま
さ
か
る
鄙
の
八
十
氏
人
に
も
当
社
の
起
源
を
し
ら
し
め
ん
と
、
今
大

宮
司
つ
た
な
き
水
く
き
に
お
そ
れ
ら
く
も
し
か
い
ふ

武
蔵
国
造
遠
祖

　

鷲
宮
大
明
神　
　

埼
玉
郡
大
田
庄
鷲
宮
領
鷲
宮
村
鎮
座

　
　
　

旧
号
土ハ

師ジ
ノ

宮

　
　

祭
神　

天ア
マ
ノ

穂ホ

日ヒ
ノ

命ミ
コ
ト　

　

相
殿 

大ヲ
ホ
セ
イ
ヽ
ミ
ク
マ
ノ
ヽ
ウ
シ

背
飯
三
熊
之
大
人

 

天ア
マ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
ノ
ミ
コ
ト

夷
鳥
命

　
　

社
領　

御
判
物　

御
朱
印

日
本
書
紀
神
代
巻
曰
、
素ソ

戔サ
ノ

鳴ヲ
ノ

尊
ミ
コ
ト

、
乃

ヲ
モ
ク
ル
ヽ
ニ然

解
ヒ
キ
ト
キ

二
其
ノ
左
ノ

髺
モ
ト
ヽ
リ
ニ

所マ
カ

纏セ
ル

五イ

百ホ

箇ツ

統ミ
ス
マ
ル
ノ

之
瓊ニ

ノ

綸ヲ
ヽ

一
而
瓊ニ

ノ

響ヲ
ド
ノ 

瑲
ヲ
ト
ナ
ド

瑲
ゝ
ユ
ラ
ニ

二

濯ス
ヽ
キ
ウ
ク浮
於
天ア

マ
ノ

渟ヌ

名ナ

井イ
ニ

一
囓カ

ミ
二
其
ノ
瓊ニ

ノ

端ヲ
一
置
二
之 

左
ノ

掌
タ
ナ
ウ
ラ
ニ

一
而
生ナ

ス
レ

児ミ
コ
ヲ

、
正マ

サ

哉ヤ

吾マ

勝カ
ツ

勝カ
ツ
ノ

速ハ
ヤ

日ヒ

天ア
マ
ノ

忍ヲ
シ

穂ホ

耳ミ
ミ
ノ

尊ミ
コ
ト

、
復マ

タ

囓カ
ミ

二
右
ノ
瓊ニ

ヲ
一

置ヲ
イ
テ

二

之
右
ノ

掌
タ
ナ
ウ
ラ
ニ

一
而
生
レ
児
天ア

マ
ノ

穂ホ

日ヒ
ノ

命ミ
コ
ト

、
此
レ
出
雲
ノ

臣オ
フ
ト

・
武
蔵
国
ノ

造
ミ
ヤ
ツ
コ

・
土ハ

師ジ
ノ

連ム
ラ
ジ

等ラ
ガ

遠ト
ヲ
ツ

祖ヲ
ヤ

也
、
下
略

　

土
師
を
鷲
と
称
る
事
訓
相
通
也
、
人
皇
十
一
代
垂
仁
天
皇
の
此
よ
り
か
く
唱
来
る
、

尤
謂
あ
り
、
穂
日
命
ハ
素
戔
鳴
尊
の
御
子
た
り
と
い
へ
と
も
天
照
大
神
御
養
子
に

な
り
給
ふ
事
ハ
鈿
玉
誓
ひ
の
段
に
詳
な
り
、
委
く
ハ
神
秘
な
れ
ハ
略
す
、
武
蔵
第

一
の
大
社
に
て
本
社
・
幣
殿
・
拝
殿
四
十
五
間
の
瑞
籬
・
神
楽
殿
・
別
宮
末
社

十
七
社
あ
り

一
、
家
記
に
曰
、
当
社
ハ
人
皇
十
二
代
景
行
天
皇
の
御
宇
に
日ヤ

マ
ト本

武ダ
ケ
ノ

尊ミ
コ
ト

御
遷
宮
有
り

と
云
々
、
社
ハ
飛
騨
内
匠
大
工
た
り
と
棟
札
に
し
る
し
あ
り

一
、
東
鑑
に
曰
、
建
久
四
年
癸

巳
十
一
月
大
十
八
日
辛

巳
武
蔵
国
の
飛
脚
参
シ
申
テ
云
ク
、

昨
夕
当
国
大
田
庄
鷲
宮
御
宝
前
に
血
流
ル
為
二
凶ケ

ウ

恠ケ
一
由
ト
云
々
、
則
卜ホ

ク

筮
セ
イ
ス
ル

之
処

兵ヒ
ヤ
ウ

革カ
ク
ノ

兆キ
サ
シ

ト
云
々
、
十
九
日
壬

午
被
レ
奉
二
神
馬
一
鹿
毛
於
二
鷲
宮
一
又
可
レ
荘セ

ウ
二
厳コ

ン

社
壇
一
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之
旨
被
二
仰
下
一
榛
谷
四
郎
重
朝
為
二
御
使
一
ト
云
々
、
下
略

　
　
　

是
則
人
皇
八
十
二
代
後
鳥
羽
院
御
宇
源
頼
朝
卿
御
宮
御
建
立
有
し
事
分
明
也

一
、
別
殿
に
穂
日
命
の
荒ア

ラ

魂ミ
タ
マ

を
神カ

ン

崎サ
キ
ノ

神
社
と
奉
祝
ハ
神
の
陵

ミ
サ
ヽ
キ

の
中
略
也
、
是
神
代

よ
り
古
跡
の
証
、
是
を
崇ソ

ウ

廟ヒ
ヤ
ウ

の
地
と
ハ
申
す
、
延
喜
式
神
名
帳
に
曰
、
出
雲
国
能

義
郡
天
穂
日
社
と
あ
り
、
私
考
是
を
和ニ

キ

魂ミ
タ
マ

と
も
可
云
哉

一
、
人
皇
九
十
一
代
伏
見
院
御
宇
正
応
五
壬

辰
年
九
月
相
模
守
平
朝
臣
貞
時
、
又
人
皇
百

代
応
安
五
年
壬

子
十
二
月
小
山
判
官
下
野
守
藤
原
朝
臣
義
政
同
義
通
七
度
修
理
被
加

旨
、
各
内
陣
棟
札
に
記
し
有
之
、
且
義
政
よ
り
青
江
吉
次
の
太
刀
神
納
長
サ
三
尺
三
寸
五
分

永
和
二
年
卯
月
十
九
日
義
政
と
あ
り
、
其
外
七
珠
宝
物
等
七
月
七
日
参
詣
の
輩
是
を

拝
せ
し
む

一
、
幣
殿
の
額
ハ
人
皇
百
十
二
代
後
西
院
姫
宮
御
震
筆
也

　
　

鳥
居
の
額
ハ
吉
川
惟
足
先
生
の
染
筆
也

　
　
　

但
し
鳥
居
惣
高
サ
弐
丈
八
尺
八
寸
、
柱
の
太
サ
五
尺
五
寸
、
稀
な
る
大
鳥
居
な
り

一
、
神
崎
の
社
に
龍
の
彫
物
あ
り
、
昔
牧
童
社
地
の
辺
り
に
て
草
を
苅
に
一
ツ
の
小
蛇

出
る
、
彼
ノ
童
部
鎌
を
投
付
上
腮
を
切
落
す
、
時
に
童
部
立
所
に
熱
出
て
煩
ふ
事
し

き
り
也
、
其
日
よ
り
彫
物
の
龍
上
腮
な
し
、
依
て
里
人
恐
れ
て
神
事
を
な
す
、
程
経

て
彼
童
平
愈
し
た
り
と
言
伝
ふ
、
今
に
其
龍
上
あ
こ
な
し

一
、
往
古
内
陣
に
納
め
あ
る
宝
物
を
盗
取
ら
ん
と
夜
中
に
盗
賊
本
社
の
東
の
方
板
を
鋸

に
て
挽
に
腕
す
く
ミ
て
働
く
事
あ
た
ハ
す
、
仍
て
鋸
を
捨
て
逃
去
ル
、
又
其
後
神
前

に
懸
置
た
る
奉
納
の
品
を
盗
ま
ん
と
忍
ひ
入
ル
く
セ
も
の
眼
く
ら
み
て
前
後
不
知

と
、
時
の
宮
番
捕
へ
て
追
払
ふ
、
此
類
の
奇
瑞
難
有
と
い
へ
と
も
世
の
疑
ひ
を
恐
れ

て
略
す
、
誠
に
可
恐
云
々

一
、
当
社
の
氏
子
古
来
ハ
誤
て
魚
鳥
を
喰
事
を
い
み
来
る
を
、
寛
文
五
年
に
大
宮
司
大

内
美
作
守
秀
勝
其
誤
り
を
改
め
氏
子
に
是
を
ゆ
る
す
、
し
か
れ
共
鶏
ハ
堅
く
い
ま
し

め
て
不
喰
也
、
も
し
不
知
し
て
喰
し
て
も
忽
神
罰
を
請
る
事
有
り
、
必
敬
へ
し

一
、
社
法
ハ
唯
一
に
し
て
年
中
の
宮
例
毎
月　

天
下
泰
平
の
御
祈
祷
、
別
て
正

五
九
霜
月
勤
之
、
且
往
古
の
頃
よ
り
三
月
十
日
十
一
日
永
代
大
々
神
楽
歌
催
馬

楽
興
行
、
是
土
師
一
流
の
神
楽
な
り
、
凡
而
宗
源
十
八
神
道
三
段
行
事
引
目
鳴
弦

等
ハ
時
に
随
ひ
て
大
宮
司
勤
め
行
ふ
、
其
神
徳
高
く
広
き
事
ハ
世
に
知
る
所
也
、
委

し
く
ハ
神
祇
道
の
別
伝
に
詳
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
印
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
宮
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
内
氏
藤
原
朝
臣
国
当
敬
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
印
］［
印
］

　
　
　
　
　
　
　

月　

日
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▍明治時代後期〜大正時代　金灯篭▍明治時代後期〜大正時代　南埼玉郡長の参拝

▍明治時代後期〜大正時代　一の鳥居
　　大正15年（1926）まで鳥居が二つあり、一の鳥居

は、現在の「鷲宮駅入口」交差点のところにあった。

▍明治時代後期〜大正時代　二の鳥居

▍明治時代　拝殿

　
鷲
宮
神
社
の
古
写
真
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▍昭和8年（1933）社号標落成式
　徳富蘇峰揮毫の社号標落成式

▍昭和13年（1938）　社号標落成式
　中村不折揮毫の社号標落成式

▍昭和10年代　鷲宮催馬楽神楽

▍昭和2年　鷲宮催馬楽神楽（第四座）

▍昭和初期　拝殿▍昭和7年　拝殿（右）・本殿（中央）・神崎社（左）

▍昭和2年　鷲宮催馬楽神楽（第八座）

▍大正時代　鷲宮催馬楽神楽（第七座）
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【
主
な
参
考
文
献
】

久
喜
市
公
文
書
館
『
第
二
回
企
画
展　
教
育
記
者
相
澤
凞
と
徳
富
蘇
峰
』（
一
九
九
五
）

久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
『
第
一
回
特
別
展　
久
喜
市
の
名
宝
』（
二
〇
一
一
）

久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
『
第
三
回
特
別
展　

鷲
宮
神
社
展　

新
出
史
料
を
中
心
と
し
て
』

（
二
〇
一
二
）

久
喜
市
立
郷
土
資
料
館
『
合
併
一
〇
周
年
記
念
特
別
展
（
第
一
〇
回
特
別
展
）
久
喜
市
の
大
絵
馬
－
描

か
れ
た
庶
民
の
「
願
い
」
と
「
感
謝
」
の
か
た
ち
－
』（
二
〇
一
九
）

鷲
宮
町
史
編
さ
ん
室
『
鷲
宮
神
社
日
記
』（
一
九
七
八
）

鷲
宮
町
史
編
さ
ん
室
『
鷲
宮
町
諸
家
文
書
目
録　
第
一
集
』（
一
九
七
九
）

鷲
宮
町
立
郷
土
資
料
館
編
『
鷲
宮
町
文
化
財
調
査
報
告
書　
鷲
宮
神
社
所
蔵
資
料
総
合
調
査
報
告
書
』

鷲
宮
町
教
育
委
員
会
（
二
〇
〇
三
）

鷲
宮
町
立
郷
土
資
料
館
『
第
五
回
特
別
展　
絵
馬
～
願
い
を
こ
め
て
～
』（
二
〇
〇
二
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
史
料
一
近
世
』（
一
九
八
〇
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
史
料
三
中
世
』（
一
九
八
二
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
史
料
四
中
世
』（
一
九
八
三
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
史
料
五
近
現
代
』（
一
九
八
四
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
通
史
上
巻
』（
一
九
八
六
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
通
史
中
巻
』（
一
九
八
六
）

鷲
宮
町
役
場
『
鷲
宮
町
史　
通
史
下
巻
』（
一
九
八
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

相
沢
正
直
「
鷲
宮
十
二
座
神
楽
と
そ
の
史
料　

上
」『
埼
玉
史
談
』
第
二
巻
第
二
号　

埼
玉
郷
土
会 

（
一
九
三
〇
）

相
沢
正
直
「
鷲
宮
十
二
座
神
楽
と
そ
の
史
料　

下
」『
埼
玉
史
談
』
第
二
巻
第
三
号　

埼
玉
郷
土
会 

（
一
九
三
一
）

足
利
市
教
育
委
員
会
『
足
利
市
史
料
所
在
目
録
第
二
集　
丸
山
千
里
家
文
書
』（
二
〇
〇
七
）

蘆
田
伊
人
編
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
第
一
〇
巻　
大
日
本
地
誌
体
系
⑯　
雄
山
閣
（
一
九
九
六
）

新
井
浩
文
『
関
東
の
戦
国
期
領
主
と
流
通
－
岩
付
・
幸
手
・
関
宿
－
』
岩
田
書
院
（
二
〇
一
二
）

池
尻　

篤
「
鷲
宮
神
社
の
祭
神
－
近
世
に
お
け
る
祭
神
変
容
の
一
事
例
－
」『
駒
沢
史
学
』
七
六
号　

駒
沢
史
学
会
（
二
〇
一
一
）

池
尻　

篤
「
近
世
に
お
け
る
鷲
宮
神
社
神
楽
の
成
立
と
江
戸
へ
の
伝
播
に
つ
い
て
」『
埼
玉
民
俗
』

四
一
号　
埼
玉
民
俗
の
会
（
二
〇
一
六
）

石
川
安
司
「
北
武
蔵
」『
中
世
瓦
の
考
古
学
』
高
志
書
院
（
二
〇
一
九
）

稲
村
坦
元
「
鷲
宮
神
社
と
其
の
史
料
」『
埼
玉
史
談
』
第
一
巻
第
四
号　
埼
玉
郷
土
會
（
一
九
三
〇
）

稲
村
坦
元
「
鷲
宮
神
社
と
其
の
史
料（
承
前
）」『
埼
玉
史
談
』
第
一
巻
第
五
号　

埼
玉
郷
土
會

（
一
九
三
〇
）

遠
藤　

忠
「
古
利
根
川
の
中
世
水
路
関
」『
八
潮
市
史
研
究
』
四
号　

八
潮
市
史
編
さ
ん
室

（
一
九
八
二
）

幡
鎌
一
弘
「
十
七
世
紀
中
葉
に
お
け
る
吉
田
家
の
活
動
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
報
告
』
一
四
八
集

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
二
〇
〇
八
）

鴨
志
田
智
啓
「
古
河
公
方
足
利
成
氏
文
書
の
検
討
－
足
利
市
一
社
八
幡
宮
文
書
に
つ
い
て
－
」『
と
ち

ぎ
の
歴
史
と
文
化
を
語
る
会
年
報
』
第
六
号
（
二
〇
〇
八
）

菊
田
龍
太
郎
「
中
世
後
期
に
お
け
る
地
方
神
社
の
動
向
－
武
蔵
国
・
鷲
宮
神
社
を
中
心
と
し
て
－
」

『
神
道
宗
教
』
一
七
六
号　
神
道
宗
教
学
会
（
一
九
九
九
）

倉
林
正
次
「
祭
祀
芸
能
の
教
化
性
－
埼
玉
を
中
心
と
す
る
神
楽
の
曲
目
構
成
－
」『
神
道
宗
教
』
二
九

号　
神
道
宗
教
学
会
（
一
九
六
二
）

倉
林
正
次
『
埼
玉
県
民
俗
芸
能
誌
』
錦
正
社
（
一
九
七
〇
）

藝
能
史
研
究
會
編
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成　
一
』
三
一
書
房
（
一
九
七
四
）

五
味
文
彦
・
本
郷
和
人
編
『
現
代
語
訳　

吾
妻
鏡
』
一
～
一
六　

吉
川
弘
文
館
（
二
〇
〇
七
～

二
〇
一
六
）

小
要　

博
「
史
料
紹
介　

丸
山
千
里
家
所
蔵
「
足
利
成
氏
書
状
」
に
つ
い
て
」『
埼
玉
地
方
史
』
六
五

号
（
二
〇
一
一
）

小
要　

博
「
丸
山
千
里
家
文
書
に
つ
い
て
」『
研
究
紀
要
』
一
〇
号　

蕨
市
歴
史
民
俗
資
料
館

（
二
〇
一
三
）

是
澤
博
昭
「
日
本
の
伝
統
文
化　

日
本
人
形
の
世
界
⑰
」『
に
ん
ぎ
ょ
う
日
本
』
四
三
三
号

（
二
〇
一
〇
）
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埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
資
料
編
一
八
中
世
・
近
世
宗
教
』（
一
九
七
八
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
資
料
編
五
中
世
一
古
文
書
一
』（
一
九
八
二
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
資
料
編
六
中
世
二
古
文
書
二
』（
一
九
八
〇
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
別
編
二
民
俗
二
』（
一
九
八
六
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
通
史
編
二
中
世
』（
一
九
八
八
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
通
史
編
三
近
世
一
』（
一
九
八
八
）

埼
玉
県
『
新
編
埼
玉
県
史　
通
史
編
四
近
世
二
』（
一
九
八
九
）

埼
玉
県
『
中
川
水
系
Ⅲ
人
文
』（
一
九
九
三
）

埼
玉
県
『
埼
玉
県
史
料
叢
書
四　
埼
玉
県
史
料
四
』（
一
九
九
八
）

埼
玉
県
『
埼
玉
県
史
料
叢
書
一
二　
中
世
新
出
重
要
史
料
二
』（
二
〇
一
四
）

埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
埼
玉
県
指
定
文
化
財
調
査
報
告
書　
第
五
集
』（
一
九
六
七
）

埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
埼
玉
県
指
定
文
化
財
調
査
報
告
書　
第
一
三
集
』（
一
九
八
二
）

埼
玉
県
教
育
委
員
会
『
埼
玉
県
神
社
関
係
古
文
書
調
査
報
告
書
』（
一
九
八
九
）

埼
玉
県
神
社
庁
『
埼
玉
の
神
社　
大
里
・
北
葛
飾
・
比
企
』（
一
九
九
二
）

埼
玉
県
立
民
俗
文
化
セ
ン
タ
ー
『
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
』
埼
玉
県
民
俗
芸
能
調
査
報
告
書
第
一
五
集

（
二
〇
〇
二
）

佐
々
木
雷
太
「
お
伽
草
子
『
源
蔵
人
物
語
』
と
鷲
宮
神
社
古
縁
起
」『
中
世
文
学
と
隣
接
諸
学
八　

中

世
の
寺
社
縁
起
と
参
詣
』
竹
林
舎
（
二
〇
一
三
）

佐
藤
博
信
『
中
世
東
国
の
支
配
構
造
』
校
倉
書
房
（
一
九
八
九
）

佐
藤
博
信
『
古
河
公
方
足
利
氏
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
（
一
九
八
九
）

佐
藤
博
信
『
戦
国
遺
文　
古
河
公
方
編
』
東
京
堂
出
版
（
二
〇
〇
六
～
）

佐
藤
ひ
ろ
み
「
神
楽
舞
に
視
る
祓
い
と
祈
願-

舞
筋
（
舞
の
順
路
）
と
採
り
物
か
ら
：
玉
敷
神
社
・
土

師
一
流
催
馬
楽
・
相
模
神
代
神
楽
の
事
例
を
通
し
て
」『
生
活
科
学
研
究
』
四
〇
号　

文
教
大
学

（
二
〇
一
八
）

島
田
愛
美
・
羽
藤
千
花
子
・
本
多
光
・
水
田
萌
子
「
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
の
可
能
性
－
鷲
宮
に
お
け
る

「
場
の
意
味
」
の
多
様
化
－
」『
コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
論
叢
』
一
号　

コ
ン
テ
ン
ツ
ツ
ー
リ

ズ
ム
研
究
会
（
二
〇
一
二
）

島
村
圭
一
「
近
世
の
棟
札
に
み
ら
れ
る
中
世
の
記
憶
－
武
蔵
国
埼
玉
郡
鷲
宮
社
の
修
造
を
め
ぐ
っ
て

－
」『
古
文
書
の
語
る
地
方
史
』
吉
川
弘
文
館
（
二
〇
一
〇
）

清
水
利
浩
『
武
蔵
国
太
田
荘
を
め
ぐ
る
諸
問
題
－
荘
域
と
荘
名
を
中
心
に
－
』（
二
〇
〇
一
）

杉
山
博
・
萩
原
龍
夫
編
『
新
編
武
州
古
文
書
上
』
角
川
書
店
（
一
九
八
二
）

杉
山
博
・
下
山
治
久
・
黒
田
基
樹
編
『
戦
国
遺
文　

後
北
条
氏
編
』
第
一
巻
～
六
巻　

東
京
堂
出
版

（
一
九
八
九
～
一
九
九
五
）

武
井
尚
・
新
井
浩
文
「
栃
木
県
佐
野
市
所
在
「
嶋
田
家
文
書
」
に
つ
い
て
」『
文
書
館
紀
要
』
第
七
号

埼
玉
県
立
文
書
館
（
一
九
九
四
）

田
中
英
司
『
さ
き
た
ま
文
庫
六　
鷲
宮
神
社
』
さ
き
た
ま
出
版
会
（
一
九
八
九
）

玉
橋
隆
寛
編
「
豊
山
移
転
寺
鷲
宮
大
乗
院
関
係
史
料
」『
新
義
真
言
宗
史
料
第
四
号
（
豊
山
移
転
寺
関

係
史
料
集
一
）』（
一
九
八
二
）

田
村
明
子
「
神
楽
と
神
楽
師
集
団
－
催
馬
楽
神
楽
と
玉
敷
神
社
神
楽
の
事
例
か
ら
－
」『
埼
玉
民
俗
』

第
三
八
号　
埼
玉
民
俗
の
会
（
二
〇
一
三
）

田
村
明
子
「
女
性
神
楽
師
の
誕
生
と
伝
承
基
盤
－
埼
玉
県
諸
神
楽
の
近
現
代
－
」『
民
俗
芸
能
研
究
』

五
八
号　
民
俗
芸
能
学
会
（
二
〇
一
五
）

冨
田
勝
治
「
鷲
宮
城
と
大
内
氏
」『
埼
玉
地
方
史
』
四
号　
埼
玉
県
地
方
史
研
究
会
（
一
九
七
七
）

中
島　
竦
「
鷲
宮
國
寳
考
」『
史
学
』
第
二
巻
第
二
号　
三
田
史
学
会
（
一
九
二
三
）

中
村
茂
子
「
神
楽
を
町
の
心
臓
に
し
た
鷲
宮
町
－
「
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
」
の
復
興
と
隆
盛
－
」

『
文
化
庁
月
報
』
三
四
九
号
（
一
九
九
七
）

中
井
信
彦
『
色
川
三
中
の
研
究　
学
問
と
思
想
篇
』
塙
書
房
（
一
九
九
三
）

永
田
衡
吉
「
十
二
座
神
樂
の
源
流
に
就
て
（
承
前
）」『
民
俗
芸
術
』
第
一
巻
第
二
号　
民
俗
芸
術
の
会

（
一
九
二
八
） 

原
田
信
男
『
中
世
村
落
の
景
観
と
生
活
』
思
文
閣
出
版
（
一
九
九
九
）

本
田
安
次
『
日
本
の
民
俗
藝
能
１　
神
樂
』
木
耳
社
（
一
九
六
六
）

槙
島
知
子
「
現
代
の
伝
統
芸
能
事
情
－
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
に
お
け
る
女
性
神
楽
師
の
誕
生
－
」『
民
俗

文
化
研
究
』
三
号　
民
俗
文
化
研
究
所
（
二
〇
〇
二
）

三
田
村
佳
子
「
鷲
宮
催
馬
楽
神
楽
「
天
狐
（
山
の
神
）」
の
伝
承
系
譜
に
つ
い
て
」『
埼
玉
民
俗
』
第

三
〇
号　
埼
玉
民
俗
の
会
（
二
〇
〇
五
）
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峰
岸
純
夫
『
享
徳
の
乱　
中
世
東
国
の
「
三
十
年
戦
争
」
』
講
談
社
（
二
〇
一
七
）

村
山
吉
廣
「
南
郭
二
題
」『
江
戸
詩
人
選
集
』
第
三
巻
月
報　
岩
波
書
店
（
一
九
九
一
）

村
田
文
雄
「
土
師
一
流
催
馬
楽
神
楽
の
伝
承
保
存
と
新
た
な
創
造
」『
埼
玉
・
人
と
こ
こ
ろ
』
通
巻

四
八
四
号　
埼
玉
文
化
懇
話
会
（
二
〇
一
六
）

矢
嶋
正
幸
「
近
世
後
期
の
神
楽
と
神
社
縁
起
の
変
容
に
つ
い
て
－
鷲
宮
神
社
と
平
田
国
学
を
中
心
に
し

て
－
」『
歴
史
民
俗
研
究
－
櫻
井
賞
受
賞
論
集
－
』
第
九
輯　

板
橋
区
教
育
委
員
会

（
二
〇
一
二
）

矢
嶋
正
幸
「
唯
一
神
道
化
す
る
神
楽
に
つ
い
て
の
一
考
察
－
近
世
前
中
期
・
鷲
宮
神
社
の
神
楽
改
革

－
」『
民
俗
芸
能
研
究
』
六
四
号　
民
俗
芸
能
学
会
（
二
〇
一
八
）

矢
嶋
正
幸
「
い
か
に
し
て
寺
院
で
は
神
楽
を
奉
納
し
な
く
な
っ
た
の
か
～
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
頭
の

武
蔵
国
埼
玉
郡
・
幡
羅
郡
を
舞
台
と
し
て
～
」『
埼
玉
民
俗
』
四
五
号　

埼
玉
民
俗
の
会

（
二
〇
二
〇
）

山
岸
吉
弘
「
江
戸
近
郷
農
村
に
位
置
す
る
鷲
宮
神
社
の
社
殿
造
営
」『
日
本
建
築
学
会
関
東
支
部
研
究

報
告
集
Ⅱ
』
日
本
建
築
学
会
（
二
〇
一
三
）

山
岸
吉
弘
「
鷲
宮
神
社
及
び
古
河
城
下
の
大
工
に
み
る
技
術
の
集
積
と
拡
散
」『
日
本
建
築
学
会
計
画

系
論
文
集
』
八
四
巻
七
六
三
号　
日
本
建
築
学
会
（
二
〇
一
九
）
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